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職員派遣担当プ、ロック

－宮崎県北部広域市町村圏（延岡市、 日向市、東臼杵郡、西臼杵郡の 2市7町）

職員派遣の概要

1) 派遣職員数

2) 派遣期間

3) 派遣先

4）派遣職員の職務

5) 派遣方法

職員派遣の調整等

延岡市、西臼杵郡から 1名

目向市、東臼杵郡から 1名

平成 22年度～平成23年度（ 2年間a
（財）宮崎県市町村振興協会

研修業務及び市町村振興業務

「公益法人等への一般職員の地方公務員の派遣等に関する法律J

基づく派遣

派遣担当プロックである広域市町村圏の構成市町村で、職員派遣についての調整を行い、

本年9月末までに職員を派遣する市町村を決定していただきますようお願いします。

添付資料

1) （財）宮崎県市町村振興協会への市町村職員派遣に関する要綱

2) 市町村からの派遣職員の派遣形態・勤務条件等について

3) （財）宮崎県市町村振興協会職員派遣年度受持一覧

（文書取扱：市町村職員研修センター）

担当：児玉
TEL:0985-31-9590 
FAX : 0 9 8 ・5 -3 1 -9 5 9 6 



財団法人宮崎県市町村振興協会への市町村職員の派遣に関する要綱

（鐸旨）ザの要綱は、公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律（平成 l

－~：ぞ~~~益広よ定員右手主主1~~：~：1~t~：~~品諜臨
~~~~ ~：~1~：日以品説明殺される職員（以下「派遣職員J

（協定等）

η？、：；~：~； ~c：~；~！！J~ ~ ~？ 0）は、派遣に関する協定書（別記様式）に

（派遣期間）
第3条派遣職員の派遣期間は、 2年間とする。ただし、理事長と派遣団体の長との協議

の上、必要がある場合は、派遣職員の同意を得て、 3年間を限度として派遣期間を延長

L、又は短縮することができる。
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（身分等）
第4条派遣職員は、派遣団体の身分を有したまま、派遣期間中、協会の職員となり、協

会において職務に従事する。
2』派遣職員が地方公務員法第 16条各号のーに該当するに至ったときは、理事長と派遣

団体の長との協議の上措置するものとする。

（服務等）

第5条派遣職員の派遣期間中の服務、勤務時間、休日及び休暇等については、協会の関
係規程を適用する。

（分限及び懲戒）

第6条派遣職員について、分限又は懲戒の処分を必要とする事由が生じた場合は、理事

長と派遣団体の長が協議して行うものとする。

（給料及び諸手当）

第7条派遣職員の給料及び諸手当（以下「給与Jという。）は、派遣団体の関係規程を適
用して、協会が支給する。

気（旅喪）

28条派遣職員の旅費は、協会の関係規程を適用して、協会が支給する。

派遣職員の赴任旅費は、派遣団体の関係規程を適用して、協会が支給する。

続投同及び社会保険等）
るベミや派遣職員の派遣期間中における福利厚生は、原則として協会の関係規程を適用す
し~T¥..f－（＿ し、派遣団体の互助会等の取り扱いについては、理事長と派遣団体の長が協議

2 ヰ定めるn

lζ肝機員ゐ派遣期間中における地方公務員等共済組合法（昭和 37年法律 15 2号）
する規定については、同法第7条により規定されたものを除くほか、派遣団体の関



係規程を適用する。

（災害補償）

第10条派遣職員の派遣期間中における災害補償については、地方公務員災害補償法（昭；－

和42年法律第 12 1号）の規定は適用せず、労働者災害補償保険法（昭和 22年法律

第50号）の規定を適用し、協会がその事項を処理する。この場合において、協会は、

派遣団体の関係規程の適用との聞に均衡を失わないよう努めるものとする。

（報告）

第 11条理事長は、派遣職員に関する次の事項について、必要に応じ派遣団体の長に報

告する。

(1) 派遣職員の勤務状況及び健康状況等に関する事項

(2) 派遣職員への給与の支給に関する事項

(3) その他必要な事項
2 派遣団体の長は、派遣職員に関する次の事項について、必要に応じて理事長に報告す

る。
(1) 派遣職員の身分に関する事項

(2) 派遣職員の給与に関する事項

(3) その他必要な事項

（補則）
第12条 この要綱に定めのない事項又はこの要綱に疑義が生じた事項については、必要 It 

に応じて、理事長と派遣団体の長が協議して定めるものとする。

附則
この要綱は、平成 14年4月 1日から施行する。

この要綱は、平成 16年4月 1日から施行する。

この要綱は、平成 18年5月 1日から施行する。



市町村からの派遣職員の派遣形態・勤務条件等について
平成21年4月

:: •• ’ 1 派遣方法指； 「公益法人等へ吋職の地方公務員の派遣等に防法律J&Vtm遣元市町一、，

荻f~；九 村の条例によるものとする。

晶，EJ 司

＼とI_:t-.;,:・ 2派遣期間

4と 2年間とする。ただし、（財）宮崎県市町村振興協会（以下「協会Jという。）理事長と
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j者4従事する業務

ト I）研修計画の策定・実施に関すること。

る要 il 2）市町村振興の調査・研究等に関すること。

事 3）その他研修及び市町村振興に関すること。

5 給与

派遣期間中の給料及び諸手当は、派遣元市町村の関係規程を適用し、協会が支

給する。

6服務

派遣職員の服務、勤務時間、休日及び休暇については、協会の関係規程を適用

する。

7福利厚生等

福利厚生については、協会の関係規程を適用する。

8 共済組合

1）短期給付：共済組合の規定を適用する。

2）長期給付：共済組合の規定を適用する。

9 災害補償

協会の労働災害補償保険を適用する。
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併崎県市町村振興協会市町村職員研修センター職員派遣年度別受持一覧
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回数の考え方

1）広域市町村圏毎｛北部！ま大きすぎるため、日向・入郷を別途扱い）に割り撮る。

2）各圏域の受持回数は、職員数と中心都市の規模を勘案し、3段階に分けて、それぞれに応じた回数を割り振る。

<A：宮崎東鯖県広域市町村圏、B：都城北踏県広域市町村圏、宮崎県北部広域市町村圏（延岡、三北、西臼杵）、

C:A・B以外の4圏峨〉
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i ＠印lま、平成22年度～23年度派遺担当（予定）圏域である。
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（財）宮崎県市町村振興協会への職員派遣についての調整協議

日時i 平成 21年 9月 2日午前 11:00～

会 場 議会応接室

出席者

高千穂町総務課 戸日今 寛文課長

日之影町総務課 工藤裕士課長

五ヶ瀬町総務課 宮崎信雄課長

高千穂町総務課 林 謙一主任主事

延岡市尾前光二郎総務部長

青井雄二職員 課 長

馬見塚保宏 職員研修対策監兼課長補佐・研修厚生係長

協議内容 振興協会からの要請である平成 22年度・ 23年度職員派遣（1名）について

延岡市と西臼杵郡3町のいずれが応じるかについて

発言要旨 西臼杵郡3町 これまでの経緯から今回は西臼杵郡からということも考え

（高千施町総務課長） られるが、行革の関係で派遣が大変難しい状況にある。 3

町とも、職員構成として、病院や保育所、老人ホームなど

外局の職員を除くと一般事務職員の数に余裕はなく、ギリ

ギリの人数で業務をこなしている状況である。職員数の一

番多いのは高千穂町であるが、現在、宮崎県の福岡事務所

と宮崎県後期高齢者医療広域連合に各 l名を派遣しており、

22年度にさらにもう 1人を派遣すると、 3人を同時に派遣

することになるので、非常に苦しい。

こうした状況を踏まえ、 8月 23日に3町総務課長で協議し

た結果、今回は、延岡市に派遣をお願いしようということ

になり、本日はお願いに来た次第である。

尾前総務部長 本市でも、第5次行革で掲げた 120名の職員削減について

幸い 1年前倒しでほぼクリアでき、ホッとしたところであ

るが、社会情勢などから今後また厳しい目標設定のもと、

職員削減をせざるを得ない状況にあり、苦しいのはお互い

様と言えるが。



西臼杵郡3町

（高千穂町総務課長）

もちろん、延岡市に連続して（平成 18・19年度派遣）お

願いをすることは、我々としても大変心苦しく思っている。

ただ、例えば高千穂町は次の機会（平成 27・28年度）に

は、他に職員を派遣をしていないことも考えられ、今回よ

りは対応が容易になることも予想される。次の機会は必ず

西臼杵3町で対応することを約束するので、今回は何とか

延岡市から派遣していただきたい。

尾前総務部長 状況は了解したので、本市でも検討させていただき、結果

については出来るだけ早期にお返事をしたいと思う。
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.，受持回数の考え方

1）広場市町村圏毎｛北部は大きすぎるため、日向・入郷を別途扱い）に割り撮る．

2）各園培の受持回数は、職員数と中心部市の規複を勘案し、3段階に分けて、それぞれに応じた回散を割り握る．

くA：宮崎東諸県広棋市町村圏、B：都城北踏県広培市町村圏、宮崎県北部広崎市町村圏（延岡西臼杵｝、

C:A•B以外の4圏域〉

2 ・印は、すでに派遣している圏域で、その下段は、その派遣市町村名｛合併前の団体名を記雌）である。

4名×16年一2名

｛職員数：平成22年4月1日現在｝

平成25年度から平成40年度までの必要人数 A 62 62名×（各広域圏の職員数パ， 0817)

数－cl要蹄人員総数 A※C/BI翻
2.894 I 16.588 I 17 
1.736 I 9.950 I 10 
1,847 I 10.586 I 11 
951 I 5.451 I 6 

1,131 I 6.483 I 6 
1.os1 I 6.024 I 6 
1.201 I 6.918 I 6 

、→白10.817I 621 62 
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様式第 13号 課所名 可能 員 課

起 案 決 裁 だフとロ・ 結 文書分類記号 保存種別 廃 棄

平成 11年 平成 11年 平成 年 款 項 目 節 助記 平成 年

・．． －．．．．． ．．． 
第 種

10月 21日 10月 日 月 日
・．・ ．・・ ．．． 

月 日

起 案 検
担当者

討 者 決裁者

責任者 人事係主査 人事係長 研修厚生係長 課長補佐 課 長

⑧ ぷ参 管｝ 守参 審； （零 ⑧ 
発信番号 意見
（第 号〉

施行
平成年月 日 止Cl』 議 者

あて先 給与係 研修厚生係

発信者名

⑮ I~ 
文書取扱 公 印

~＇、

⑨ ⑧ 
1軽

件名制宮崎県市町村振興協会への派遣職員に係る給与負担金の請求について

（別 紙枚〉

標記の件について、野々垣浩二を同協会へ派遣〈勤務場所：宮崎県市町村職員研修セン

ター〉しておりますが、その給与については「側宮崎県市町村振興協会への市町村職員

派遣に関する要綱j第 7条の規定により、本市が派遣職員へ支給した後、同協会へ請求

することになっております。

ついては、本年度上半期分の当該給与を別案のとおり同協会へ請求したいと思いますが

よろしし、ヵ、。



〈実〉

（附宮崎県市町村振興協会理事長 様

延職発第 Eコ
下7

平成11年10月日

延岡市長楼井哲雄

主
円＝＝ロ 求 重主

Eヨ

財団法人宮崎県市町村振興協会への派遣職員 野々垣浩二に係る給与の負担金

について下記のとおり請求いたします。

『巳＝＝ロ

請求金額 2, 596, 215円

〔振込先〕

金融機関 宮崎銀行延岡市役所出張所

預金種目 普通預金

口座名義 延岡市収入役 米田英人〔ヨネダげり〕

口座番号 1 0 1 1 6 0 1 



（財）宮崎県市町振興協会への派遣職員に係る給与苅合明細書

術立元：延岡市 職員名：野々垣浩二

1.月例給与

刃合日

Hll. 4.21 

Hll. 5. 21 

Hl 1. 6. 21 

Hl 1. 7. 21 

Hll. 8. 20 

Hll. 9.21 

Hl1.10. 

H11. ll. 

Hll.12. 

Hl2. 1. 

Hl2. 2. 

Hl2. 3. 

合計

2.期末勤勉手当

難日 ｜期末手当

Hll. 6. 30 

Hll. 12. 

Hl2. 3. 

合計

3.給与改定に伴う刃合

a圃I•・

合計

a・・

合計

a・・E

難日 ｜ 給料｜扶養手当！期末手当｜勤勉手当l合計

Hll. 12. 

4.総刃合額

月例給与｜期籾勉手当 合計

2.596.215 



様式第 13号 課所名 茸哉主主義果
起案 決裁 完結 文書分類記号 保存種別 廃 棄

平 成 11年 平成 11年 平成 年 款 項 目節
助記

平成 年
。 t I 

第 種i i . ’ 
3月 24日 月 日 月 日

I I I 

月 日i ; i 
。 l I 

担 当者
起 案 検 討 者 決裁 者
責任者 総務部長

容）
⑧ 

争百J

職員課長

発信番号 意見
（第 号）

施 行

平成 年 月 日
ムロ、 議 者

あて先
係員 人事係長 課長補佐

発信者名

信信1_': ⑧ 各勢
取扱主任 公 印

意曳~w

⑮W ⑧ 億：

件名市町村職員研修センターへの職員派遣についての協定書

締結について〈伺〉

（別紙 枚〉

本年度から市町村職員研修センターに下記のように職員を派遣

いたしますが、別紙のように実施主体である側宮崎県市町村振興

協会と協定書を締結したいがよろしいかお伺いします。

（記）



市町村研修センターでの県全体を担当する業務を通じて、職員の資質 母子、

（研修目的）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・一一一一一一一一一ー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ー・・・ーーーー・・・・・・・・・・・・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ーーーーー・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ －・・・・・・・・・・・・・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

の向上を図るとともに、市町村の人材育成に貢献する。

（研修期間） 2年
・・・・・・・・・・・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． －・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ーーーーーー・・・・・・・・・・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

宮崎県北部広域市町村圏（延岡、三北、西臼杵）グループの中では、
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

－・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

平成 11年度及び 12年度については本市から派遣するとして、先に
・－－－－・・・・・・・．．．．．．．．．．．．．．． ． ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ． ・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

決裁をいただいて〆おります。
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

（派遣条件）
・・・・・・・・・・・・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

職務命令による派遣研修とする。

給与：派遣市町村の規定により派遣市町村が支給するが、その相当額を

側宮崎県市町村振興協会から派遣市町村に、研修支援負担金とし

て支払う。
． ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

但し、時間外手当、休日勤務手当及び旅費は側宮崎県市町村振興

協会から直接支給する。

共済負担金及び公務災害補償負担金：派遣市町村が負担

勤務時間、休暇等：側宮崎県市町村振興協会の就業規則による。

（県職員に準ずる〉



号n
d
 

平成 11年 3月15日

殿長市岡延

回理事長．林

宮振発第 8

職員の派遣について

このことについて、下記のとおり職員を派遣していただきますようお願いします。

また、協定書を2部送付しますので、押印の上、一部返送していただきますようお願い

します。

記

一一浩野々垣

派遣職員

事務吏員

派遣期間

平成 11年4月1日から平成 13年3月31日まで

2 

派遣職員の職務

「宮崎県市町村職員研修センターJの研修担当

3 

添付書類

財団法人宮崎県市町村振興協会への市町村職員派遣に関する要綱

財団法人宮崎県市町村振興協会への市町村職員派遣に関する協定書

財団法人宮崎県市町村振興協会寄附行為等規程

4 



生
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I－－伊喧

財団法人宮崎県市町村振興協会への市町村職員派遣に関する協定書

財団法人宮崎県市町村振興協会（以下「甲j という。）と延岡市（以下「乙Jという。）

は、派遣職員の取扱いについて次のとおり協定する。

1 派遣職員

乙は、甲に対し、次の職員を派遣し、その実務を通じて研修を行うものとする。

派遣職員職・氏名 事 務 吏 員野々垣浩二

2 派遣期間

派遣の期間は、平成 11年4月1日から平成 13年3月31日までとする。

ただし、必要があるときは、甲乙協議の上派遣期間を延長し、又は短縮することがで

きるものとする。

3 身分等

(1)派遣職員は、甲の身分及び職並びに乙の身分及び職をあわせて有するものとする。

(2）派遣職員が地方公務員法第16条各号のーに該当するに至ったときは、甲乙協議の

上措置するものとする。

4 分限及び懲戒

派遣職員の分限処分及び懲戒処分については、その都度甲乙協議するものとする。

5 服務等

派遣職員の服務、勤務時間、休日及び休暇等については、甲の関係規定を適用する。

6 給与等

(1）派遣職員の給与（時間外勤務手当及び休日勤務手当を除く。）は、乙の負担とし、

乙の関係規定を適用し、乙が支給する。

(2）派遣職員の時間外勤務手当及び休日勤務手当は、甲の負担とし、乙の関係規定を適

ー用し、甲が支給する0

4 (3）派遣職員の退職手当は、乙の負担とし、乙の関係規定を適用し、乙が支給する。

7 旅費

派遣職員が、派遣期間中甲の用務により旅行した場合の旅費は、甲の負担とし、甲の

関係規定を適用し、甲が支給する。



；－~7. 

4 

8 福利厚生

甲が行う保健、レクリエーションなど福利厚生計画の実施に当たっては、甲において

行うものとする。

9 報告

(1）甲は、派遣職員の勤務状況、健康状況等について原則として毎月乙に報告するもの

とする。

(2）乙は、派遣職員の勤務状況、健康状況等について、必要に応じ甲に報告を求めるこ

とができる。

(3）派遣職員の身分、健康状況等に変動があったときは、その都度甲乙が相互に通知す

る。

10 その他

この協定に定めのない事項又はこの協定に疑義が生じた事項については、その都度甲

乙協議の上定めるものとする。

この協定の証しとして、本書2通を作成の上、甲乙それぞれ1通を保有するものとす

る。

平成 11年4月1日

甲 財団法人宮崎県市町村振興協会

理事長林田

乙延岡市

市長 桜 井 哲
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平成 10年 平成 10年 平成 年 款 項 目節
助記

平成 年
1 0. 9. 1 6 

・・．
第 種．．．  

．．．  
9月 11日 月 日 月 日 月 日－．．  

』 i I 

担 当者
起 案 検 討 者 決裁者

責 任 者 総務部長 助役 市長

容） 也⑧
職員課長

告参 I納 運争
発信番号 意見

（第 号〉

施 行

平成 年 月 日
A口~ 議 者

あて先
係員 給与係長 人事係長 課長補佐 後敵勢＆ 財政課長

告診
発信者名

⑧ ［~~：主主き) （$ ~ 2予取扱主任 公 印 11－、凶.... ¥ 

⑧ i壱
出野

電！夢）
⑮附 魯） （称.2IS'・、

目

、、~.J?

件名市町村職員研修センターへの職員派遣研修について（伺〉

（別紙 枚）

本年度から業務を開始した市町村研修センターに下記のように

職員を派遣したいがよろしいかお伺いします。

・・．・・－－E ・・・ ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

（記）

・・・・・・・・・一ー一 一一一一一一一ー・・・・・・・・一一・・・・・・・・・・・．．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ーーーーー十一一一一



（研修目的）
．． ・・・・・・・・・・・・・．．．．．．．．．． ． ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・．．．． ． ・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

市町村研修センターでの県全体を担当する業務を通じて、職員の資質
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・ーーーーー－－－－．．．．．．．．．．．・・．． ．．－－－－－ーーーーーー・・・ ・・・・－・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・－・・・・・・・・・・・・・・・・・・・－・・

の向上を図るとともに、市町村の人材育成に貢献する。

（研修期間） 2年
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・－・・・・・・・・・・・・

』 市町村研修センターの実施主体である側宮崎県市町村振興協会の要望
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

により、別表のように各市町村で分担して職員を派遣し研修させる。

宮崎県北部広域市従村圏（延岡、三北、西臼杵）グループの中では、
・・・・・・・・・・・・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

平成 11年度及び 12年度については本市から派遣したいと思います。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

（派遣条件）

職務命令による派遣研修とする。

給与：派遣市町村の規定により派遣市町村が支給するが、その相当額を

側宮崎県市町村振興協会から派遣市町村に、研修支援負担金とし

て支払う。

但し、時間外手当、休日勤務手当及び旅費は側宮崎県市町村振興

協会から直接支給する。

共済負担金及び公務災害補償負担金：派遣市町村が負担

勤務時間、休暇等：側宮崎県市町村振興協会の就業規則による。

（県職員に準ずる〉

．．．．． 
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市町村職員の研修体制整備について
平成9年 10月

平成 10年度に、（財）宮崎県市町村振興協会に、専任の研修スタッフを置き、

体系的な市町村職員研修を計画的に実施する。

2研修施設

(1）当面の研修施設

会場は、主に自治会館の大ホールを使用し、同時に複数の研修会場が必要な

場合には、県自治学院等を借用する。

(2）新研修施設の整備

新たな研修施設の整備を図ることとし、県の研修施設との合築を県に要望し

ていく。

3研修スタッフ

( 1）＇専任の研修スタッフを置くものとし、初年度（平成 10年度）は 3名、研修の

拡充に応じて、次年度以降4名体制とする。

(2）研修スタッフはミ県及び市町村からの派遣職員によるものとする。

(3）研修スタッフの事務室は、新研修施設が整備されるまでの閥、自治会館内に置

く。

4研修計画

県職員と同程度の研修機会が得られるようカリキュラムを編成する。

5研修事業費の負担

(1）研修に係る経費については、市町村振興協会の基金運用による果実をもって、

全額を負担する。

(2）市町村振興協会の基金運用によって負担できる範囲を超える場合は、予め市長

会、町村会等関係団体と協議する。



伊村職員研修センター（仮称）職員派遣年度別受持一覧〈案）

0101 10101 I 10101 10101 10101 10101 I 10101 10101 I 118 

0101 I I 10101 I 10101 I 10101 I 10101 10101 I 10115 

市 6附）I lOlOI 1υiυl l lOIOI: I IOIOI I I IOIOI IOIOI I .10101 I 1010116 
二20 8 7 

fk i'市7町村〕 ｜ 附 111010111 附 ｜ ｜ ｜ わIOI・ I-I I 附 I I I 110 
員数 12 3 6 

日商h車問広場市町村圏

：闘J2＂市2町） I I IOIOI I I I IOIOI I I I IOIOI I I I lolol I I I 10101 I 110 
数10 8 8 

西諸峨市町村圏

(2市3町村〉 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜。｜。｜ ｜ ｜ ｜。｜。｜ 111 lolol I I ・I ｜。｜。｜ I I I lolol ho 
店員数 9 9 6 

~－~i広域市町村圏
(1市6町村） I I I I I I lolol I I 10101 I I 10101 I I I 10101 I I I 1010110 

環員数 1 2 1 3 

授受持回数の考え方

①広域市町村圏毎〈北部は大きすぎるため、日向入郷を独立扱い〉に割り振る。

②各圏域の受持回数は、職員数と中心都市の規模を勘案し、 3段階に分けて、

それぞれに応じた回数を割り振る。
(A ；宮崎東諸県広域市町村圏 、B ；繊北諸県広場市町村圏 、宮崎県北部蹴市町村圏（延岡、三北、西日持〉、
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「宮崎県市町村職員研修センター」について

． 宮崎県制I村振興協会

〈宮崎県派遣D
（都城市派通
〈宮崎市派通

郎
一
毅

保
耕

野
口
回

大
野
前

~ (5) 

I 平成10年度以降の研修については、臓のとおりo

~ (6) 

~ 吋鴨蹴合、宮崎県町職員 共 糊 合 の 駿 員
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財団法人宮崎県市町村振興協会への市町村職員派遣に関する要綱

、h圃
E

’h
H

’V｝
，

ι
i
・

（超国）

第1条 この要綱は、市町村から財団法人宮崎県市町村掻興協会（以下「協会」という。）

八の職員派遣に関して必要な事項を定めるものとする。

（協定等）

第2条理事長は、派遣に関する協定書（別記様式第1号）により、職員を派遣する市町

村長と協定するものとする。

（派遣期間）

第3条職員の派遣期間は、 2年間とする。ただし、必要がある場合は、理事長と市町村

長との協議により、派遣期間を延長し、又は短縮することができるものとする。

（身分等）

第4条派遣職員は、市町村職員の身分及び職並ぴに協会職員の身分及ぴ職をあわせて有

するものとする。

2 派遣織員が地方公務員法第 16条各号のーに該当するに至ったときは、甲乙協議の上

措置するものとする。

（分限及び懲戒）

第5条派遣職員について、分限又は懲戒の処分を必要とする事由が生じた場合は、理事

長と市町村長が協議して行うものとする。

（服務等）

第6条御職員の月勝、蛾時間、休日及ぴ休暇等については、協会の関係規定を適用

する。

（給与等）

第7条派遣職員の給与（時間外勤務手当、休日勤務手当を除く。）は、派遣団体の関係

規定を適用して、派遣団体が支給する。

2 派遣職員の時間外勤務手当、休日勤務手当は、派遣団体の関係規定を適用して、協会

が支給する。

3 派遣職員の旅費は、協会の関係規定を適用して、協会が支給する。ただし、赴任旅費

については、派遣団体の関係規定を適用して、派遣団体が支給する。 ）＼ヘ一、」

4 派遣団体が支給する派遣職員の給与については、派遣団体の請求により、次に掲げる

ものを除いて、協会が研修事業に要する費用とLて支払うものとする。

・1-

到裁！！？月 881 i詩5473 
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(1）地方公務員等共済組合法（昭和 37年法律第 15 2号）第 11 6条の規定に基づく

市町村等の負担金

(2）地方公務員災害補償法（昭和42年法律第 12 1号）第50条の規定に基づぐ市町

村等の負担金

（補足）

i・ 第8条 との要綱に定めのない事項又はこの要綱に疑義の生じた事項については、必要に．

I. 応じて、市町村長と理事長が協議して定めるものとする。

附則

この要綱は、平成 10年4月1日から施行する。

<. 

, ..・， 

-2ー

到諦刻 9~ 88 I l時54分
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延職第タダ号

平成10年 9月18日

区 函様

延岡市長榎井哲 雄

l’ 
《． 市町村職員研修センターへの職員派遣について（依頼）

本年度から宮崎県市町村職員研修センターが関所し、研修を実施して

おりますが、各市町村からの当該センターへの職員派遣について、宮崎

県北部広域市町村圏（延岡市、三北、西臼杵）の担当年度が別表のよう

に定められております。つきましては、平成 1＼年度及び 12年度の 2

年聞は、本市から職員を派遣させていただきたいと考えております。

平成 13年度以降の派遣計画につきましては、本市から派遣する職員

を通じ市町村職員研修センターの意向を聞きながら、平成 12年度まで

に各市町村聞の調整を図りたいと思いますので、ご協力くださいますよ

うお願いいたします。

‘’ら

【文書取扱職員課】
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市町村からの派遣職員の派遣形態・勤務条件等について

1 派遣方法

「職務命令」（研修派遣として位置づける。）によるものとする。

2 給与等

( 1）給与（時間外勤務手当、休日勤務手当を除く。）は、派遣市町村の規程を適用し、

派遣市町村が支給するものとするが、その相当額を（財）宮崎県市町村振興協会か

ら派遣市町村に対し負担金として支払う。

(2）時間外勤務手．当、休日勤務手当及び旅費は、振興協会から直接支給する。．

~共済負担銀総務災害徳償負担鋭、派透市町村が負担する。

"t 

3 共済組合、退磁手当の期間及び公務災害補償

職務命令による派遣であるため、派遣職員の身分は通常勤務の場合と変わらず、以

下の取扱いとなる。

(1）派遣期間は、共済組合期聞が継続する。

(2）退職手当については、勤務した期聞はすべて勤務期間に算入される。

(3）地公災法の適用を受ける。

4 勤務時間、休暇等

握興協会の就業規則による（県職員に潜ずる。）。

否i~R~？1! ・: 8 ~ R i 1 P~ ：：： J 4-¥. 
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L考テ考）

財団法人宮崎県市町村振興協会への市町村職員派遣に関する要綱

J停留）この要綱は、市町村から財団法人宮崎県市町村振興協会（以下「協会Jという。）

ァ：の勝負派遣に関して必要な事項を定めるものとする。

（協定等）
第2条理事長は、派遣に関する協定書（別記様式第1号）により、職員を派遣する市町，

村長と協定するものとする。

（派遣期間）

第3条職員の派遣期間は、 2年間とする。ただし、必要がある場合は、理事長と市町村

長との協議により、派遣期間を延長し、又は短縮することができるものとする。

（身分等）

第4条 派遣職員は、市町村職員の身分及び職並びに協会職員の身分及び職をあわせて有

するものとする。

2 派遣職員が地方公務員法第 16条各号のーに該当するに逐ったときは、甲乙協議の上

措置するものとする。

（分限及び懲戒）

第5条 派遣職員について、分限又は懲戒の処分を必要とする事由が生じた場合は、理事

長と市町村長が協議して行うものとする。

（服務等）

第6条 派遣職員の服務、勤務時間、休日及び休暇等については、協会の関係規定を適用

ずる。

（給与等）

第7条 派遣職員の給与（時間外動務手当、休日勤務手当を除く。）は、派遣団体の関係、

規定を適用して、派遣団体が支給する。

2 派遣職員の時間外勤務手当、休日勤務手当は、派遣団体の関係規定を適用して、協会

が支給する。

3 派遣職員の旅費は、．協会の関係規定を適用して、協会が支給する。ただし、赴任旅費

については、派遣団体の関係規定を適用して、派遣団体が支給する。

,4 派遣団体が支給する派遣職員の給与については、派遣団体の請求により、次に掲げる

！ ものを除いて、協会が研修事業に要する費用として支払うものとするe

-1、

到詞刻 3月5813時05分



円
吋

J
勺
ノ

h
u
r

－
 

－KM
’tg
 

倒
州
削
引

回
両
国
ハ

叫
脇
田
m

，
相

’
凋
巴
Ar

e
A
g
司

声
明
。

N0.4164 P. 5/7 

（補足）

第 8条 この要綱に定めのない事項又はこの要綱に疑義の生じた事項については、必要に

応じて、市町村長と理事長が協議して定めるものとする。

附 則

この要綱は、平成 10年 4月 1日；から施行する。

附 則

この要綱は、平成11年 3月 日から施行する。

-2 -

知新刻 7月間 I3~~ 0 5分
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謹
啓

時
下
ま
す
ま
す
ご
清
祥
の
こ
と
と
お
喜
び
申
し
上
げ
ま
す
。

貴
職
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、

日
頃
、
市
政
の
発
展
、
並
び
に
市
民
福
祉
の
向
上
に
ご
尽
力
さ

れ
て
お
り
ま
す
こ
と
に
、
心
か
ら
敬
意
を
表
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

さ
て
、
平
成
八
年
度
よ
り
、
貴
市
と
の
都
市
間
職
員
の
交
流
研
修
に
つ
き
ま
し
て
、
ご
賛
同

い
た
だ
き
、
格
別
の
ご
高
配
を
賜
り
ま
し
た
こ
と
に
、
厚
く
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

早
い
も
の
で
五
年
が
経
過
い
た
し
ま
し
た
。
そ
の
問
、
貴
市
よ
り
、
派
遣
し
て
い
た
だ
き
ま
し

た
小
川
正
則
さ
ん
を
は
じ
め
と
す
る
職
員
の
方
々
に
は
、

日
々
意
欲
的
に
職
務
に
従
事
さ
れ
、

秋
田
市
政
の
一
翼
を
担
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

ま
た
、
本
市
職
員
と
の
交
流
を
通
じ
、
職
場
の
活
性
化
に
も
大
い
に
貢
献
し
て
い
た
だ
き
ま

し
た
こ
と
に
対
し
、
深
く
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

ま
た
、
当
市
よ
り
派
遣
し
て
お
り
ま
し
た
原
田

真
ほ
か
四
名
の
職
員
に
お
き
ま
し
て
も
、

貴
市
に
お
い
て
職
員
や
市
民
の
方
々
か
ら
暖
か
く
受
け
入
れ
て
い
た
だ
き
、
ま
た
、

日
常
業
務

を
通
じ
て
、
先
進
事
例
を
習
得
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
こ
と
に
対
し
、
心
よ
り
お
礼
申
し
上

げ
ま
す
。

都
市
間
職
員
の
交
流
研
修
に
つ
き
ま
し
て
は
、
平
成
十
二
年
度
を
も
っ
て
終
了
い
た
し
ま
し
た

が
、
こ
の
間
の
交
流
は
、
派
遣
職
員
の
み
な
ら
ず
本
市
に
と
り
ま
し
で
も
貴
重
な
財
産
に
な
る

も
の
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

今
後
は
、
こ
れ
ま
で
の
ご
協
力
に
感
謝
し
な
が
ら
、
二
十
一
世
紀
に
飛
躍
す
る
市
政
を
職
員

お
よ
び
市
民
が
一
つ
と
な
り
築
い
て
ま
い
る
所
存
で
あ
り
ま
す
。

貴
市
に
お
か
れ
ま
し
で
も
、
今
後
、
ま
す
ま
す
の
市
政
の
発
展
と
と
も
に
、
貴
職
並
び
に
ご

派
遣
い
た
、
だ
い
た
職
員
の
方
々
の
一
層
の
ご
活
躍
を
心
よ
り
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。

平
成
十
三
年
五
月
吉
田

謹
言
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田
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長
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様式第 13号 課 所 名 耶設主主誤ミ

起案 決裁 完結 文書分類記号 保存種別 廃 棄

平成 10年 平成 10年 平成 年 款 項 目節
助記

平 成 年

第 種．．．  
．．．  

7月 14日 月 日 月 日．．．  
．．．  

担当者
起 案 検 討 者 決裁者

責任者 総務部長 収入役 助役 市 長

⑮ イ·~
宅診 ⑧ 色職 ⑨ ’Ili 2321 

開解金｛緩 職員課長

発信番号 意見

（第 号）

施 行

平成 年 月 日
止ロ:),. 議 者

あて先
研倒享生係 人事係長 議員課長補佐 財氏徐；段

発信者名

⑧ 急診(e：ーU当も¥ 害）
取扱主任 公 印 ／.，，..ち~

Uべギ；：：）＇＞.．、 ぞお f匂犠l ~~Z· 
件名 秋田市との長期職員相互派遣研修の期間延長について

〈伺〉

（別紙 枚）

－－一子－~－－？.. ~ 

派）雲．研J彦．秀＿_? ＿＿年間の予定で実施してきましたが、今後も引き続き下

型－~－よ＿＿? __ ~三種．続．し、実施していきたいと思いますがよろしいかお伺

いします。 ・・．－ー ーー・・・・・・・ー・・・・・・・・・・・・・・・・・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・ー ー

、，ノ一記一
／

t
t
、．



． 

1 研修目的
．・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・－・・・・・・・・・・・・・・・・・・・－・・・－・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

異なる行政環境において長期派遣研修を実施することにより、先進行政手法を習
－－－－－－－－－－－－－－－－－・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

得させ、また幅広い実務研修を通して職員の視野の拡大と資質の向上を図ることに

より将来を担う人材を育成するとともに、他自治体から受け入れる職員の知識、技

能及び経験を本市行政に活用することにより、組織の活性化と公務能率の向上を図

ることを目的とする。

2 研修実施期間

研修期間はこれまで通り 1年間（ 4月1日～3月31日）とし、当分の間継続実

施する。 ( t・:: 仰が11・~l.b) 定作： t ll/1 l ( ＼・jl) （悦（者）添付）

3 研修実績

年度 派遣職員 派遣先

平成8年度 日高 寛 商業観光課商業係

平成9年度 梶本 寛 福祉総務課

平成10年度 植田敦宏 企画調整課広報係（研修中）

4 効果

これまで実施した状況によると、若手の職員が全く異なる環境のなかで一年間過
．ーー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

ごし、業務はもとより生活面や人生観などに大きな良い影響を受けていると思われ
．一－．．・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

る。秋田市との人的パイプもできてきており、継続することで更に効果が期待でき
・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

る。

． 
－ 

・．一＋ー・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・・・・・・・・・・－－－－－－－－－－・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
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様式第 I3号 課所名 耳哉長三主葺果
起案 決裁 完結 文書分類記号 保存種別 廃 棄

平成 9年 平成 9年 平成 年 款 項 目節
助記

平成 年I I I ・・．
I I I 

第 種－．． 
I I I ．．． 

3月 5日 月 日 月 日 ”’  月 日．．． 
”’  ．．． 
I I I 

担 当者
起 案 検 討 者 決裁者

責任者 総務部長

⑧ lfi~診 を参
職員課長

発信番号 意見

（第 号〉

施 行

平成 年 月 日
1ロ).. 議 者

あて先
係員 研修厚生係長 人事係長 課長補佐 財政課長

発信者名

令らt ⑧ ③ 
/Iヲ~~・命： 、

司tfJ、‘・・－、
取扱主任 公 印 /'-.lli.. 

意見 ~ 

件名 秋田市への出張について（伺〉． －…一 一－ －一一一一一－－－ － － －一一一一….;;-・---

炉
、
臨

t
F
l
r
w

． （別紙 枚〉

平成 9年度に秋田市へ自治体問職員交換派遣研修に長期派遣する

職員を引率し、諸手続き並びに市長表敬を始め関係各課所への挨拶

のため、下記の日程で秋田市へ研修厚生係長を派遣してよろしいか

お伺いします。

（記〉

／ 



ミ
w
q
4
也
回
辻
本
む
周
伺
h
F

ロ
P
E

on
，
・
h
u

0日程

・9年 3月 23日（日〉～ 25日 （ 火 ） ／

？ 日（日｝ 日 →ー秋 ／ 

' 日（月〉 秋田市

， 

・
－
隠

0出張者（ 2人）

・職員課研修厚生係長 山本武之

・平成 9年度 秋田市長期派遣職員（未定）高齢桝俸採昆李免

0出張先及び用務

秋田市

－秋田市人事課（挨拶、覚書の締結、研修に関する協議〉

・秋田市商業観光課・福祉総務課（ 8年度、 9年度派遣先への挨拶） . f J 

・宿舎（官舎の確認等）

－不動産業者〈官舎賃借契約更新等〉 ． 

‘
 ．．
 
E

・・・・・・・
a

，‘・・・
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E
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〈クリーンスタンプ南・年中繍休18碕まで）

田担当者：野

〈必勝、〕予告別運愉開問のFイヤ改正等によリ榊制官更になる場合がございますのでお手肢でも成地で出党時！日1をごt童話下さい．



． 

秋田市派遣研修事前視察

0官舎について

〈契約〉

・契約書に管理会社の押印を受け持ち帰ること 0

．後日郵送にて本市より返送する。

・契約の時期（ 4月 1日が望ましい）

. 1年契約

（家賃等）

・敷金、 4月分家賃の支払いについては、 5月分と合わせ 4月末でよいか 0

．毎月の家賃の支払いについて。

・支出命令書を秋田市へ持参し、説明すること。

（設備〉

－冷暖房設備はどうなっているか。 （備付けであるか）

．電話回線は

・ガステーブルは

〈官舎に備品として備えつけるもの）

－冷蔵庫

・ガステーブル

．炊飯器

・電気ごたつ

．洗濯機

・テレビ

・ストーブ

－電話（管財課に相談）



寸
1

7

1

1

t 秋田市派遣研修事前視察

0人事関係について

（人事〉

・調書を持参すること。

※健康診断については 3月 27日に実施し後日送付 0

．同様の調書を秋田市にもお願いすること。

• 4月 1日の辞令交付について

－勤務時間について

〈給与〉

・時間外手当て、休日勤務手当て等について

．給与支払日

－e
’a
，，，E

』
S
F
F
1



． 

． 

様式第 13号 諜所名 耳哉主主義果

起案 決裁 完結 文書分類記号 保存種別 廃 棄

平成 9年 平成 9年 平成 年 款 項 目節
助 言己

平成 年I I I ．．． 
I I I 

第 種
; 8. ~：月 2f 日

．．． 
・・ 8．．． 

2月1g日 月 日 I I ’ 月 日．．． 
”’  ．．． 
”’  

担当者
起 案 検 討 者 決 裁者

責任者 総務部長 助役 市 長

⑧ 
（勘 争的 告診百J

職員課長

発信番号 意見

（第 号〉

方白 行

平成 年 月 日
ムロ 議 者

あて先
係員 研修厚生係長 人事係長 課長 補佐

発信者名

⑧ 告審2島 Aτ二tJ手1:; 、． ． 

取扱主任 公 印

意見

~＇ 
(-. 

（窓）． 、
、・＿＿，，.，.－

件名 平成 9年度の秋田市との職員交換派遣研修における派遣先

課所について（伺）

〈別紙 枚）

! ．子－~－－~ーチ．虞り．秋．閉甫合．り務県竺．派遣無票所り選淳~~－浄たス~－~実．南
齢者福祉分野の研修を目的とし、下記の秋田市福祉総務課と高齢福

祉課の 2課を候補とし、秋田市人事課と調整を図って宜しいかお伺

いします。

、，ノ一記一
〆’
t

、．



「
（平成 9年度の派遣研修目的）

「延岡市老人保健福祉計画Jを策定し、要援護老人を中心に置いた総
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

合的ケアシステムの確立、在宅ケアの推進、保健福祉サービスと医療
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

との連携を図ることを目的とした高齢者対策事業の充実と今後の施策

について研究することを課題とする。

（派遣先課所及び業務内容〉

①福祉保健部福祉総務課（20名〉企画係 (6名〉

福祉施策の企画および総合調整、高齢化社会における福祉対策の調 ’ 
査および研究。

②高齢福祉課 (10名〉高齢者サービス係（3名〉

在宅福祉に関すること、敬老年金、老人クラブ、敬老会への補助に

関すること、老人いこいの家に関すること。

（秋田市の高齢者対策事業の特色〉

①秋田市保健福祉長期計画「けやきのまちのしあわせプラン j を平成 6

年に策定し、高齢者が健康で安心して暮らせる、安らぎのある街づく ． 
りを推進している。

②中央地区老人福祉総合エリアの整備

保健、医療、福祉が連携した総合サービスエリア「中央地区老人福祉

総合エリア J の整備を行っている。このエリアには特別養護老人ホー

ム、デイサービスセンタ一、在宅介護支援センタ一、ケアハウス等が

建設される。

③市営住宅、保育所とデイサービスが合築

施設用地の確保が難しい市街地で、市営住宅や保育所とデイサービス

L 



l_ 

が一体となった施設を建設し、地域の高齢者が身近な場所でサービス
一一一ー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・ーーー一一

を受けられるとともに、利用者と地域住民との交流も期待されている。
一一ー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・．．．．．．．．．．・・・・・・ーー一一一一

K J＼三月六安勺税局手jf.~~等MいT日 ＂1 r斗 ~~He'( l 'ti~宅0’ l添h. ~lz 1) n'.h I t~ し1
一一ー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・．．．．．．．・・・ー一一

．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

－・・・・・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

・．・ー一一一ー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



「
福祉事務所の機構と主な事務分掌．．．．． 一．． 

・・・．．ー－． ． 

係（福祉事務所の予算経理、福祉保健部内の述絡調控）務庶

高齢化社会における福祉）

係（民生委員に関すること、社会福祉団体の育成、法外援護、 1
l行旅病人 ・W災者等t愛護、軍人恩給に関すること ) 

l~t （福祉施策の企画および総合調整、
、可 l対策の調査および研究画

生民

障害福祉係（鶴間手~f ~精神薄弱者の福祉に関すること、福祉授）

老人医療係（老人保健法に基づく医療に関すること）

福祉医療係（福祉医療に関すること）a
－
 ．．
 
，，a 

．
 

．
 

．
 

．
 

福祉授産所（保戸野・南浜第一・千秋公悶・南浜第二）

／保育所、母子寮、保育セ γターに関すること、乳幼児の健1
保育所 係 ll全育成に関すること J 

J要保護児章の相談指導、児童扶養手当、特別児童扶養手当、、
l障害児福祉手当、特別陣害者手当および福祉手当に関するl

児童家庭係 lこと、母子家庭・父子家庭の福祉に関すること、要保護女j
、子の保護更生に関すること ／ 

福
祉
事
務
所
次
長

福

祉

事

務

所

長 所ド｜｜口・土崎・保戸野・手形第一・川尻 P牛島・手形第二・｝
71 ＼港北・泉・寺内 J 

土崎母子寮
理

育保

保育セ γター

、1
1
E』
』
，
J

敬
す、関

プ
に

ラ
家

ク
の

人
い

老
こ

金
人

年
老

老
、
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関
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祉
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福
へ
と
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こ
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老
る

／
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1
1
1
 

係スピサ者齢高

高齢福祉係（老人ホーム入所に関すること）

老人デイサービスセンター（八橋・旭市・川口）

＆－－
v
 

老人いこい家（八橋・飯島老人いこいの家、大森山老人と子どもの家）

保護第一係（嬰？護法による措置および被保護世帯の援譲育成に関す）－・・・・・・・・

// 保護第二係（ー．・．・・・・・・ー

// 保護第三係（

// 

係（医療給付、統計、保護金品の支給に関すること）

保護第四係（

付

．
 

．
 

．
 

．
 

．
 

．
 

．
 

．
 

．
 

．
 

．
 

．
 

．
 

．
 

．
 

．
 

．
 

．
 

． ． ． －・・・・・ー

ー

i
l
i
l
－a

． ． 一．・・・・一



福祉事務所職員数の状況

0 福祉事務所 平成8年7月 1日現在単位：人

課＼所＼別職＼阿＼別

所 次 日lj 課 よ~ 係主 主 （再 J品） 技 蝋

理
長 長席

社会福祉主事 老人福祉指導主1Jl'. 航神弱樽者編祉司 身体降審者福祉司

能
計

補 主主 技

長 長 事 長 佐 査査 師 ~f 

福 祉 事 務 所 1 1 1 5 6 19 62 (44) ( 1) ( 1) ( 1) 2 9 106 
． 

福祉総務課 1 2 3 11 2 1 20 

庶 務 係 2 5 2 9 

；企 画 係i 係長兼務（1) 4 6 

民 生 係 係長兼務(1) 。2 2 
ーーー・ーーー ー－－－－－ーー ・－－ーーーー

社会福祉課 1 1 6 10 ( 4) ( 1) ( 1) 4 22 

障 害 福祉係 係長兼務(1) 3 3 ( 3) ( 1) ( 1) 3 9 

老人医療係 1 4 1 6 

福祉医療係 2 3 5 
ーーーーー・， ・・・・・・・・ 4・・・a・a・ー－－－－－－

児童家庭課 1 1 2 8 ( 3) 3 15 

保育所係 1 5 ( 1) 6 

児童家庭係 1 3 ( 1) 3 7 
ーーーーーーー ・・・・ 4・・・・・・・・・・・・ ー－－－ーーー

高齢福祉課 1 7 ( 6) ( 1) 10 

｜｝高齢サービス係1 2 ( 2) 3 

高齢福祉係 係長兼務(1) 5 ( 4) 5 
・・ーーー・・ －－－－－－－－ ーーー－－－－

保 護 諜 1 1 7 26 (31) 36 

保護第一係 係長兼務(1) 4 ( 5) 5 

保護第二係 2 6 ( 8) 8 

保護第三係 7 ( 8) 8 

保護第四係 2 6 ( 8) 8 

給 付 係 3 1 5 

※ 社会福祉協議会への派遣職員を除く

0 施設 平成8年 7月1日現夜単位：人

孟ぐT所

所長補佐 席主査主

保 保 主 栄 調

伎主能事

嘱 主口』

寮 健 養 理 5十
長 母 婦 士 師 託 2十

老人福祉セソター

土 崎 母 子 寮 1 2 2 1 6 6 

J 11 口 1 9 1 11 11 

土 崎 1 15 1 18 18 
保 保 p 野 1 8 1 11 11 

手 形 第 一 1 8 1 11 11 

JI I 尻 1 9 1 1 12 12 

育 牛 島 1 8 1 1 11 11 

手 形 第 一 8 1 10 1 11 一
港 ~t 1 14 1 16 16 

所 泉 1 14 1 1 17 17 

寺 内 1 12 1 1 15 15 

去十 10 105 9 8 132 1 133 

保 育 セ ン タ 一 1 1 2 3 5 

八橋老人いこい の家 1 2 4 4 

飯 島老人いこいの家 (1) 1 1 1 2 

大森山老人と子どもの家 （嘱託） 。 2 2 
tロ』 ~t・ 13 。 3 105 4 1 9 10 145 7 151 



様式第 13号 課所名 耳資比主義言果

起案 決裁 完結 文書分類記号 保存種別 廃 棄

平成 8年 平成 8年 平成 年 款 項 目艮日
助記

平成 年・・．－．． －．． 
第 種－．． ．．． 

月
－．． 

3月 8日 月 日 日 ・・． 月 日－－． ．．． ．．． －．． 

担当者
起 案 検 者 決裁者

責任者 総務部長 助 役 市 長

⑧ 乱⑧ 害参 ！締 等参
職員課長

発信番号 意見

（第 号）

施 行

平成 年 月 日
i口~ 議 者

あて先
係員 給与係長 人事係長 課長補佐 管財課長 財政課長

発信者名

⑧ ／匂／ffJ 冬季 遺骨 ⑧ 4襲
取扱主任 公 EfJ /-;:.a... 

意見 ~~号
＠ 金動 Cl) 

． 

【

tst
・’t
’・aa－－－－
E
M叫
Jezhttν
・4
；

！
l

ー

．件名 秋田市との職員交換派遣研修について（伺）

枚）（別紙

．．．．．歎．．胃有．主の職員交換派遣研修について下記のと方．．り．．実弾－－~－主－~－~、．が．

．よ．：号－－~－－~－~－かお伺いします。

・．．．．・ー一一一一ー－．．・．．．－ーー一一一一一ーー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・．．．．．．．．．．．．

－・・．．・ー一ー一一－－．．．－－ーー一一一一一一ーーー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

（記）



l 
自治体問職員交換派遣研修について別紙のとおり「延岡市自治体問職員

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・－－－－－－－－－－－－－－－・・・・

交換派遣研修要綱」を定め、平成 8年度から実施したい。
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

平成 8年度の派遣先は秋田市として 2年間を目処に 1年単位で派遣先及

び派遣職員を決定する。

派遣先課所及び職員については研修効果を有効に本市行政に活用できる

ょう、本市行政課題に適合した課所を選択するとともに、派遣職員につい

ても派遣先の業務内容について本市での実務経験を有している者を派遣し

たい。

0派遣先課所〈課所の特色及び目的については別紙参照） ． 
竜平成 8年度 商業部商業観光課

平成 9年度 企画調整部広報課

平成 8年度の職員研修に関して別紙のとおり秋田市と覚書を交わし、派

遣の期間、職員の身分、勤務時間等、旅費、服務、安全及び衛生、分限懲

戒、共済組合、公務災害補償、報告等について定める。

※受入先については、現在秋田市が本市への派遣先課所を選考中であり ． 
近く申し入れがある予定。

．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

－．・・・－－－－ーー・・・・・・・・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

・・・・・． ．．－ーーー・・・・・ ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 



？ーーーーーー

主任以.flili 片il~l 古I~ 光太郎 延｜同i封印大規侠彼合産業団地主主設に！則すること

主任：l：事 稲川孝幸 延｜同凶剖l大規模lli合産業団地主主設に関すること

主任主引 古川勝主主 延｜制凶音I~大規UH交合産業印j也辿設に！則すること

開発係 zヒ 後川純夫 地域開発に凶ーすること

延｜湖西宮I~大規模復合産業団地主ll設に｜則すること

j岩見半島開発に［刻すること

県北テクノプレーン辿設位進協議会に閲すること

サンレー悩鰍ネットワークに！則すること

ふるさと就職説明会に｜則すること

． j支 。iii 川町秀 印i 延l~fJi岳部大鋭校阪合産業目1J也処設に関すること

工業振興係長 仏： j能 {ill 町二 係の総釘

主任主司王 安 藤｜挫行 工業振興に関すること

工業振興ビジョン策定に｜刻すること

特定中小企業集積活性化法にl則すること

宮崎県工業似楽部にl則すること

p L法、 Is O税絡に閲すること

工業統計に｜則すること

中小企業（工業）高j史化促進事業に関すること

市中小企業高度化促進条例の迎mにl則すること

， ＊延｜河鉄工悶J山高度化事業

工業振興係 本認定職業訓練事業（延｜湖南等職業訓練校）． 災業組交流プラザに附すること

工業の技術改普に関すること

本r11r11小企業技術改普事業

鹿川に｜則すること

発lリjに附すること

宮崎県発lリJIGh会にl則すること

fill制発lリj訓兆会に｜則すること

少年少女発lリj研究会に｜刻すること

鉱業に関すること

j本石事業認可申請の逃述

休廃止鉱山に関すること

言 1·1社 ri~検定に｜則すること

貿易にl則すること
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件名 秋田市派遣職員の受入先について（伺）． 
－枚）（別紙

秋田市との職員交換派遣研修について本市からは秋田市役所商

業観光課に派遣することに決定いたしましたが、本市の受入課所

> 

は秋田市の希望により地域振興課工業振興係としてよろしいかお

伺いします。
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． ．．．．・・・・・・・・・・．．ーーー・・・・・・・ ・・ーー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・ーー・・・．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・・・・・・ーーーー

0 受入先
一一一ーーー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ー一一一一

商工部地域振興課工業振興係（課職員19人・係職員 2人）
一一一一ー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・．．．．．．．．．．.............................. -...... -............................................. --. -－一一一

ー－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・ーーー

0 秋田市が工業振興係に職員を派遣するねらい
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

秋田市は商業を基幹産業にした都市であるが、第 8次長期総合計画に
一一一一一一一一一ーーーー－－－－－－－－－－－－－．．・・－－－．．．．・・．・．．．．－－－．．．．．．．．．．・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ーーー一一一一一一一

おいて秋田テクノポリス開発計画や新規企業の立地促進等の施策を展開
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

しており、工業振興に積極的に取り組んでいる状況である。
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

' 

このような行政課題を抱える秋田市にとって、延岡市は大企業が立地 ． 
している企業城下町であり、行政としての工業振興に係わる施策につい

て学びたいとの申し入れがあった。

0 受入れ体制

本市の工業振興係については現在「工業振興ビジョン」が審議会で策

定されており、間もなく答申がなされる予定である。

8年度はこのビジョンを具体化するため各種施策を策定する年であり

これらの業務に従事させることにより実務研修をおこないたい。 ． 
尚、受入職員については各種イベントや官民交流研修会等への参加依

頼を行うなど、本市への理解を深めてもらいながら実りある研修とする

ための工夫を図りたい。

‘ 
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 
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・．．．－ーーー一一一一一一ーー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．



地域振興課事務分担表

平成8年l月5日

係 名 11ll峨名 氏 名 月政 務 内 容

地域振興謀長 犬蛍 JJ券 己 ~↓！全般の総括－

記長長：~iii 佐兼 小泉末広－ 謀長のllU佐及び係の総焔

企業立地係長

主任主事 村松 Jl}i 成 企業誘致活動に関すること

企業立地7;fーラムに附すること

企業立地審議会に関すること． 企業立地係 企業誘条例指定工場に関すること

企業誘致奨励金にi則すること

工業団地に関すること

産業TIJ配従促進：補助金にl則すること

九州地区工業再配位促進辿絡協議会に関すること

アサヒビール消掠飲料水工場の誘致に｜則すること

企業誘致統計資料、各秘剥査に関すること

開発係長 以本有印j 係の総指

z主 査 宮野原八代子 需品の庶務全般に関すること

訟の予算、決算に関すること

県北テクノプレーン辿設位進協議会の予算、決算

事務にi則すること． 主 査 m川尚’ 志 延｜湖西部大規模複合産業団地述設に関すること

UH 発係 主 査 11・1 rn 歪 延lffJ 間宮I~大規模複合産業目1J也辿設に関すること

主任主引 1公川 tit 三 延｜瑚凶古I~大鋭校·lli合産業HIJ也ill設に｜則すること

一 一
主任.：1ミ本 本 fl：俊 ti~ 延｜湖凶苦I~大規侠複合産業団地主ll設に附すること

． ， ， 
:rrl 業 民 岩日1幸三 延llfJ西部大規模複合産業団地主ll設に関すること

主任主司王 上ノ以一迫－ 延｜湖国部大規模複合産業団地主主設に｜則すること

主任技師 fjl 斐義人 延WJQ~昔I~大規侠複合産業団地辿設に関すること



． 

延岡市自治体間職員交換派遣研修要綱

1 研修目的

異なる行政環境において長期派遣研修を実施することにより、先進行政手

法を習得させ、また幅広い実務研修を通して職員の視野の拡大と資質の向上

を図ることにより将来を担いうる人材を育成するとともに、他自治体から受

け入れる職員の知識、技能及び経験を本市行政に活用することにより組織の

活性化と公務能率の向上を図ることを目的とする。

2 研修期間

研修期間は 1年間（ 4月 1日～ 3月31日）とし、同一自治体との交換派

遣期間は 2年間を目処とする。但し研修の効果が引き続き認められる場合は

延長することができる。

3 交換派遣先自治体

研修目的の達成を図るため、本市と友好関係にある姉妹都市を含む先進自

治体を対象にして派遣先を決定する。

4 交換派遣研修の形態と方法

(1）職務命令による研修とする

(2）自治体間相互の職員交換派遣研修を原則とする。

5 交換派遣研修の派遣職員

(1) 派遣人数

1自治体に l名

(2) 派遣者の選考等． 若手職員で先進行政手法の習得に対応できる能力と、本市の業務に反

映するための識見を有する職員であり、勤務成績・態度が優秀であ－り心

身ともに健全である職員

(3) 従事業務

相互に先進行政分野の業務に従事する。

6 交換派遣研修の派遣職員の処遇

(1）身分

派遣職員は、派遣市の職員の身分及び受入市の職員の身分を併せ有するもの

とする。

(2）勤務時間等

派遣職員の勤務時間、休日、休暇及びその他の勤務条件については、受入市

の関係規定を適用するものとする。

(3）給与

①派遣職員の給与（通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当は除く）につ

－－ー・・句四四『・明司・



いては、派遣市の関係規定に基づき、派遣市が支給する。

②通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当は受入市の関係規定に基づき、

受入市が支給する。

(4）旅費

①派遣職員の赴任旅費、派遣が終了したときの帰任旅費及び帰庁報告の際の

旅費は派遣市の関係規定に基づき、派遣市が支給する。

②派遣職員が受入市の業務上の必要により旅行する場合は、受入市の関係規

定に基づき、受入市が支給する。

(5）服務

派遣職員の服務は、受入市の関係規定を適用するものとする。ただし派遣市

の規定の適用との聞に矛盾が生じたときはその都度、両市において協議する

ものとする。

(6）安全及び衛生． ①派遣職員の安全及び衛生については、両市において配慮しなければならな

し、。
②派遣職員に係る定期健康診断等の実施については受入市が行うものとし、

その費用は受入市の負担とする。

(7）分限懲戒

派遣職員を関係規定に基づき分限又は懲戒処分しようとするときはその都度

両市協議するものとする。

(8）共済組合

派遣職員は、派遣市の共済組合の組合員とし、各給付事務は、派遣市の取扱

とする。

(9）公務災害補償

派遣職員の公務災害補償等については、地方公務員災害補償法に定めるとこ

ろによる。この場合の公務災害補償等の手続きは、受入市の意見を付した報． 告に基づいて派遣市が行う。

側報告

①派遣市は派遣職員に関する次の各号に掲げる事項について、必要の都度、

報告するものとする。

－身分上の変動

・その他必要と認められる事項

②受入市は、派遣職員に関する次の各号に掲げるところにより報告するもの

とする。

・毎月の服務報告 当該月の翌月の 10日まで

・その他必要と認められる事項 必要の都度



． 

秋田市職員交換派遣研修派遣先課所

商業部商業観光課（職員数20名〉

（特色）

0秋田駅周辺地区都市拠点総合整備事業

駅周辺の鉄道跡地や大規模民有地を有効活用して行政サービス機能を持

つ拠点センタ一、東口広場、公園などのほか、商業や文化、福祉機能を持

つ施設を平成13年度までに完成させる計画を策定している。

。中央街区の商店街再生

中央街区の商店街は郊外型大型店の影響で集客力が低下し、売上が落ち

ている。このため地元商店街と県、市の協力のもと人が集まる魅力的な商

店街の再開発に取り組んでいる。

（目的〉

。秋田駅前の総合整備事業や中央街区の商店街再生事業について、実務研

修を通して行政施策の研究や専門知識の習得、企画立案能力の向上を図り

視野の拡大と資質の向上を図ることにより、東九州地域の拠点都市として． の商業機能を果たす都市づくりをはかるため、商業近代化を推進し、地域

特性を活かした魅力ある商業環境の整備促進に取り組む本市行政に活用す

ることを目的とする。

（その他〉

く〉延岡市観光協会や延岡牧水顕彰会の関係者と秋田市との交流状況から商

業及び観光振興分野の研修が望まれる。
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企画調整部広報課（職員数 9名）

． 

（特色〉

。広報番組の自主製作

「公開と参加Jの市政を推進するにあたり独自の広報番組の製作に取り

組んでいる。広報担当職員 4名が企画・取材・編集を行う等、全国的にも

珍しい自主製作番組を毎日 5分間の広報テレビ番組を民放 3局で放映して

いる。秋田市の広報番組製作の歴史は古く昭和30年から市政映画を自主製

作している。

。けやきダイヤルハローハロー

けやきダイヤルハローハローによる24時間テレホン情報サービスを実施

し、市民が 24時間必要な情報を電話で得ることができるシステムを運用

している。

〈目的）

。「対話と協調による聞かれた市政Jを目指す本市として市民が市政を理

解し関心を持っていただくための広報事業の充実が望まれ、この分野にお． いて特色ある独自番組の製作している秋田市において実務研修を通して広

報技術の専門知識の習得、企画立案能力の向上を図り視野の拡大と資質の

向上を図ることにより本市行政に活用する。

（その他〉

。秋田市の市政全般を理解できる課所であるため、派遣先業務以外の分野

についても幅広く秋田市の行政について理解を深めることができる。



． 

． 

自治体間職員交換派遣研修制度について

（派遣研修制度の位置づけ〉

長期派遣研修はこれまで民間派遣研修と県派遣研修を実施してきたが、新たに

自治体間交換派遣研修を平成 8年度から研修体系に位置づけ派遣研修制度の充実

を図る。

民間派遣研修（平成元年～〉

長期派遣研修 県派遣研修（平成 3年～）

自治体間交換派遣研修（平成 8年～予定〉

（職員交換派遣研修先自治体について〉

自治体間職員交換派遣研修は先進的な行政運営を行う自治体と相互に職員を派

遣するものであり、相手自治体の選考に当たっては同様の研修制度を有すること

が前提となる。

秋田市との交流にについては、秋田市と本市の民間団体の交流を契機に相互の

自治体において職員の交換派遣研修について前向きな検討がなされ、職員の交換

派遣を実施することになったものであり、今後 2年間に渡り 1年単位で派遣課所

を定め職員を交換派遣する予定である。

この派遣研修制度の将来的な展望としては、都市間交流が進む今日、本市の姉

妹都市や友好関係にある各都市との派遣研修を視野に入れた幅広い自治体との職

員交換派遣研修を実施したい。

（職員交換派遣研修目的〉

【研修目的】

異なる行政環境において長期派遣研修を実施することにより、先進行政手

法を習得させ、また幅広い実務研修を通して職員の視野の拡大と資質の向上

を図ることにより将来を担いうる人材を育成するとともに、他自治体から受

け入れる職員の知識、技能及び経験を本市行政に活用することにより組織の

活性化と公務能率の向上を図ることを目的とする。

0人事院が公務運営の改善について、従来の思考や慣行にとらわれず、広い視野



や柔軟な発想を備えて業務に臨めるよう、公務内外の交流の機会を拡大していく

ことを求めている。

0先進的な行政運営を行っている自治体に職員を派遣し実務研修を通じて先進自

治体の行政手法のノウハウを体得させる。

0異なる都市環境、行政環境の中で職員に実務体験を通して幅広い視野と柔軟な

発想を養成する。

0本市の抱える行政課題について実務研修を通して施策の研究や専門知識の習得

を図り本市行政に活用する。

0地方分権時代に対応できる職員の養成の観点から先進自治体の行政手法等を学． び政策立案能力を有する職員の育成を図る。

． 

0都市聞の職員交流は派遣研修の新たな分野であり、他都市での実務を直接体験

することにより、知識、技能、経験等を広く本市行政に活用し市政の活性化を図

る。

（自治体間交換派遣研修先に秋田市を選考した理由〉

0秋田市は行政施策の研究や専門知識の習得、企画立案能力の向上を図り、職員

の視野の拡大や資質の向上と行政の効果的かっ能率的な運営に資することを目的

として他自治体との職員交流研修制度を平成 8年度から実施予定であり、職員交

換派遣研修の研修環境の整備が図られている。

0秋田市との交流については、秋田市で開催された日本酒造組合中央会総会での

秋田市長の若山牧水に関するスピーチを契機として、秋田市長と本市の民間団体

との交流が始まったのが縁となり、秋田市長が本市を訪れるなど、相互理解を図

るうえで良好な環境にあるため、職員の交換派遣研修について理解を得やす。

O秋田市には下記の優れた特色のある行政分野がありこの中から秋田市と受入れ

体制について協議を行い派遣先を決定したい。

①「公開と参加Jの市政の推進に取り組んでおり、広報活動の一環として職員

による独自のテレビ番組製作をおこない民放で放映している。

②公立の美術工芸短期大学を平成 7年4月に開学させており、関学後の大学運



． ． 

． 

． 

営についてそのノウハウを学ぶことにより、本市の推進する大学誘致について

行政サイドとしての企画立案能力の養成を図る。

③秋田市の駅周辺都市拠点総合整備事業や市街地中心部の商店街の再生への取

組を行っており、これらの手法を学び本市の商業近代化を推進する上において

活用する。

④資源再利用について秋田市は資源集団回収方式を採用したリサイクルシステ

ムを実施しており、これらについて本市のリサイクルプラザを中心とする分別

収集に活用する。

⑤秋田市保健福祉計画「けやきのまちのしあわせプランJを策定し高齢者が健

康で安心して暮らせる安らぎのある街づくりのため特色ある取組を実施してい

る。これらの手法について学び本市の高齢者対策事業に活用する。

0秋田市との職員交換派遣研修を姉妹都市の丸岡町や友好関係にあるいわき市に

先駆けて実施することになったが、今後、姉妹都市等との職員交換派遣研修につ

いても検討していきたい。



． 

職員の派． 

秋田市〈以下「甲Jという。）と

交換派遣について、次の通り覚書をま懲戒処分しようとするときは、

〈職員の派遣〉

第 l条 甲と乙は、職員の広い識見

能率化を図ることを目的として、えび健康保険組合の組合員とし、

〈派遣期間〉

第 2条派遣期間は、平成8年 4月
ただし、必要があると認められるト地方公務員災害補償法に定め

することができる。 与の手続きは、受入市の意見を付

〈身分〉

第 3条派遣職員は、派遣する市 0
び受入れる市〈以下「受入市Jとlこ掲げる事項について、必要の都

する。

〈勤務時間等〉

第4条派遣職員の勤務時間、休日、

市の関係規定を適用するものとす」こ掲げるところにより派遣市に報

〈給与〉

第 5条派遣職員の給与（通勤手当、O日まで

手当、夜間勤務手当及び休日勤務宇都度

規定に基づき、派遣市が支給する。

2 通勤手当、特殊勤務手当、時詐とき、又はこの協定に定めのな

及び休日勤務手当は、受入市の関Gる。
（旅費〉

第 6条 派遣職員の赴任旅費、派遣カし、甲乙記名押印のうえ、各自 l

際の旅費は派遣市の関係規定に基て

2 派遣職員が受入市の業務上の必

規定に基づ．き、受入市が旅費を支経

〈服務〉

第 1.条派遣職員の服務は、受入市q田市長石川 錬治郎

派遣市の規定と異なるときはその翻

〈安全及び衛生〉

第 8条 派遣職員の安全及び衛生にて
らない。 岡市長棲井 哲雄

2 派遣職員に係る定期健康診断篭

その費用は受入市の負担とする。

－’ 
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No. 1 

派遣先課所

Y級殺夜｜企画調整部広報課
（職員数9名）

秋田市派遣先選考資料

特 色 目 的 備 考
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秋田公立美術工芸
短期大学
（事務局総務課職員数35名）

。「公開と参加Jの市政を推進している
く） 5分間の広報テレビ番組を放映している
。担当職員 4名が企画・取材・編集を行う
全国的にも珍しい自主製作番組を毎日民放
3局で放映している
く〉昭和30年から市政映画を自主製作してお
り歴史が古い
く〉けやきダイヤルハローハローによる24時
間テレホン情報サービスを実施している

く〉全国的に珍しい公立の美術系大学である
く〉工芸美術学科、産業デザイン学科の 2学
科154名
く〉平成 7年 4月開学
く〉短大と市が協力してインターネットにホ
ームページを開設し秋田市の観光情報や大
学の情報を発信している

く〉「対話と協調による関かれた市
政Jを目指す本市として市民が市
政を理解し関心を持っていただく
ための広報事業の充実が望まれ、
この分野において特色ある独自番
組の製作している秋田市において
実務研修を通して広報技術の習得
を図る。
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であるが、本市の進める公私
協力方式による大学誘致を行
っている他の自治体がある状
況を考えると秋田市に限定す
る根拠としては乏しい。
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く〉中央街区の商店街の現況は
本市と同様のものであり、実
務研修の成果が期待される。
く〉秋田市との交流の契機とな
った延岡市観光協会と延岡牧
水顕彰会の関係から商業振興
分野の研修が望まれる。
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No. 2 

派遣先課所 考

秋田市派遣先選考資料

特 色 目 的 備

環境部再資源課 I＜＞有価物の再利用を図るための資源集団回 I＜＞リサイクルプラザの建設を始め
（聴員数以）｜収方式を採用したリサイクルシステムを実｜とする本市の資源再利用のための

施している。 ｜システム作りに有益な実務研修の
く〉秋田市リサイクルセンターを中核として｜実施が可能である。
市民、回収業者との連携による再資源化が
図られている。
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祉課

。秋田市保健福祉長期計画「けやきのまち
のしあわせプランJを平成 6年に策定し高
齢者が健康で安心して暮らせる安らぎのあ
る街づくりを推進している
く〉保健、医療、福祉が連携した総合サービ
スエリアとしての「中央地区老人福祉総合
エリア」の整備を県との協力で推進してい
る
く〉「中央地区老人福祉総合エリアJには特
別養護老人ホーム、デイサービスセンター
在宅介護支援センタ一、ケアハウス等が建
設される
。市営住宅、保育所、デイサービスセンタ
ーが一体となった施設の建設を推進してい
る

く〉超高齢社会において高齢者のニ
ーズ、価値観などはますます多様
化の傾向を強めることが予測され
るが、高齢者が健康で安心して暮
らせるための施策について実務研
修を通じて学ぶ。

く〉「延岡市老人保健福祉計画
Jを策定し要援護老人を中心
に置いた総合的ケアシステム
の確立、在宅ケアの推進、保
健福祉サービスと医療の連携
を図る本市の高齢者対策事業
の充実と今後の施策の展開に
参考となる実務研修である。
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秋田市派遣先選考資料

特 色 目 的 備

環境部再資源課 I＜＞有価物の再利用を図るための資源集団回 I＜＞リサイクルプラザの建設を始め
（騒員数以）｜収方式を採用したリサイクルシステムを実｜とする本市の資源再利用のための

施している。 ｜システム作りに有益な実務研修の
く〉秋田市リサイクルセンターを中核として｜実施が可能である。
市民、回収業者との連携による再資源化が
図られている。
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のしあわせプランJを平成 6年に策定し高
齢者が健康で安心して暮らせる安らぎのあ
る街づくりを推進している
く〉保健、医療、福祉が連携した総合サービ
スエリアとしての「中央地区老人福祉総合
エリアJの整備を県との協力で推進してい
る
く〉「中央地区老人福祉総合エリアJには特
別養護老人ホーム、デイサービスセンター
在宅介護支援センタ一、ケアハウス等が建
設される
く〉市営住宅、保育所、デイサービスセンタ
ーが一体となった施設の建設を推進してい
る

。超高齢社会において高齢者のニ
ーズ、価値観などはますます多様
化の傾向を強めることが予測され
るが、高齢者が健康で安心して暮
らせるための施策について実務研
修を通じて学ぶ。

く〉「延岡市老人保健福祉計画
Jを策定し要援護老人を中心
に置いた総合的ケアシステム
の確立、在宅ケアの推進、保
健福祉サービスと医療の連携
を図る本市の高齢者対策事業
の充実と今後の施策の展開に
参考となる実務研修である。
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秋田市概要

（人口・世帯・面積）
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人口

世帯数 I 114, 698世帯

面積 I459. 61kn! 

（財政状況等）

平成 7年度予算総額 三ヲJ俗

一般会計

特別会計

企業会計

一般会計歳入内訳

市税

市債

地方交付税

国庫支出金

その他

179, 456, 903千円
主主1ま！こ千

~｝ゲク〆／ア／

92, 375, 000千円

60,255,526千円'¥ ：~· 826. 377千円
・) ( k＿§＿材、
’ j 弗fi"7·l1~·

（え室付

40, 375,354千円

13, 135, 600千円

12. 400, 000千円

11.159,775千円

15, 304. 270千円
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（行政組織・職員数〉 ( Y.／＜♂dぺ） ~主11.]ヤノ'if-J'j_ jゲ，2.3{5

市長部局（2,01 1人〉

議決機関（20人〉

公営企業（543人〉

行政委員会（612人）

1 1部局（1.552人）

秋田公立美術工芸短期大学（44人）

市立秋田総合病院（415人〉

..Lo/ ~／ .lJξ 

水道局ガス局交通局

教育委員会（582人〉

選挙管理委員会（7人〉

農業委員会(14人〉

監査委員会（9人〉
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延岡市・秋田市職員交換派遣研修概要（案）

1 研修目的

異なる行政環境において長期研修を実施することにより、先進行政手法の

習得はもとより幅広い実務研修を通して職員の視野の拡大と資質の向上を図

ることにより組織の活性化と公務能率の向上を図る等、将来を担いうる人材

の育成を図ることを目的とする。

2 研修期間

研修期間は 1年間（ 4月 1日～ 3月31日）とし、研修の効果等を検討し

なが吻～年聞を目処に実施する。

ユ昂向てれ．
3 交換派遣研修の形態、

職務命令による研修

4 交換派遣研修の派遣職員

(1) 派遣人数

l名

(2) 派遣者の選考等

若手職員で先進行政手法の習得に対応できる能力と、本市の業務に反

映するための実務経験を有する職員であり、勤務成績・態度が優秀であ

り心身ともに健全である職員

(3) 従事業務

相互に先進行政分野の業務に従事する。

地域振興に関する分野

商工観光に関する分野

総務部門に関する分野

5 交換派遣研修の派遣職員の処遇等協議事項

(1）身分

派遣職員は、派遣市の職員の身分及び受入市の職員の身分を併せ有するも

のとする。

(2）勤務時間等

派遣職員の勤務時間は、休日、休暇及びその他の勤務条件については、受入

市の関係規定を適用するものとする。

(3）給与

①派遣職員の給与（通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当は除く）につ

いては、派遣市の関係規定に基づき、派遣市が支給する。

②通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当は受入市の関係規定に基づき、

受入市が支給する。
‘乞＇~＂＇凡’ T ち



(4）旅費

①派遣職員の赴任旅費、派遣が終了したときの帰任旅費及び帰庁報告の際の

旅費は派遣市の関係規定に基づき、派遣市が支給する。

②派遣職員が受入市の業務上の必要により旅行する場合は、受入市の関係規

定に基づき、受入市が支給する。

(5）服務

派遣職員の服務は、受入市の関係規定を適用するものとする。ただし派遣市

の規定の適用との聞に矛盾が生じたときはその都度、甲乙協議するものとす

る。

(6）安全及び衛生

①派遣職員の安全及び衛生については、両市において配慮、しなければならな

し、。
②派遣職員に係る定期健康診断等の実施については受入市が行うものとし、

その費用は受入市の負担とする。

(7）分限懲戒

派遣職員を関係規定に基づき分限又は懲戒処分しようとするときはその都度

甲乙協議するものとする。

(8）共済組合

派遣職員は、派遣市の共済組合の組合員とし、各給付事務は、派遣市の取扱

とする。

(9）公務災害補償

派遣職員の公務災害補償等については、地方公務員災害補償法に定めるとこ

ろによる。この場合の公務災害補償等の手続きは、受入市の意見を付した報

告に基づいて派遣市が行う。

00）報告
①派遣市は派遣職員に関する次の各号に掲げる事項について、必要の都度、

報告するものとする。

－身分上の変動

・その他必要と認められる事項

②受入市は、派遣職員に関する次の各号に指げるところにより報告するもの

とする。

毎月の服務報告 当該月の翌月の 10日まで／ 川内必ドめ乙キ；

その他必要と認められる事項 必要の都度



聡員の派遣研修に関する覚書

延岡市〈以下「甲Jという〉と秋田市（以下「乙Jという〉は、職員の交換派

遣について、次の通り覚書を締結する。

（職員の派遣）

第 1条 甲と乙は、職員の広い識見と資質の向上を図り、もって、公務運営

の能率化を図ることを目的として、相互に派遣を行うものとする。

（派遣期間）

第 2条 派遣期間は、平成8年4月l白から平成9年3月31日までとするD

ただし、必要があると認められるときは、甲乙協議のうえ、その期間を変更す

ることができる。

（身分〉

第 3条 派遣職員は、派遣市の職員の身分及び受入市の職員の身分を併せ有

するものとする。

（勤務時間等〉

第 4条 派遣職員の勤務時間は、休日、休暇及びその他の勤務条件について

は、受入市の関係規定を適用するものとする。

（給与）

第 5条 派遣職員の給与〈通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当は除く〉

については、派遣市の関係規定に基づき、派遣市が支給するo

2 通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当は受入市の関係規定に基づき、

受入市が支給する。

（旅費）

第 6条 派遣職員の赴任旅費、派遣が終了したときの帰任旅費及び帰庁報告

の際の旅費は派遣市の関係規定に基づき、派遣市が支給する。

2 派遣瞭員が受入市の業務上の必要により旅行する場合は、受入市の関係規

定に基づき、受入市が支給する。

〈服務）

第 7条 派遣職員の服務は、受入市の関係規定を適用するものとする。ただ

レ派遣市の規定の適用との問に矛盾が生じたときはその都度、甲乙協議するも

のとする。

（安全及び衛生〉

第 8条 派遣職員の安全及び衛生については、両市において配慮しなければ

ならない。

2 派遣職員に係る定期健康診断等の実施については受入市が行うものとし、

その費用は受入市の負担とする。

〈分限懲戒）

第 9条 派遣職員を関係規定に基づき分限又は懲戒処分しようとするときは、

その都度甲乙協議するものとする。

（共済組合）

第10条 派遣職員は、派遣市の共済組合の組合員とし、各給付事務は、派遣

市の取扱とする。

〈公務災害補償）

第11条 派遣職員の公務災害補償等については、地方公務員災害補償法に定

めるところによる。この場合の公務災害補償等の手続きは、受入市の意見を付

した報告に基づいて派遣市が行う。

〈報告〉

第12条 派遣市は派遣職員に関する次の各号に掲げる事項について、必要の

都度、報告するものとする。

(1）身分上の変動

( 2）その他必要と認められる事項

2 受入市は、派遣職員に関する次の各号に掲げるところにより報告するもの

とする。

( 1 ）毎月の服務報告 当該月の翌月の 10固まで

( 2）その他必要と認められる事項必要の都度

（その他〉

第13条 この協定に定める事項に疑義が生じたとき、文は、この協定に定め

のない事項があるときは、甲乙協議の上、決定する。

この協議締結の証として、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各 i)Bi 

を保有する。

平成年月日 甲

乙



｜自治体間職員交換派遣研修制度について｜

（派遣研修制度の位置づけ）

長期派遣研修はこれまで民間派遣研修と県派遣研修を実施してきたが、新たに

自治体間交換派遣研修を平成 8年度から研修体系に位置づけ派遣研修制度の充実

を図る。

民間派遣研修（平成元年～）

派遣研修 県派遣研修〈平成 3年～〉

自治体間交換派遣研修〈平成 8年～予定〉

〈職員交換派遣研修先自治体について）

自治体問職員交換派遣研修は先進的な行政運営を行う自治体と相互に職員を派

遣するものであり、相手自治体の選考に当たっては同様の研修制度を有すること

が前提となる。

秋田市との交流に lついては、秋田市と本市の民間団体の交流を契機に相互の

自治体において職員め交換派遣研修について前向きな検討がなされ、職員の交換

派遣を実施することになったものであり、今~~空耳こ渡り l 年単位で職員
を交換派遣する予定である。 ユキJ句，，＿際交：~.. . 

この派遣研修制度の将来的な展望としては、都市間交流が進む今回、本市の姉

妹都市や友好都市との派遣研修を視野に入れた幅広い自治体との交換派遣研修を

実施したい 0 l, y.れ史料川竹仰川仰い伝

／主~_' 1・・ ~ 0友ぷ手守，p:；ノ＇J ＼＇がけ 5k5 1. __ }f二年ゐれJね 三 位・1r:.，~志J 会；~件ぺタ；。

｜職員交換派遣研修目的｜

【研修目的】

異なる行政環境において長期研修を実施することにより、先進行政手法の

習得はもとより幅広い実務研修を通して職員の視野の拡大と資質の向上を図

ることにより組織の活性化と公務能率の向上を図る等、将来を担いうる人材

の育成を図ることを目的とする。

0先進的な行政運営を行っている自治体に職員を派遣し実務研修を通じて先進自

治体の行政手法のノウハウを体得させる。

0異なる都市環境、行政環境の中で職員に実務体験を通して幅広い視野と柔軟な

発想を養成する。

0本市の抱える行政課題について実務研修を通して施策の研究や専門知識の習得

を図り本市行政に役立てる。
) 

。~.刊誌·lf~の付！ぐっパ ド



0地方分権時代に対応できる職員の養成の観点から先進自治体の行政手法等を学

び政策立案能力を有する職員の育成を図る。

0都市聞の職員交流は派遣研修の新たな分野であり、他都市での実務を直接体験

することにより、知識、技能、経験等を広く本市行政に活用し市政の活性化を図

る。

｜自治体間交換派遣研修先に秋田市を選考した理由｜

0人事院が地方自治体に対し、官民交流、特に自治体間交流を推進している状況

下において、秋田市は自治体間派遣研修に積極的に取り組んでいる。

0秋田市においても自治体間職員派遣研修を平成 8年度から制度化しており相互

の受入れについての環境が整備されている。

0延岡市と秋田市との交流については、若山牧水の取り持つ縁により、本市経済

界との交流が密であり相互理解を図るうえで良好な環境にあり、職員の交換派遣

、 研修について理解を得やすい。
必しげ＇ ) 

定 ／ O秋田市においては下記の優れた特色のある行政分野がありこの中から秋田市と

受入れ体制について協議を行い派遣先を決定したい。

①「公開と参加j の市政の推進に取り組んでおり、広報活動の一環として職員

による独自のテレビ番組製作をおこない民放で放映している。

②公立の美術工芸短期大学を平成 7年 4月に関学させており、関学後の大学運

営についてそのノウハウを学ぶことにより、本市の推進する大学誘致について

行政サイドとしての企画立案能力の養成を図る。

③秋田市の駅周辺都市拠点総合整備事業や市街地中心部の商店街の再生への取

組を行っており、これらの手法を学び本市の商業近代化を推進する上において

活用する。

④資源再利用について秋田市は資源集団回収方式を採用したリサイクルシステ ／ 

ムを実施しており、これらについて本市のリサイクルプラザを中心とする分別

収集に活用する。

⑤秋田市保健福祉計画「けやきのまちのしあわせプラン Jを策定し高齢者が健

康で安心して暮らせる安らぎのある街づくりのため特色ある取組を実施してい

る。これらの手法について学び本市の高齢者対策事業に活用する。

θ いわきょ、央区l利川昔、包~.il~ －：~ 勾や J

(j) 1~ 1l •( (f) ~和、 'l （｝扮勺勺らィ込I,；！~J ｛え れ



秋田市派遣先選考資料 No. 1 

派遣先 課 所

｜）企画調整部広報課♂｜ （閥陥）

特 色 目 的 備 考

く〉秋田市の市政全般を理解で
きるポストであるため、派遣
先業務以外の分野についても
理解を深めることができる 0

0研修職員という立場から対
市民の最前線の職場では市民
感情や受入れ側の問題がある
が、広報分野は管理部門であ
り受け入れ態勢の整備が容易
である。

秋田公立美術工芸
短期大学
（事話局総務課患員数35名）

く〉「公開と参加Jの市政を推進している
く） 5分間の広報テレビ番組を放映している
。担当職員 4名が企画・取材・編集を行う
全国的にも珍しい自主製作番組を毎日民放
3局で放映している
く〉昭和30年から市政映画を自主製作してお
り歴史が古い
。けやきダイヤルハローハローによる24時
間テレホン情報サービスを実施している

く〉全国的に珍しい公立の美術系大学である
く〉工芸美術学科、産業デザイン学科の 2学
科154名
。平成 7年 4月開学
く〉短大と市が協力してインターネットにホ
ームページを開設し秋田市の観光情報や大
学の情報を発信している
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。中央街区の商店街の現況は
本市と同様のものであり、実
務研修の成果が期待される。
く〉秋田市との交流の契機とな
っ乞延岡市戸観光協会と延岡牧
水顕彰会の関係から商業振興
分野の研修が望まれる。



秋田市派遣先選考資料 No. 2 

派 遣先課所 考特 色 自 的 備

環境部再資源課 10有価物の再利用を図るための資源集団回 10リサイクルプラザの建設を始め
（職員数以）｜収方式を採用したリサイクルシステムを実｜とする本市の資源再利用のための

施している。 ｜システム作りに有益な実務研修の
く〉秋田市リサイクルセンターを中核として｜実施が可能である。
市民、回収業者との連携による再資源化が
図られている。
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福祉保健部高齢福
祉課

く〉秋田市保健福祉長期計画「けやきのまち
のしあわせプランJを平成 6年に策定し高
齢者が健康で安心して暮らせる安らぎのあ
る街づくりを推進している
く〉保健、医療、福祉が連携した総合サービ
スエリアとしての「中央地区老人福祉総合
エリア」の整備を県との協力で推進してい
る
。「中央地区老人福祉総合エリアJには特
別養護老人ホーム、デイサービスセンター
在宅介護支援センタ一、ケアハウス等が建
設される
。市営住宅、保育所、デイサービスセンタ
ーが一体となった施設の建設を推進してい
る

く〉超高齢社会において高齢者のニ
ーズ、価値観などはますます多様
化の傾向を強めることが予測され
るが、高齢者が健康で安心して暮
らせるための施策について実務研
修を通じて学ぶ。

く〉「延岡市老人保健福祉計画
Jを策定し要援護老人を中心
に置いた総合的ケアシステム
の確立、在宅ケアの推進、保
健福祉サービスと医療の連携
を図る本市の高齢者対策事業
の充実と今後の施策の展開に
参考となる実務研修である。



秋田市派遣研修職員の受入先課所について

0高齢者対策課

市民が制度に合わせるのではなく、市民のニーズにサービスを合わせて「い

つでも、どこでも、誰もが的確で質のよいサービスを提供することのできる j

体制づくり目指す本市の老人保健福祉計画に基づく取組について秋田市は興味

を示している。

ま務課広報係
vT 

,CAT V延岡市広報番組「市政だより j について秋田市とは迷った手法で番

組！の製作に当たっており研修対象のーっとなっている。

特に研修職員の受入れについては、管理部門の梨所であり対市民の最前線の

職場とは異なり受け入れ態勢と指導が容易である。

また管理部門であるため本市の全体像についても理解を深めてもらうことが

でき、 2年目以降の職員の派遣先についての情報収集や資料収集を派遣職員自

らが行うことにより、より効果的な交換派遣研修を実施することができる。

今回の派遣研修が双方とも初めてであることを考慮すると安心して受け入れ

できる課所である。

~J*育保険課
倉岡市と言えば旭化成の有名マラソンランナーに象徴されるアスリートタウ

＼ ，  

ンのイ＼ージである。

現定取り組んでいる「ゴールデンゲームズiIlのべおかJや「延岡西日本マラ
／＼  

ソ長 j f若鮎、マラソン大会j f健康教室j 等のスポーツ関係事業について興味

0その他

Q i'?f t ~ "}jがえ的人廷キ呼停 t1--r~·r ぺ（



秋田市交換派遣研修に要する経費

【派遣研修経費】

旅費等 1. 067, 480円

214. 000円

690, 000円

（交通費・日当〉

官舎敷金・手数料

官舎家賃

合計

【経費内訳】

交通費

1. 971. 480円

（延 岡 市 ～ 秋 田 市 片道 47,480円〉

。赴任及び帰任に要する費用

く〉帰庁報告（ 8月と 12月の年 2回報告を求める〉

47, 480円（片道〉× 6回 == 284, 880円

①計 284,880円一一

日当

※旅費条例 9条による減額調整適用 I （①＋②） 

2. 600円×30日＝＝78, 000円（4/1～4/30) 卜計 1.067,480円

2. 600円×0.9×30日＝＝70, 200円（5/1～5/30)

2. 600円×0.8×305日二634,400円（5/31～3/31)

②計 782.600円一一

官舎に要する費用（宮崎県派遣職員程度とする）

（宮崎官舎間取り 吟 DK 洋室 12畳和室 6畳バストイレ）

。敷金③159,000円「 （③＋④） 

l 計 214.000円

。手数料 ④ 55,000円 」

。家賃等 58, 150円×12月＝＝ 687, 800円 .&..... --...- 計 690,000円

系｛？・幻 h の，／f'j.（ト さ~；－経恥h長：7 1主主！！

作一伽成物＇.l!
弘行ーすま ’ ザ s.>v内

）訓ーにj いい内
るかす五月・r－、宮ァ乙 三〆P円

守：：1 行グ；.＇~／’n ~＇安打月

現－ ..; o /:l ,n I J 7 ；－・ ラロ？

id ・々3 Hペイキケ今土~~－l
5字＇.f ア r~ 5ゼf"'1(,)r:q 

がい J J p!Y. 

持.. t王子：よ f./-7Sどt(J r1.J DK 了てf／）・：：＇－＇ .やさ η.＇ .ペ之いし．



派 遺 研 修

経費種 別 秋田市交換派遣研修

宿 ~ヨ~ 等 官舎家賃 690. 000 

(57. 500円Xl 2月）

初年度経費

官舎の敷金手数u214. 000 

日 当 782. 600 

濃路費条例1条による減額規定適用

2. 6 0 0円X3 0日＝78.000円

2. 6 0 0円XO.9X30日＝

70. 200円

2 I 6 0 0円XO.8X305日＝

63L 400円

，父J』4・
通 費 3往復分 284. 880 

旅 費 計 1. 971. 480 

し
千勺持と’！ぎわ

教外＼ 1 IJ y・・うφ・9

経 費 比 較

県 派 進 研 修 旭化成派遣研修

官舎家賃 690. 000 寮費 126. 600 

(57. 500円X1 2月） 組lt成議室東

部屋代 自治会費、リース科

食事代 440. 700 

782. 600 782. 600 

3往復分 23. 280 3往復分 185. 280 

1. 495. 880 1. 535. 180 

、~＜ ~： h 会争のす4，に ＇｝ て勺ポ~ 0: h 

句、中J~A，人吃 ·c l 近、



秋田市職員交換派遣研修タイムスケジュール
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⑤ 8 8 2 宮崎県延岡市東本小路 2番地 1

TIIL 0982-34-2111 FAX 0982-34-2110 
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「のぼり猿J

江戸時代からの伝統を持つ郷土玩具。

立身出世、照病患災、五ね塑fRと平和を願い、端午の節句に

庭先に立てて祝う風習があった。舎は『のぼる君Jの愛称で

広く市民に愛され、本市のシンボルと怠っている。
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｜自治体間職員交換派遣研修制度について｜

（派遣研修制度の位置づけ）

長期派遣研修はこれまで民間派遣研修と県派遣研修を実施してきたが、新たに

自治体間交換派遣研修を平成 8年度から研修体系に位置づけ派遣研修制度の充実

を図る。

民間派遣研修（平成元年～〉

派遣研修 県派遣研修〈平成 3年～〉

自治体間交換派遣研修〈平成 8年～予定〉

（職員交換派遣研修先自治体について）

自治体問職員交換派遣研修は先進的な行政運営を行う自治体と相互に職員を派

遣するものであり、相手自治体の選考に当たっては同様の研修制度を有すること

が前提となる。

秋田市との交流にについては、秋田市と本市の民間団体の交流を契機に相互の

自治体において職員の交換派遣研修について前向きな検討がなされ、職員の交換

派遣を実施することになったものであり、今後 2～ 3年間に渡り l年単位で職員

を交換派遣する予定である。

この派遣研修制度の将来的な展望としては、都市間交流が進む今回、本市の姉

妹都市や友好都市との派遣研修を視野に入れた幅広い自治体との交換派遣研修を

実施したい。

｜職員交換派遣研修目的｜

【研修目的】

異なる行政環境において長期研修を実施することにより、先進行政手法の

習得はもとより幅広い実務研修を通して職員の視野の拡大と資質の向上を図

ることにより組織の活性化と公務能率の向上を図る等、将来を担いうる人材

の育成を図ることを目的とする。

0先進的な行政運営を行っている自治体に職員を派遣し実務研修を通じて先進自

治体の行政手法のノウハウを体得させる。

0異なる都市環境、行政環境の中で職員に実務体験を通して幅広い視野と柔軟な

発想を養成する。

0本市の抱える行政課題について実務研修を通して施策の研究や専門知識の習得

を図り本市行政に役立てる。
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0地方分権時代に対応できる職員の養成の観点から先進自治体の行政手法等を学

び政策立案能力を有する職員の育成を図る。

0都市間の職員交流は派遣研修の新たな分野であり、他都市での実務を直接体験

することにより、知識、技能、経験等を広く本市行政に活用し市政の活性化を図

る。

｜自治体間交換派遣研修先に秋田市を選考した理由｜

0人事院が地方自治体に対し、官民交流、特に自治体間交流を推進している状況

下において、秋田市は自治体間派遣研修に積極的に取り組んでいる。

0秋田市においても自治体間職員派遣研修を平成 8年度から制度化しており相互

の受入れについての環境が整備されている。

0延岡市と秋田市との交流については、若山牧水の取り持つ縁により、本市経済

界との交流が密であり相互理解を図るうえで良好な環境にあり、職員の交換派遣

研修について理解を得やすい。

0秋田市においては下記の優れた特色のある行政分野がありこの中から秋田市と

受入れ体制について協議を行い派遣先を決定したい。

①「公開と参加Jの市政の推進に取り組んでおり、広報活動の一環として職員

による独自のテレビ番組製作をおこない民放で放映している。

②公立の美術工芸短期大学を平成 7年 4月に関学させており、関学後の大学運

営についてそのノウハウを学ぶことにより、本市の推進する大学誘致について

行政サイドとしての企画立案能力の養成を図る。

③秋田市の駅周辺都市拠点総合整備事業や市街地中心部の商店街の再生への取

組を行っており、これらの手法を学び本市の商業近代化を推進する上において

活用する。

④資源再利用について秋田市は資源集団回収方式を採用したリサイクルシステ

ムを実施しており、これらについて本市のリサイクルプラザを中心とする分別

収集に活用する。

⑤秋田市保健福祉計画「けやきのまちのしあわせプラン Jを策定し高齢者が健

康で安心して暮らせる安らぎのある街づくりのため特色ある取組を実施してい

る。これらの手法について学び本市の高齢者対策事業に活用する。
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（職員交換派遣研修概要〕

0本市ではこれまで民間派遣研修と県派遣研修を実施しているが新たに自治体問

交換派遣研修を研修体系に位置づけ派遣研修制度の充実を図る。

民間派遣研修？

派遣研修 県派遣研修

自治体間交換派遣研修

＼ 

0自治体間交換派遣研修は本市の抱える行政課題について先進的な行政運営を行

っている自治体を対象として相互に研修効史を認めうる場合r-:-Joいア宰飾すろ
I ~l＞＇~， ~ '('r乏~ ~~2i~~1·，~~0 r （＿劫（~ f 't （れ什時·~i°' ）ウペ予！守山寸c

（職員交換派遣研修目的） （の

0異なる 都市環境、行政環し 秒間いし1

運営の能率化を図% 炉喜作柄い一月持かいや炉心（よりぞ
O相互の行政課題について放 ャ三計三河孝行予考ういら

進＠技法古学てr本市行政に（噂
ι ， I ＇；＂＂..~） ⑧内的叶（づか山：‘々や、，判明子向

。地方分権の推進が進む今日 ~／＞＜ Tゐ：s~仏三 l\....，ヰ新？ぬ h Jるがえ士。d
な分野の行政手法を学び本 ‘ I I 

伝＼ ＋－~ヲ－·，仏 r〆ι、才trιイ毛包3’詩マfで存花（r；~ ふ
O本市；こおいては民問派遺研唱／そむ矛？今u

いるが、地方分権C空若l:1fl;：プ、匂 l l ‘、 ~（ 
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（自治体間交換派遣研修先に

0秋田市においても自治体問

相互の受入れについて合意

σ：杢人
⑦ふ仰いコみ仏

φす十；Lみ①公立の美術工芸短期大学を

ついての研修をおこない。

＠広報活動において独自の番i

修をおこなう。

①高速交通網の整備が現在進，

る。高速道路の間近な開通

＠福祉行政についても独自の

＠資源リサイクルについての

られる。
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派遣研修経費比較

経費種別 秋田市交換派遣研修 県 派 遺 研 修 旭 化成派遣研修

宿 ~コ~ 等 官舎家賃 690,000 官舎家賃 690,000 浪費 126,600 

(57. 500円xI 2月） (57, 500円XI 2月） 風化成義在家

部屋代 自治会費、 lトス科

初年度経費

官舎の敷金手数料 214,000 

食事代 440, 700 

． 
日 当 782, 600 782,600 782,600 

張旅費条例3条による誠額脱適用

2, 6 0 0円x3 0日＝78,000円

2, 6 0 0円XO.9X30日＝

70, 200円

2, 600MxO. 8X305日＝

634, 400円

． Jプt罵、-: 通 費 3往復分 284,880 3往復分 23,280 3往復分 185,280 

旅 費 計 1.971.480 l, 495, 880 l, 535, 180 
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1 .秋田公立美術工芸短期大学設置の意義と目的について

秋田公立美術工芸短期大学は、秋田市第 7次総合計画（昭和 61年度～平成 7

年度）の柱となる施策の一つ「ゆとりある教育文化都市Jづくりの一環として、

高度情報化が進行する社会情勢の変化に対応しうる高等教育機関の整備拡充を背

景に、高度な専門知識と技術水準を備えた人材の育成を図るべく設立されたもの

である。

設立にあたって、その母体を旧・秋田市立美術工芸専門学校（専門課程）に求

め、最新鋭のコンピュータ等施設群を備えた本校舎と、旧・国立食糧倉庫を改修

し充実した工芸関連設備・備品を備えた実習棟、さらに附属図書館を設けて教育

環境の整備には万全を期した。

石原英雄・初代学長のもと、全国で唯一の美術系の公立短期大学として、工芸

美術・産業デザイン両学科において特色ある教育内容を確立し、地域産業の振興

・発展と最新の感覚を盛り込んだ伝統工芸の発展的継承を目指すものである。

2. 開学までの主な歩みについて

平成 3年 4月 設立事務局発足（秋田市企画調整部内）

II 4年 2月 創設委員会設置（大学関係者で構成）

II 4年 8月 新屋地区設置促進期成会結成（署名運動を展開）

II 5年 3月 基本構想策定（開学年次、設置学科等）

II 5年 9月 設置準備委員会発足（大学関係者、県関係者等で構成）

II 6年 4月 文部省へ設置認可申請

II 6年 12月 文部省より設置認可書交付

II 7年4月開学

3. 主な協議先について

－文部省（高等教育局）

・自治省（設置主体が秋田市のため）

．秋田県

・秋田周辺広域市町村（ 1市 9町 1村）

・秋田市議会、秋田県議会
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Fpr 秋田市との職員交換派遣研修については、相互の職員交流を通じて違う

都市環境、行政環境のなかで新たな視野の拡大と資質の向上を図ることを

目的として、平成 8年度からの実施に向け、現在秋田市と情報交換を図り

ながら準備中です。

これまで秋田市の人事課を窓口として折衝してきましたが、秋田市長の

指示のもと交換派遣研修の平成 8年度実施に向けた予算要求を既に行って

いる等積極的な姿勢が伺え、今後相互に情報交換を図りながら研修内容や

方法について検討していきたいと考えます。

． 秋田市は「きらめく北の人間都市あきた J を都市像に出羽山地の山々と

日本海に抱かれた豊かな自然環境のもと、 31万都市として「中核市 J の

指定－に向けた準備や平成 9年春には秋田新幹線開業を迎える等独自の街づ

くりを進めております。

豊かな自然と都市機能が共生する潤いと安らぎに満ちた街づくりを目標

に「花と緑の街づくり j に取り組んでおり一人当たりの公園面積は全国で

も6番目であります。

また平成 7年 4月には全国的にも珍しい「秋田公立美術短期大学 J を開

学させており、拠点都市構想の中で学術・研究施設立地事業に取り組む本 ． 
市にとって興味深いものがあります。

郷土の歌人若山牧水と秋田の酒の縁から官民の交流促進の機運が生まれτ

おり、相互の職員の交換派遣研修の環境は整備された状況にあると思、われ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

ます。
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

研修については別紙延岡市・秋田市職員交換派遣研修概要により秋田市
・ ・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・・・・・・・・・・・・・・・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．． 

と協議をおこないたいと考えます。
・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・・・・・・・・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．． 

また研修に要する経費については（別紙資料参照〉下記の予算措置を図
一一ー一－－・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・．．．．．．．．．．．．－－－－．．．．．．．・・．．．．．・・・・・・・・・・・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・・・・・・・・・・・・ーー一一一

りたいと思います。



【交換派遣研修に要する経費】
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ー一一一一ーー・・・・・．．．

旅費 1. 067. 480円

官舎敷金・手数料 214. 000円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・ーーー－・・・．・・・・ ． 

． 官舎家賃

A 
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690. 000円

1. 971. 480円
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延岡市・秋田市職員交換派遣研修概要（案）

1 研修目的

異なる行政環境において長期研修を実施することにより、先進行政手法の

習得はもとより幅広い実務研修を通して職員の視野の拡大と資質の向上を図

ることにより組織の活性化と公務能率の向上を図る等、将来を担いうる人材

の育成を図ることを目的とする。

2 研修期間

研修期間は 1年間（ 4月 1日～ 3月31日〉とし、研修の効果等を検討し

ながら 2～ 3年聞を目処に実施する。

3 交換派遣研修の形態． 職務命令による研修

． 

4 交換派遣研修の派遣職員

(1) 派遣人数

l名

(2) 派遣者の選考等

若手職員で先進行政手法の習得に対応できる能力と、本市の業務に反

映するための実務経験を有する職員であり、勤務成績・態度が優秀であ

り心身ともに健全である職員

(3) 従事業務

相互に先進行政分野の業務に従事する。

地域振興に関する分野

商工観光に関する分野

総務部門に関する分野

5 交換派遣研修の派遣職員の処遇等協議事項

(1）身分

派遣職員は、派遣市の職員の身分及び受入市の職員の身分を併せ有するも

のとする。

(2）勤務時間等

派遣職員の勤務時間は、休日、休暇及びその他の勤務条件については、受入

市の関係規定を適用するものとする。

(3）給与

①派遣職員の給与（通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当は除く〉につ

いては、派遣市の関係規定に基づき、派遣市が支給する。

②通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当は受入市の関係規定に基づき、

受入市が支給する。



． 

． 
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(4）旅費

①派遣職員の赴任旅費、派遣が終了したときの帰任旅費及び帰庁報告の際の

旅費は派遣市の関係規定に基づき、派遣市が支給する。

②派遣職員が受入市の業務上の必要により旅行する場合は、受入市の関係規

定に基づき、受入市が支給する。

(5）服務

派遣職員の服務は、受入市の関係規定を適用するものとする。ただし派遣市

の規定の適用との聞に矛盾が生じたときはその都度、甲乙協議するものとす

る。

(6）安全及び衛生

①派遣職員の安全及び、衛生については、両市において配慮、しなければならな

②派遣職員に係る定期健康診断等の実施については受入市が行うものとし、

その費用は受入市の負担とする。

(7）分限懲戒

派遣職員を関係規定に基づき分限又は懲戒処分しようとするときはその都度

甲乙協議するものとする。

(8）共済組合

派遣職員は、派遣市の共済組合の組合員とし、各給付事務は、派遣市の取扱

とする。

(9）公務災害補償

派遣職員の公務災害補償等については、地方公務員災害補償法に定めるとこ

ろによる。この場合の公務災害補償等の手続きは、受入市の意見を付した報

告に基づいて派遣市が行う。

。。報告

①派遣市は派遣職員に関する次の各号に掲げる事項について、必要の都度、

報告するものとする。

－身分上の変動

・その他必要と認められる事項

②受入市は、派遣職員に関する次の各号に掲げるところにより報告するもの

とする。

毎月の服務報告 当該月の翌月の 10日まで

その他必要と認められる事項 必要の都度
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秋田市概要

（人口・世帯・面積）

人 口 311. 933人（男149.187人女162.746人）

世帯数 114. 698世帯

面積 459.61kn1 

（財政状況等〉

平成 7年度予算総額 179.456. 903千円

一般会計

特別会計

企業会計

一般会計歳入内訳

市税

市債

地方交付税

国庫支出金

その他

92. 375. 000千円

60,255, 526千円

26,826. 377千円

40.375.354千円

13, 135 .. 600千円

12,400, 000千円

11. 159. 775千円

15,304,270千円

（行政組織・職員数〉

市長部局（2,011人〉

議決機関（20人〉

公営企業（543人）

行政委員会（612人）

1 1部局CL552人）

秋田公立美術工芸短期大学（44人）

市立秋田総合病院（415人）

水道局ガス局交通局

教育委員会（582人〉

選挙管理委員会（7人〉

農業委員会(14人〉

監査委員会（9人）



秋田市交換派遣研修に要する経費

【派遣研修経費】

旅費等 1. 067, 480円 （交通貨・日当）

官舎敷金・手数料 214. 000円

官舎家賃 690, 000円

合計

【経費内訳】

交通費

1. 971. 480円

（ 延岡市～秋田市片道 47,480円）

く〉赴任及び帰任に要する費用

く〉帰庁報告（ 8月と 12月の年 2回報告を求める）

47.480円（片道〉× 6回二 284,880円

①計 284,880円一一

日当

※旅費条例 9条による減額調整適用

2. 600円×30日＝＝78, 000円（4/1～4/30)

2. 600円×0.9×30日＝＝70, 200円（5/1～5/30)

2, 600円×0.8×305日＝＝634, 400円（5/31～3/31)

②計 782.600円

官舎に要する費用（宮崎県派遣職員程度とする）

（宮崎官舎間取り 吟 D K 洋室 12畳和室 6畳

。 敷金③159,000円 「

。手数料 ④ 55.000円 」

。家賃等 58, 150円×12月＝＝ 687, 800円

（①十②）

ト言十 1. 067, 480円

バストイレ〉

（③＋④） 

計 214.000円

計 690.000円
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てつ流にヨξ］隊員

貧 i般におかれましてはますますご清祥のこととお喜び中し

上げます。

さて、平成 7年 10月 18日付け延職発第 17 3号により依頼のあり

ました「職員交流Jにつきましては、当市においても初めての試みであ

り、現在いろいろな面から検討を加えておるところです。

つきましては、今後、費市との情報交換を含め、実現に向けて鋭意取

り組んでまいりたいと考えておりますのでよろしくお願い致します。

なお、当市の市勢要覧等も同封いたしましたので、参考にしていただ

ければ幸いです。

初冬の候
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秋田市総務部人事課研修担当
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延岡市総務部職員課

課長町田訓久様

秋田市総務部人事課

課長飯塚

． 職員交流について

初冬の候 賞職におかれましてはますますご清祥のこととお喜び申し

上げます。

さて、平成 7年 10月 18日付け延職発第 17 3号により依頼のあり

ました「職員交流」につきましては、当市においても初めての試みであ

り、現在いろいろな面から検討を加えておるところです。

つきましては、今後、貴市との情報交換を含め、実現に向けて鋭意取

り組んでまいりたいと考えておりますのでよろしくお願い致します。

なお、当市の市勢要覧等も同封いたしましたので、参考にしていただ

ければ幸いです。． 
干 01 0 

秋田県秋田市山王一丁目 1番 1号－

秋田市総務部人事課研修担当

千葉孝之
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｜課室名 職員課

起 案 日 2 5年 5月 24日 決 裁 日 2 5年 5月2S日

課 内 検 討 者 決裁者

担当者
起案

総務部長責任者
副参事兼

職員謀長

<fi 
’‘ 《言 ＠ d’長正さヨ三量eヲ、
’＼ 

Tel 

人事係長
管理監旅課長 意見
補佐・給与係長

⑧ 
人事係主査 ,L.口b、 議 者

⑧ 財政課長

③ 
意見

⑧ 
足1-L、ζ7、

広報のべおかへの掲載 要
．俗、） ホームページへの掲載 要 . （きj・ .... ~＿ ..... 

件名 ：平成 25年度 長期派遣研修生の旅費について

経済産業省（東京、福岡）、宮崎県、民間企業（旭化成）への長期派遣研修（ 1年間）

の旅費を下記及び別紙のとおり支給します。

《次頁へ続く》



【振込先口座一覧】
対象者

派遣先 氏名

1 ｜経済産業省商務情報政策局 小野敬道 ノタカミチ ／ 

2 I経済産業省九州経済産業局 ｜児浪仁 ／ 

3 I宮崎県総合農政課 ｜甲斐正輝 イマサテル ／ 

4 I宮崎県東京事務所 ｜藤井洗太郎 シ．イコウタロウ ／ 

5 ｜旭化成エレクトロニクス株式会社｜小原大輔 ハ．ラダイスケ／



派遣先

宿舎

平成25年度派遣職員旅費等一覧

経済産業省商務情報政策局

医療・福祉機器産業室
（メデイカルタウン推進室）

小野敬通（39歳）主任主事

平成25年4月1日～26年3月31日

延岡市宿舎

経済産業省九州経済産業局
地域経済部地域経済課

（メデイカルタウン推進室付）

児浪仁（35歳）主事

平成25年4月1日ヘァ26年3月31日

延岡市宿舎

勤務先T且 03-3501-1562 勤務先Ta092-482-5430 
携帯電話 携帯電話

勤務地｜千代田区霞ヶ関1丁目3番l号 博多区博多駅東2丁目 11番1号

日

費

当

用

の l

家

内

賃

訳｜

定

期 l

券圃

等

そ
の
｛也

日当 言十 759.200 円 日当 言十 773.760円

派遣2年目 ｜① 4/1～4/29 

2013/4/1～2014;3;31 I 2,600×29日＝ 75,400円

2,600×0.8×365日＝肌200円｜※H24.3/30日出発。 3/30,31は支給済

② 4/30～5/8、5/11～19、5/22～6/2

官舎利用につき支給なし

【定期券】平成25年4月1日～9月30日分

34.190円

以降は購入後

転居費用は実費支給

（通信運搬費）

793,390 円

2,600×0.9×30日＝70,200
※5/9・10,5/20・21は鹿児島県に出g

（別途支給）

③ 6/3～2013/3/31 

2,600×0.8×302日＝ 628,160円

①～③計 773,760円

官舎利用につき支給なし

通勤距離2km未満につき支給なし

転居費用は実費支給

（通信運搬費）

773,760 円 ／ 



平成25年度派遣職員旅費等一覧

派遣先 宮崎県総合政策課

甲斐正輝（33歳）主任主事

平成25年4月1日～26年3月31日

延岡市官舎

宮崎県東京事務所

藤井洗太朗（27歳）主事

平成25年4月1日～26年3月31日

宮崎県東京職員宿舎

等
一
前

財
一
恥

宿舎

勤務先Ta0985-26-7115 
携帯電話

勤務先T且 03-5212-9007 
FAX 03 -5215-5180 
携帯電話

千代田区平河町2-6-3（都道府県会館15階）

日当 計 782.600円

勤務地｜宮崎市橘通東二丁目10番l号（県庁 3め

目当 言十 782.600円

① 4/1～4/30 I① 4/1～4/30 

2,600×30日＝ 78,000円I 2,600×30日＝ 78,000円

※H24.3/31出発。 3/31は支給済｜ ※H24.3/31出発。 3/31は支給済

日｜② 5/1～5/30 ・｜② 5/1～5/30

2,600円×0.9×30日＝70,200円I 2,600円×0.9×30日＝70,200円．

費 ③ 5/31～2013/3/31 ③ 5/31～2013/3/31 

当 2,600×0.8×305日＝ 634,400円Eノ
2,600え0.8×305日＝ 634,400円

用 ①～③計 782,600円
／ 

①～③計 782,600円

の l 官舎利用につき支給なし 家賃 言十 190.320円
家

月額15,860円X12ヶ月＝190,320円
f 

訳

通勤距離2km未満につき支給なし 通勤距離2km未満につき支給なし

期

券

等

そ 転居費用は実費支給 転居費用は実費支給
の
｛也 （通信運搬費） （通信運搬費）

782,600 円； ／ 
972,920 円 ／ 



平成25年度派遣職員旅費等一覧

派遣先｜ 旭化成エレクトロニクス株式会社

氏名等｜ 小原大輪（31歳）主事

期間｜ 平成25年4月1日～26年3月31日

旭化成株式会社荻窪寮（独身社宅）

宿舎

携帯電話

勤務地｜千代田区神田神保町1丁目 105番地
（神保町三井ビルディング）

日当 計 754.000円’

① 4/16～5/16 

2,600×（1日＋30日） = 80,600円

日 l② 5/16～6/14

2,600×0.9×30日＝ 70,200円

費｜｜③ 6ル 2013/3/31

当 I 2,600×0.8×290日＝ 603,200円

用 ①～③計 754,000円

の

家
家賃 言十 190.800円

内 l 月額15,900円X12ヶ月＝190,800円

定

期 36.250円

券
以降は購入後

等

そ 転居費用は実費支給
の
他 （通信運搬費）

合 計｜ 981,050 円
／ 
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旭化成の社宅のご案内＜目次＞

【1】＜東京地区＞新入社員の社宅提供の取扱いについて

1.旭化成の社宅について
2.独身者の入居可能な社宅
3.独身社宅入居資格

【2】社有社宅『荻窪寮J（男性独身寮）のご案内・・・

1.荻窪寮のご紹介
2.寮費
3.引越し費用
4.『荻窪寮J入居申請方法

．．．．．．．．．．．． 

－ 
【3】転貸借社宅『RJ社宅j のご案内

1.契約の条件

．．－．．．．．．．．．．－．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

2.社宅料
3.共益費・管理費
4.駐車場契約
5.初期費用（敷金・礼金・仲介手数料）について

6.引越し費用
7. fRJ社宅J入居申請方法

①ホームページより申請をします
②契約から入居までの流れ

3 

4 

6 

【4】社宅に関するお問合せ先
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ー.. . . . . . . . . . . . . . . . . 10 

《別紙》 荻窪寮入居申請書
旭化成転貸社宅ガイド

2 

独身－・託銀入居



重量身ー筋線入居

【1】＜東京地区＞新入社員の社宅提供の取扱いについて ι｜ 

1.旭化成の社宅について

(1)旭化成には、社宅（含む寮）に入居するための社宅制度があります。
(2）社宅には、①独身者が一人で入居する社宅（独身社宅）、②結婚した方が扶養家族と一緒に

入居する社宅（有扶社宅）、③扶養家族と一緒に住んでいた方が転勤等により一人で入居する
社宅（単身赴任社宅）があります。

(3）社宅に入居するためには、入居資格を満たしていることと、自ら所定の手続きにより申請するこ f

とが必要になります占資格があっても申請がないと入居できません。入居資格は、人事規程集
にある「社宅管理規程Jで定められています。

(4）社宅には、社有社宅（会社が所有している社宅）、一棟借上社宅（会社が一様ごと借りている社
宅）、転貸借社宅（以下、 BJ社宅といいます）があります。

2.独身者の入居可能な社宅

東京地区では荻窪寮（社有社宅）またはRJ社宅のいずれかの施設に入居することが可能です。

3.独身社宅入居資格

独身社宅は以下のすべての条件を満たす社員の入居申請に基づき貸与します。

※1 ただし、満45歳以上の方および役割等級L3、し4の方は、（2）および（3）の資格要件を全
て満たしていることを条件に、ネ空白薗園田哩司..  哩~資格で入居することが出来

一司固目・コ・8胃哩E ’E ‘・・1司－・E ・－

ます。
（社宅料は社宅定年後社宅料になります。）

※2 東京地区の通勤可能区域とは住居所在地から会社まで公共交通機関を使った通常
の通勤ルートの所要時聞が2時間以内の区成です。

詳しくは社宅管理規程をご覧下さい。

【社宅管理規程】
http:// nasca.asahi-kasei.cojp/ section/kinrou/ ak/ romu/jinjikitei/34-1 syataku.htm 

3 



独身ー筋線入居

「τ訂在有社宅『荻窪寮J＿＜男性型塁塁L空豆窒旦一一」 E模事支・
・・・圃・・圃・・・・・

1.荻窪寮のご紹介

荻窪寮は、男性独身者および単身赴任者専用の社有寮です。
杉並区荻窪の閑静な住宅街にあり住環境は大変良好です。利用駅は地下鉄丸の内線またはJR
中央線の荻窪駅南口（徒歩約10分）となります。荻窪寮から勤務地（神保町三井ビルディング）ま
でのアクセスは約45分と、通勤にも大変便利なロケーションです。
管理人常駐・食事付（朝食300円・夕食600円希望者に提供）、エアコン完備、 24時間入浴可の

お風呂などの充実した設備があり、独身者および単身赴任者にお勧めの寮です。

(1）施設概要

干167-0051
所在地 東京都杉並区荻窪3-31ー14

TEL 03・-3391一0740 FAX 03-3392-5980 

構造規模 鉄筋コンクリート 4階建て 2棟Cl日・新館廊下で連結）全58室

建築年
旧館 1954年（1996年リフォーム）（2000年耐震補強工事済み）
新館 1962年（1996年リフォーム）（2000年耐震補強工事済み）

間取り 洋間又は和室の6帖

個室備品
（独身・単赴者共通）エアコン、押入、照明器具、カーテン
（単赴者）テレビ、テレビ台、机、イス、電気スタンド、冷蔵庫

共用銀備 風目、トイレ（和式・洋式）、洗面所、食堂（テレビ・電子レンジ・トースター・ポット・冷蔵庫
－製氷機）、洗濯場（洗濯機・乾燥機）、下足場、ゲストルーム

駐給場 あり

駐車場 あり（18,000円／月）

株式会社対名リロ応－ケ時EーE間ら・司Eツ・ジ－ャE パ－ン・にE ・委－託しています．
管理人氏

管理人 管理業務
② ①平日 6:00～22:00管理人室（または厨房／食堂）常駐

緊急時は、上記時間帯に限らず対応します。

(2）居室間取図 関取図は部屋によって異なる場合があります。
（下見でご確認いただくか、管理人におたずねください。）

洋室 6帖

4 



訟A-t時綬入居

E燥華2・
・・・圃圃園田園E・E・

2.寮費
【社宅料】

入居日の翌月支払給与から徴収開始。

① 

② 

【実費】

満~5歳以下でかつ役割等級し1 、 L2及びE職階以下の方
(3ページ記厳独身社宅入居資格（1)(2X3）を満たす方）

社宅定年後入居者｜ 満45歳以上かつ役割等級L1、UおよびE職階以下の方

（注o I 役割等級L3、L4

15;900円／月

31,800円／月

53,000円／月

（注1）通勤可能区域外に自己名義自家（建物持分50%超）をお持ちの方は通常の社
宅料①が適用になります。

食費（朝食および夕食）・電気代・自治会費（900円）・NHK受信料（500円）等は実費分
を給与徴収します。

3.引越し費用
事業会社人事へお問合せください。

4.「荻窪寮I入居申請方法
別紙「入居申請書J（こ必要事項を記入の上、福利サービス担当者宛にお送りください。
（宛先および担当者10ページ参照）

5 



1 ・・?・ 【4】社宅に関するお問合せ先ゐ：； ｜ 

・事業会社別に担当者へお問合せください。

事業会社 連絡先

担当者
持株・せんい・建材
イーマテリアルズ・ファーマ
メデイカル・クラレメディカル

TEL I 03-329十7100 （内線問一7100)

ホームズ・エレクトロニクス
ケミカルズ

－上記担当不在時

E-MAIL 

担当者

TEL I 03-3296-7333 （内線 835-7333)

E一MAIL

所長

TEL 

E一MAIL

国旭化成福利サービス鮒東京事業所

干101-8101

東京都千代田区神田神保町ト105
神保町三井ピル8F（北側）

代表電話番号 03-3296-3049 (FAX 03-3296-3181) 

10 
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ダウンロード
O延岡市職員等の旅費及ひ’費用弁償に関する条例

日付：平成25年5月23日

延岡市職員等の旅費及び費用弁償に関する条例

改正 平成2年 6月25日条例第24号

平成4年 3月27日条例第6号

平成17年12月19日条例第73号

平成18年 6月28日条例第87号

平成20年 9月30日条例第31号

平成22年 6月25日条例第29号

昭和59年12月26日

条例第23号

平成3年IO月31日条例第49号

平成6年 6月28日条例第11号

平成18年 2月20日条例第7号

平成19年 3月27日条例第28号

平成21年 3月30日条例第18号

延岡市職員旅費支給並びに費用弁償条例（昭和26年 6月 1日施行）の全部を改正する。
（目的）

第 1条 この条例は、公務のため旅行する延岡市の常勤の特別職及び一般職の職員（以下「職員Jと

いつ。）に対し支給する旅費並びに非常勤の特別職の職員に対する費用弁償に関し、必要な事項を
定めることを目的とする。

（用語の意義）

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

( 1 ) 出張 職員が公務のため一時その勤務する場所（常時勤務する場所のない職員についてはそ

の住所又は居所）を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所文は居所を離れ

て旅行することをいう。

( 2) 帰住 職員が死亡した場合において、その遺族が生活の線拠地となる地に旅行することをい

つ。
(3) 扶養親族 職員の配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以

下同じ。）、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持して

いる者をいう。

(4) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計

をーにしていた他の親族をいう。

( 5) 同一地域 市町村の存する地域（都については特別区の存する全地域）をしづ。

(6) 費用弁償 地方自治法（昭和22年法律第67号）第203条第 2項及び第203条の 2第 3項に規定

するものをいう。

( 7) 赴任 転任を命ぜられた職員が、その転任に伴う移転のため旧勤務地から新勤務地に旅行す

ることをいう。

（旅費の支給）

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費

を支給する。

( 1) 職員が出張又は赴任のための旅行中に退職、免職、失職又は休職（以下「退職等Jという。）

となった場合（当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。）には、当該職員

( 2) 職員が出張又は赴任のための旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

(3) 職員が死亡した場合において、当該職員の遺族がその死亡の日の翌日から 3月以内にその居

住地を出発して帰住した場合には、当該遺族

3 職員が前項第 1号に該当する場合において、地方公務員法（昭和25年法律第261号）第16条第2号

から第 5号まで又は第29条第 1項各号に掲げる事由により退職等となった場合には、同項の規定に

かかわらず、同項の規定による旅費は、支給しない。

4 職員以外の者が市の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、市費を支弁して旅

行させる必要がある場合には、その者に対し、旅費を支給する。

5 第 1項、第 2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関等



の事故又は天災その他の事情により、概算払を受けた旅費額（概算払を受けなかった場合には、概

算払を受けることができた旅費額に相当する金額）の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失

した旅費額の範囲内で、市長が定める金額を旅費として支給することができる

6 条Z ；ユ：~~~~：~；！：！~~~~~~~＝~；~；~足立~：：品説：；：~；
出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額を旅費として支給することが

できる。

（出張命令等）
第4条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により、任命権者又はその委任を受けた者

（以下 f出張命令権者Jという。）の出張命令又は出張依頼（以下「出張命令等j という。）によ

って行わなければならない。

( 1 ) 前条第 1項の規定に該当する旅行 出張命令

( 2) 前条第4項の規定に該当する旅行 出張依頼
2 出張命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図る

ことができない場合で、かっ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、出張命令等を発するも

のとする。
3 出張命令権者は、既に発した出張命令等を変更（取消しを含む。以下閉じ。）する必要があると

認める場合で、前項の規定に該当する場合には、自ら又は次条第 1項若しくは第 2項の規定による

旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

（出張命令等に従わない旅行）
第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により出張命令等に従って旅行す

ることができない場合には、あらかじめ出張命令権者に出張命令等の変更の申請をしなければなら

ない。

2 旅行者は、前項の規定による出張命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、出張命令等

に従わないで旅行した後、速やかに出張命令権者に出張命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が前2項の規定による出張命令等の変更を申請せず、又は申請をしたが認められなかった

場合において、出張命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、出張命令等に従った限度

の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

（旅費の種類）

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当及

ぴ扶養親族移転料とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。

5 車賃は、陸路（鉄道を除く。以下同じ。）旅行について、路程に応じ実費額又は 1キロメートル

当たりの定額を支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ 1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ 1夜当たりの定額により支給する。

8 食卓料は、水路旅行中の夜数に応じ 1夜当たりの定額により支給する。

9 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程に応じ定額により支給する。

10 着後手当は、規則で定める赴任に伴う住所又は居所の移転について、定額により支給する。

11 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について支給するo

12 市内出張については、第 1項に掲げる旅費に代え、市内出張の旅費を支給する。

13 本条各項の規定にかかわらず、予算その他の都合により、打切旅費を支給することができる。

（旅費の計算）

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただ

し、公務上の必要文は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によっ

て旅行しがたい場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

第8条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のために現に要し

た日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほ

ご、



か、鉄道旅行にあっては400キロメートノレ、水路旅行にあっては200キロメートル 陸路旅行にあっ

ては50キロメートルについて 1日の割合をもって通算した日数を超えることがでEない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に 1日未満の端数を生じたときは、これを 1日とする。

3 第3条第2項各号の規定に該当する場合には、旅費計算上の旅行日数は、第 1項ただし書及び前
項の規定により計算した日数による。

第9条 旅行者が同一地域に滞在する場合における日当及び宿泊料は、その地域に到着した日の翌日

から起算して滞在日数30日を超える場合はその超える日数について定額の 1割、滞在日数60日を超

える場合にはその超える日数について定額の 2割に相当する額をそれぞれ定額から減じた額によるo

2 同一地域に滞在中一時他の地に出張した日数は、前項の滞在日数から除算する。

第10条 勤務地又は出張地以外の地に居住又は滞在する者が、その居住地又は滞在地から直ちに旅行

する場合において、居住地又は滞在地から目的地に至る旅費額が勤務地又は出張地から目的地に至

る旅費額より多いときは、勤務地又は出張地から目的地に至る旅費を支給し、居住地又は滞在地か

ら目的地に至る旅費額が勤務地又は出張地から目的地に至る旅費額より少ないときは、居住地又は
滞在地から目的地に至る旅費を支給する。

第11条 1日の旅行において、宿泊料について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の
定額による宿泊料を支給する。

第12条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過等のため鉄道賃、船賃、

航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそ
れ以後の分に区分して計算する。

（旅費の請求手続）

第13条 旅費（概算払に係る旅費を含む。）の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の

支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えて、これ

を市長に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類を提出しなかったため、そ

の旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額については、支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後14日以内に、当該旅行につい

て前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 市長は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、 14日以内に当該過払金を返納さ

せなければならない。

4 市長は、その支出し、又は支払った概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者が、第2項に規定す

る期間内に旅費の精算をしなかった場合又は前項に規定する期間内に過払金を返納しなかった場合

には、市長がその後において、その者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から当該概算払

に係る旅費額又は当該過払金に相当する金額を差し引かなければならない。

（鉄道賃）

第14条 鉄道賃の額は、別表第 1に定める旅客運賃、急行料金及び座席指定料金による。

2 急行料金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り支給する。

( 1 ) 特別急行料金は、特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの

( 2) 普通急行料金は、普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの

( 3) 前2号のほか市長が公務上の必要により特に認めた場合

3 座席指定料金は、急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートノレ以上のものに該当す

る場合に限り支給する。

（船賃）

第15条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃（はしけ賃及びさん橋貨を含む。以下この条にお

いて「運賃j という。）及び寝台料金による。

( 1 ) 運賃の等級が区分されている船舶による旅行の場合には、 1等相当額

(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

( 3) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、現に支払った寝台料金

（航空賃）

第16条航空貨の額は、旅客運賃による。

（車賃）

第17条 車貨の額は、パス料金又は別表第 1の定額による。ただし、公務上の必要又は天災その他や



むを得ない事情により、パス料金及び定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には

実費額による。
2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第12条の規定により区分計算する場合には、その

区分された路程ごとに通算して計算する。
3 前項の規定により通算した路程に 1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

（日当）

第18条 日当の額は、別表第 1の定額による。
2 鉄道100キロメートル未満、水路50キロメートル未満又は陸路25キロメートル未満の旅行及び市長

が定める地域の県内日帰り旅行の場合における日当の額は、公務上の必要又は天災その他やむを得

ない事情により宿泊した場合を除くほか、前項の規定にかかわらず、同項の定額の 2分の 1に相当

する額による。
3 鉄道、水路又は陸路にわたる旅行については、鉄道4キロメートル、水路 2キロメートルをもっ

てそれぞれ陸路 1キロメートルとみなして前項の規定を適用する。

（宿泊料）

第19条 宿泊料の額は、宿泊先の区分に応じた別表第 1の定額による。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情に

より上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。

（食卓料）

第20条食卓料の額は、別表第 1の定額による。

2 食卓料は、船賃のほかに別に食費を要する場合又は船貨を要しないが食費を要する場合に限り、

支給する。

（移転料）

第21条移転料の額は、次の各号に規定する額による。

( 1 ) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧勤務地から新勤務地までの路程に応じた別表第2

の定額による額

( 2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の 2分の 1に相当する額

( 3) 赴任の際扶養親族を移転しないが、赴任を命ぜられた日の翌日から 1年以内に扶養親族を移

転する場合には、前号に規定する額に相当する額

2 出張命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、前項第 3号に

規定する期間を延長することができる。

（着後手当）

第21条の 2 着後手当の額は、別表第 1に定める日当定額の 5日分及び赴任に伴い住所又は居所を移

転した地の存する地域の区分に応じた宿泊料定額の 5夜分に相当する額とする。

（扶養親族移転料）

第22条 扶養親族移転料の額は、次の各号に規定する額による。

( 1) 赴任の際扶養親族を旧勤務地から新勤務地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日にお

ける扶養親族 1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次に規定する額の合計額

ア 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃

の全額並びに日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の 3分の 2に相当する額

イ 12歳未満6歳以上の者については、アに規定する額の 2分の 1に相当する額

ウ 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料、食卓料及び着後

手当の 3分の lに相当する額。ただし、 6歳未満の者を 3人以上随伴するときは、 2人を超え

る者 1人ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の 2分の 1に相当する金額を

加算する。

( 2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、第21条第 1項第 1号又は第3号の規定に該当する場

合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。

ただし、前号の規定により支給することができる額に相当する額を超えることができない。

2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児で、あった子をその赴任の後移転する場合においては、扶

養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、

前項の規定を適用する。

． 



（市内出張の旅費）

第：；：17：，~：：~：；：！~~~：：r~~；：~~：：~額は 公共交通機関の運賃の実費額又

2 市内出張の宿泊料は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事比γより宿泊する場合に限り
支給し、その額は、別表第 1の宿泊料の定額の範囲内で市長の定める額ょするo

（同一地域内の旅行の旅費）

第2~：職＝＝~~；~同一地域内における旅行については 鉄道賃、船賃及び車賃は、支給

第25条 第3条第 2項第 1号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

( 1 ) 職員が出張中に退職等となった場合には、次に規定する旅費

ア 退職等となった日にいた地から退職等の命令の通達を受け、又はその原因となった事実の発
生を知った日にいた地までの前職務相当の旅費

イ 退職等を知った日又は事実の発生を知った日の翌日から 3月以内に出発して当該退職等に伴

う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧勤務地
までの前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、かっ、新勤務地を旧勤務地とみ
なして前号の規定に準じて計算した旅費

（遺族の旅費）

第26条 第3条第 2項第 2号及び第3号の規定により支給する遺族の旅費は、次の各号に規定する旅
費とする。

( 1 ) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧勤務地までの往復に要する前職務相当の旅
費

(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新勤務地までの前
職務相当の旅費

( 3) 職員が死亡し、その遺族が帰住する場合には、第22条第 1項第 1号の規定に準じて計算した

居住地から帰住地までの鉄道賃、船賃及び食卓料。この場合において、同号中「赴任を命ぜられ

た日Jとあるのは、 「職員が死亡した日Jと読み替えるものとする。

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第 2条第4号に掲げる順序により、同順位者

がある場合には、年長者を先にする。

3 遺族が死亡した日において胎児であった子で、帰住の日までに出生した場合については、その子

を死亡の日における遺族とみなし、第 1項第 3号の規定を適用する。

（外国旅行の旅費）

第21条 外国旅行の旅費については、国家公務員等の旅費に関する法律（昭和25年法律第114号）中外

国旅行の旅費の例により市長が定める。

（旅費の調整）

第28条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行

における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には不

当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、そ

の実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の

事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、市長と協議して定める旅費を支給すること

ができる。

（費用弁償）

第29条 非常勤の特別職の職員が公務のために旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅

費を支給する。

2 議会の議員、非常勤の監査委員、教育委員会の委員、選挙管理委員会の委員、農業委員会の委員、

公平委員会の委員及び固定資産評価審査委員会の委員については、常勤特別職の職員と同一の額の

旅費を、その他の非常勤の特別職の職員については、一般職の職員と同一の額の旅費を支給する。

3 前項に定めるもののほか、議会の議員が本会議又は常任委員会、議会運営委員会若しくは特別委

員会若しくは地方自治法第100条第12項の規定による議案の審査若しくは議会の運営に関し協議若



しくは調整を行うための場に出席したときは、費用弁償として日額3,000円を支給する。

4 第 2項に定めるもののほか非常勤の特別職の職員の旅費の支給については、職員の旅費支給の例

による白

（委任）
第30条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

附則

（施行期日）

1 この条例は、公布の日から施行する。

（経過措置）
2 改正後の第23条第 1項の規定により規則で定める日額旅費の額は、昭和59年 9月 1日以後の市内

出張から適用する。

（北方町及び北浦町の編入に伴う経過措置）

3 北方町及び北浦町の編入の目前に、北方町旅費条例（昭和28年北方町条例第 7号）、北方町議会

議員の報酬及び費用弁償等に関する条例（昭和31年北方町条例第14号）若しくは北方町特別職の職

員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和31年北方町条例第13号）又は北浦町旅費条

例（平成il年北浦町条例第 2号）、議会議員の報酬等に関する条例（平成12年北浦町条例第 3号）、

執行機関としての委員会の委員又は委員の報酬及び費用弁償に関する条例（平成12年北浦町条例第

4号）、附属機関の委員その他の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例（平成12年北浦町条例第

5号）若しくは専門委員等の報酬及び費用弁償に関する条例（平成12年北浦町条例第 6号）の規定

により出発した旅行については、なお従前の例による。

4 北方町及び北浦町の編入の日（以下「編入日Jという。）の前日において、北方町又は北浦町の

議会の議員であった者であって、市町村の合併の特例に関する法律（昭和40年法律第 6号）第 7条

第 1項の規定に基づき引き続き延岡市の議会の議員として在任するもの（以下 f在任議員jという。）

に係る第29条第3項の規定の適用については、同項中「3,000円Jとあるのは、 「5,000円Jとする。

5 編入日の前日において、北方町又は北浦町の農業委員会の選挙による委員であった者であって、

市町村の合併の特例に関する法律第8条第 1項の規定に基づき引き続き延岡市の農業委員会の選挙

による委員として在任するものが農業委員会の総会に出席したときは、費用弁償として日額2,000

円を支給する。

（北川町の編入に伴う経過措置）

6 北川町の編入の目前に、職員の旅費に関する条例（昭和37年北川町条例第13号）、国外旅行の旅

費に関する条例（昭和40年北川町条例第20号）、議会の議員の報酬・費用弁償及び期末手当に関す

る条例（昭和41年北川町条例第 6号）、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する

条例（昭和41年北川町条例第 7号）、特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例（昭

和41年北川町条例第8号）文は専門委員等の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和50年北川町条例

第11号）の規定により出発した旅行については、なお従前の例による。

7 北川町の編入の日の前日において、北川町の農業委員会の選挙による委員であった者であって、

市町村の合併の特例等に関する法律（平成16年法律第59号）第11条第 1項第 2号の規定に基づき引

き続き延岡市の農業委員会の選挙による委員として在任するものが農業委員会の総会に出席したと

きは、費用弁償として日額2,000円を支給する。

附則（平成 2年 6月25日条例第24号）

（施行期日）

1 この条例は、平成2年 7月 1日から施行する。

（経過措置）

2 この条例による改正後の延岡市職員等の旅費及び費用弁償に関する条例（以下「新条例Jとしづ。）

の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日（以下「施行日Jという。）以後に完了

する旅行について適用し、施行目前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 新条例別表第 1の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行目前に出発し、かつ、施行日以後

に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行目前の

期間に対応する分及び施行目前に完了した旅行については、なお従前の例による。

附則（平 成3年10月31日条例第49号）

・、、



この条例は、平成 3年11月 1日から施行する

附則（平成4年 3月27日条例第6号）

この条例は、平成4年4月 1日から施行する a

附則（平成6年 6月28日条例第11号抄；
（施行期日）

1 この条例は、公布の日から施行し、平成 6年4月 1日から適用する。

附則（平 成17年12月19日条例第73号）

この条例は、平成18年2月20日から施行するn

附則（平成18年2月20日条例第7号）．

この条例は、公布の日から施行する。

附則（平成18年 6月28日条例第87号）

この条例は、公布の日から施行する。

附則（平成19年 3月27日条例第28号）

この条例は、平成19年 3月31日から施行する。

附則（平成20年9月30日条例第31号）

この条例は、公布の日から施行する。

附則（平成21年 3月30日条例第18号）

この条例は、平成21年4月 1日から施行する。

附則（平成22年6月25日条例第29号）

（施行期日）

1 この条例は、公布の日から施行する。

（経過措置）

2 改正後の第14条第 1項及び別表第 1の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用

し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

別表第 1 （第14条、第17条、第18条、第19条、第20条、第21条の 2、第23条関係）

職員の旅費

種類｜ ｜車賃

鉄道貨 日当

37円 3,000円

37円 2,600円

備考

宿泊料（ 1夜当たり）

甲地方 ｜ 乙地方

14,800円 13,300円

13, 100円 11, 800円

卓料

( 1夜当た

り）

3,000円

2,600円

甲地方とは、国家公務員等の旅費に関する法律別表第 1に規定する甲地方をいい、乙地方とは、

その他の地域をいう。

別表第 2 （第21条関係）

移転料

区分 金額

~oキロメートル未満 44,000円

20キロメートル以上 58,000円

50キロメートル未満

50キロメートル以上 国家公務員の例による



附記

水路運送料は、実費を加算する。

‘ 
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広報のべおかへの掲載 要.（否 j
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ホームページへの掲載 要・守）
件名：平成 24年度 長期派遣研修生の旅費について

経済産業省、宮崎県、民間企業（旭化成）への長期派遣研修（ 1年間）の旅費を

下記及び別紙のとおり支給します。

〈次頁へ続く〉



．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

記

!: 旅費支給額（別紙計算書）

－~！！.経済産業省派遺（東京都） 小野敬通 主曾－~－－－－
－~？！. 宮崎県派遺（東京事務所） 伊住真教 支給塑．．．．？？？：竺？旦一．．．． ． 

(3）宮崎県派遺（宮崎県庁） 高橋泰成 支給額 782.600円
－・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

甲斐聡 支給額 955,450円(4) 民間企業派遣（東京都） －－－－－－－－－－－－－－－．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

2.予算

総務費・総務管理費・一般管理費・旅費・特別旅費

予算額 ii' 8i-4. 000円

・・・ ~－..－＇.／－ L·主~2..L；同－．．．．．

計~ ~4~ 哩〉

．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

※添付資料

① 派遣職員旅費等一覧
② 定期券領収書（小野敬通・甲斐聡分）

③ 旭化成研修に係る算定資料

④ 延岡市職員等の旅費及び費用弁償に関する条例

ノ



【振込先口座一覧】

対象者 ！金融機関名｜ 店名

①｜ 小野敬通 ・・・・・・・E

伊住真教 ．．．．．．．． ， 
高橋泰成

④l 甲斐聡 カイサトシ



平成24年度派遣職員旅費等一覧

経済産業省商務情報政策局
医療・福祉機器産業室

（メデイカルタウン推進室付）

小野敬通（38歳）主任主事

派遣先

等
一
前

財
一
駅 平成24年4月1日～25年3月31日

延岡市宿舎

宿舎

勤務先T且 03-3501-1562
携帯電話

勤務地｜千代田区霞ヶ関1丁目3番l号

日当 計 782.080 円 f

① 4/1～4/29 

2,600×29日＝ 75,400円

※H24.3/30出発。 3/30～31は支給済
日｜

② 4/30～5/29 

2,600円×0.9×30日＝70,200円U

費 ③ 5/30～2013/3/31 

2,600×0.8×306日＝ 636,480円
当

用
①～③計 782,080円

/.J 

宮崎県東京事務所

伊住真教（31歳）主事

平成24年4月1日～25年3月31日

宮崎県東京職員宿舎

勤務先Tu.03 -5212-9007 
FAX 03 -5215-5180 
携帯電話

千代田区平河町2-6-3（都道府県会館15階）

目当 言十 759.200円 ／

派遣2年目

2012/4/1～2013/3/31 

2 600×0.8×365日＝759,200円｜／

の 官舎利用につき支給なし 家賃 言十 150.000円，ン

家

内

賃

月額12,500円X12ヶ月＝150,000円

訳 l l【定期券】平成24年4月3日～10月2日分

定｜ ｜ 通勤距離2km未満につき支給なし

期

券

等

34.190円
／ 

以降は購入後

そ
の
他

給

費

／

支
搬
＝
円

費
運
＝

実
信
＝

3

は
通
＝

m

用
（
＝
，
パ

費

目

居

8

転

合計

転居費用は実費支給

（通信運搬費）

909,200 円／



平成24年度派遣職員旅費等 酢
見

派遣先 宮崎県総合政策課 旭化成メディカル株式会社

宿舎

高橋泰成（34歳）主任主事

平成24年4月1日～25年3月31日

延岡市官舎

甲斐聡（29歳）主事

平成24年4月1日～25年3月31日

旭化成株式会社荻窪寮（独身社宅）

勤務先Taぶ些豆二型－7115
携帯電話国圃圃圃圃圃圃圃圃圃E

勤務先T且
携帯電言

勤務地｜宮崎市橘通東二丁目 10番l号（県庁 3め ｜千代田区神田神保町1丁目 105番地
（神保町三井ビルディング）

日当 計 782.600円〆｜ 目当 計 752.440F13.J

① 4/1～4/30 ｜①大分 4/17～4/22 

2,600×30日＝ 78,00仰｜ 2,600×6 fl == 15,600円・

※H24.3/31出発。 3/31は支給済｜※4/17に大分ヘ移動。4/221こ大分から東京ヘ
日 I I 

② 5/1～5/30 ト②東京 4/23～5/22 

2,600円×0.9×30日＝＝70,200号 2,600×30月＝ 78,000円

費 I I③ 5/31～2013/3/31 I③ 5/23～6/21 

当｜ 2,600×0.8×305・日＝ 634,400肖｜ 2,600×0.9×30羽＝ 70,200円・

用
①～③計 782,600円｜④ 6/22～2013/3/31

I - 2,600×0.8×283日＝ 588,640円

①～④計 752,440円

の

家

内

訳

定

期

券

等

そ
の

」且

合計

官舎利用につき支給なし
家賃 計 190.800円／

月額15,900円X12ヶ月＝190,800円I!

【定期券】平成24年4月30日～5月29日分

通勤距離2km未満につき支給なし

12.210円

以降は購入後

※4/17延岡～大分、 4/22大分～東京の移
動に関する旅費は旭化成が負担（日当除
く）

転居費用は実費支給

（通信運搬費）

782,600 円 ／ 

転居費用は実費支給

（通信運搬費）

955,450 円



甲No. 010-06 ~iE 収領

平成紗年タ月／〆日
様lト努

. ·J£t丸Uリ~；·

：ち／；？；。 'l百Ji

上記正に領収致しました。

ョ； μ；予定；：i

収受区llU等;Vo~Lf ρ3~ど
強烈／ν1震ャ関
斗j戸市守Y37tf1cr 

そ
の
他

一
日
券

不
足
運
賃為抽tf~

種

別
一
日
数

駅霞ヶ関（定｝図園東京地下鉄株式会社



守凶 町，， 
•...；，、．
ー 句・ ，’ . 

ハ
勺
／岡山

俳1
r
 

h
h
p
 

m
H
 

0
 

0
 

フ’
，a

，，
 U

／
 

ヤ斗・

↑
 

九
・
・
’
一
…
・

2
K
R
h

本

いいい川崎一
h

叫
積
一
一
一
沿
い
倣
J
V
M
P

品川
J

J
．－・

2
一
一
一
向
日
・
・
日
川
知
－

f
nぐ

3
J
汁

判

’

J

心・ぃベム広．
4
H
Y

花

f
u

H
T
u
r
f
－
ム
｝
畠
h
J

～h
H

．・“．斗抗
1

・・・4
x
．・－
i
～．、ぃ

J

rtuu
．JA
．7
4

ト
JU

－－
n
L叫
M
W

い・
γ
、・．－
h

M

・ν

u

．・．γh1一ト・．叶一

J
j
n
u道・ト・し”す’トレ・

〆＂＇u’J 

ぷ；、l’A叱・3刊しt

・~.謹~~－i

議撚
~~~：ι；；~＇？＇： 

長経
理腎部i

b守主！

議

アゐ・＇ －~：－ょ二’E凡占＂＂＇ム，よ t ・’U パ’ー、～ー一一一 一一‘
.. 

s、
』

d‘・情

崎
J
M

・
鍋
制

a
E
 

急

E
t

が
て
親
身
掴
岨
ご
み

議
義



- - &I ... J v M ‘u‘”1コ‘U >',,._ r I ’B・，， 1・vr、，
岨ιJ v v 't v 、， u

12年庭メディカル新入社員研修ガイダンス［GR3]

2012/4/12 
メデイカル人事部

1.研修スケジュール
4/1～12 
4/13～14 
4/16～20 
4/23～5/9 
5/10～ 

4/18（水）～
4/20.（金）

4/28（土）
～5/6（日）

グループ全体研修（延岡）
メデイカル・ファーマ合同研修（延岡）①
メナイカル工場研修（延岡→大分）②

識ル本社研修（校野守1 はイ.ttlしゅ〉（フ.／1_+・
l抗ヲプ－L）.フ；A-:5£・1 ,vl＝；キ：・－）子.le¥¥.~J.1 

~·~ss z= 1矧口ヒベー
10:2ミ大分
11:40大分空港
14:25羽田空港
15:42 日本橋
16:07西葛西

GW  み

JR日豊本線
エアライナー（大分空港連絡パス）
ANA196 ※大分空港で代表者がチケット受取
京急空港線エアポート快特
東京メトロ東西線

5/7（月） 19:00 
～5/9（水）

く移動（
西葛西

3.緊魚連絡先

圃人事部

）＞ 

AM 

本社地区

工場地区

竹橋 東京メトロ東西線（16分） ※竹橋より徒歩5分

PM聴場に赴任予
※チケットはGW明けに醍布します。

延岡任配属

（引越しが必要な人は着任後、家探し・入寮手続き）。
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《新入社員一独身社宅用（入社に伴う赴任時の新規契約）》
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旭化成の社宅のご案内＜目次＞

【1】＜東京地区＞新入社員の社宅提供の取扱いについて

1.旭化成の社宅について
2.独身者の入居可能な社宅
3.独身社宅入居資格

• • • • • • • • • . • . 3 

【2】社有社宅 「荻窪寮J（男性独身寮）のご案内・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4 

1.荻窪寮のご紹介
2.寮費
3.引越し費用
4. r荻窪寮J入居申請方法

【3】転貸借社宅 『RJ社宅j のご案内 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6 

1.契約の条件
2.社宅料
3.共益費・管理費
4.駐車場契約
5.初期費用（敷金・礼金・仲介手数料）について
6.引越し費用
7. rRJ社宅j入居申請方法

①ホームページより申請をします
②契約から入居までの流れ

【4】社宅に関するお問合せ先 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10

《別紙》 荻窪寮入居申請書
旭化成転貸社宅ガイド

社宅に関するお問合せは、
旭化成福利サービス東京事業所ヘ

お気軽にお閉会せください。よ；

。問合せ先： 1@ページ）－

2 

省主き

訟身ー断続入居



2虫身－I語綬入居

「一一寸可ミ東京高雇妄薪末在頁あ証言葉誕百扇扇町=-:iL¥ぞ一一1
1.旭化成の社宅について

(1）旭化成には、社宅（含む寮）に入居するための社宅制度があります。
(2）社宅には、①独身者が一人で入居する社宅（独身社宅）、②結婚した方が扶養家族と一緒に

入居する社宅（有扶社宅）、③扶養家族と一緒に住んでいた方が転勤等により一人で入居する
社宅（単身赴任社宅）があります。

(3）社宅に入居するためには、入居資格を満たしていることと、自ら所定の手続きにより申請するこ
とが必要になります。資格があっても申請がないと入居できません。入居資格は、人事規程集
にある「社宅管理規程Jで定められています。

(4）社宅には、社有社宅（会社が所有している社宅）、一様借上社宅（会社が一棟ごと借りている社
宅）、転貸借社宅（以下、 RJ社宅といいます）があります。

2.独身者の入居可能な社宅

東京地区では荻窪寮（社有社宅）またはRJ社宅のいずれかの施設に入居することが可能です。

3.独身社宅入居資格

独身社宅は以下のすべての条件を満たす社員の入居申請に基づき貸与します。

(1）満44歳以下でかつ役割等級L1、ロおよびE職階以下である方。（※1)

(2）通勤可能区域内（※2）に自己名義自家を所有しない方。 － 
：（~）~通勤可能区域内に親元住居（親名義の自家あるいは借家で、現l』親が居住しているかどうか
ーにかかわらなし、）のない独身社員である方？←了て

（注）社宅居住中！こ上記条件を満たさなくなった場合はよ入居資格がなくなります。

※1 ただし、満45歳以上の方および役割等級L3、L4の方は、（2）および（3）の資格要件を全
て満たしていることを条件に、社奇襲翌検家居省とし~~·思資格で入居することが出来
ます
（ネ土毛料は社宅定年後社宅料になります。）

※2 東京地区の通勤可能区域とは住居所在地から会社まで公共交通機関を使った通常

の通勤ルートの所要時聞が2時間以内の区域です。

詳しくは社宅管理規程をご覧下さい。

【社宅管理規程】
h抗p:// nasca.asahi-kasei.cojp/ section/kinrou/ ak/ romu/j1町ikitei/34-1syataku.htm 

3 



独Zト新規入居

ーマ方言者言？衰窪票TC事荏璽E 主室E一」 臨画面E
1.荻窪寮のご紹介

荻窪寮は、男性独身者および単身赴任者専用の社有寮ですo

杉並区荻窪の閑静な住宅街にあり住環境は大変良好です。利用駅は地下鉄丸の内線またはJR
中央線の荻窪駅南口（徒歩約10分）となります。荻窪寮から勤務地（神保町三井ビルディング）ま
でのアクセスは約45分と、通勤にも大変便利なロケーションです。
管理人常駐・食事付（朝食300円・夕食600円希望者に提供）、エアコン完備、 24時間入浴可の

お風呂などの充実した設備があり、独身者および単身赴任者にお勧めの寮です。

(1）施設概要

干167-0051

所在地 東京都杉並区荻窪3-31-14
TEL 03-3391一0740 FAX 03-3392ー5980

構造規模 鉄筋コンクリート 4階建て 2棟（旧・新館廊下で連結）全58室

建築年
旧館 1954年（1996年リフォーム）（2000年耐震補強工事済み）
新館 1962年（1996年リフォーム）（2000年耐震補強工事済み）

間取り 洋間又は和室の6帖

個室備品
（独身・単赴者共通）エアコン、押入、照明器具、カーテン
（単赴者）テレビ、テレビ台、机、イス、電気スタンド、冷蔵庫

共用設備
風呂、トイレ（和式・洋式）、洗面所、食堂（テレビ・電子レンジ・トースター・ポット・冷蔵庫
－製氷機）、洗濯場（洗濯機・乾燥機）、下足場、ゲストルーム

駐輪場 あり

駐車場 あり（18,000円／月）

株式会社対名リロ－応ケ時Eー間・シEョ・ン－ジャEパEン・Eに・委－託しています。管理人氏
管理人 管理業務

①平日 6:00～22:00管理人室（または厨房／食堂）常駐
②緊急時は、上記時間帯に限らず対応します。

(2）居室間取図 間取図は部屋によって異なる場合があります。
（下見でご確認いただくか、管理人におたずねください。）

f羊室 6帖

4 



鎗身ー断線入居

E燥主主ヨ
．．．．．．．．．．．． 

2.寮費
【社宅料】

入居日の翌月支払給与から徴収開始。

① 

② 

【実費】

満~5歳以下でかつ役割等級L1 、 L2及びE職階以下の方
(3ページ記舷独身社宅入居資格（1)(2)(3）を満たす方）

社宅定年後入居者｜ 満45歳以上かつ役割等級L1、L2およびE職階以下の方

（注1) I 役割等級L3、L4

15,900円 ／月

31,800円／月

53,000円／月

（注1）通勤可能区域外に自己名義自家（建物持分50%超）をお持ちの方は通常の社
宅料①が適用になります。

食費（朝食および夕食）・電気代・自治会費（900円）・NHK受信料（500円）等は実費分
を給与徴収します。

3.引越し費用
事業会社人事へお問合せください。

4.「荻窪寮 l入居申請方法
別紙『入居申請書Jに必要事項を記入の上、福利サービス担当者宛にお送りください。
（宛先および担当者10ページ参照）

5 



｜ 【4】社宅に関するお問合せ先 ｜ 

・事業会社別に担当者へお問合せください。

事業会社

持株・せんい・建材
担当者

連絡先

イーマテリアルズ・ファーマ
メディカル・クラレメディカル

TEL I 03-32怜 7100 （内線問一7100)

ホームズ・エレクトロニクス
ケミカルズ

上記担当不在時

E-MAIL 

担当者

TEL 

E-MAIL 

所長

TEL 

E-MAIL 

・旭化成福利サービス鮒東京事業所

干10ト8101
東京都千代田区神田神保町1-105
神保町三井ピルSF（北側）

代表電話番号 03-3296-3049 (FAX 03-3296-3181) 

10 

独身ー新規入居



ダウンロード
O延岡市職員等の旅費及び費用弁償に関する条例

延岡市職員等の旅費及び費用弁償に関する条例

日付：平成24年5月10日

昭和59年12月26日

条例第23号

改正 平成2年6月25日条例第24号

平成4年3月27日条例第6号

平成！？年12月19日条例第73号

平成18年6月28日条例第87号

平成20年9月30日条例第31号

平成22年6月25日条例第29号

延岡市職員旅費支給並びに費用弁償条例（昭和26年6月 1日施行）の全部を改正する。
（目的）

第 1条 この条例は、公務のため旅行する延岡市の常勤の特別職及び一般職の職員（以下「職員Jと

いう。）に対し支給する旅費並びに非常勤の特別職の職員に対する費用弁償に関し、必要な事項を
定めることを目的とする。

（用語の意義）

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる白

(I) 出張 職員が公務のため一時その勤務する場所（常時勤務する場所のない職員についてはそ

の住所文は居所）を隊れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所文は居所を離れ

て旅行することをいう。

(2) 帰住 職員が死亡した場合において、その遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをい

平成3年IO月31日条例第49号

平成6年6月28日条例第11号

平成18年2月20日条例第7号

平成19年3月27日条例第28号

平成21年3月30日条例第18号

0
 ・っ

(3) 扶養親族 職員の配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以

下同じ。）、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持して

いる者をいう。

(4) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計

をーにしていた他の親族をいう。

(5) 同一地域 市町村の存する地域（都については特別区の存する全地域）をいう。

(6) 費用弁償 地方自治法（昭和22年法律第67号）第203条第2項及び第203条の 2第3項に規定

するものをいう。

(7) 赴任 転任を命ぜられた職員が、その転任に伴う移転のため旧勤務地から新勤務地に旅行す

ることをいう。

（旅費の支給）

第3条 職員が出張し、文は赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

2 職員文はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費

を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のための旅行中に退職、免職、失職文は休戦（以下「退職等Jという。）

となった場合（当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。）には、当該職員

(2) 職員が出張文は赴任のための旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

(3) 職員が死亡した場合において、当該職員の遺族がその死亡の日の翌日から 3月以内にその居

住地を出発して帰住した場合には、当該遺族

3 職員が前項第 1号に該当する場合において、地方公務員法（昭和25年法律第261号）第16条第2号

から第5号まで文は第29条第 1項各号に掲げる事由により退職等となった場合には、同項の規定に

かかわらず、同項の規定による旅費は、支給しない。

4 職員以外の者が市の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、市貨を支弁して旅

行させる必要がある場合には、その者に対し、旅費を支給する。

5 第 1項、第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関等



の事故又は天災その他の事情により、概算払を受けた旅費額（概算払を受けなかった場合には、概

算払を受けることができた旅費額に相当する金額）の全部文は一部を喪失した場合には、その喪失

した旅費額の範囲内で市長が定める金額を旅費として支給することずできる

6 第 1項、第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることかできる者が、その出発前に次

条第3項の規定により出張命令等を変更され、文は死亡した場合において、当該旅行のため既に支

出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額を旅費として支給することが

できる。

（出張命令等）
第4条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により、任命権者文はその委任を受けた者

（以下「出張命令権者Jという。）の出張命令又は出張依頼（以下「出張命令等Jという。）によ

って行わなければならない。

(1) 前条第 1項の規定に該当する旅行 出張命令

(2) 前条第4項の規定に該当する旅行 出張依頼

2 出張命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図る

ことができない場合で、かっ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、出張命令等を発するも

のとする。
3 出張命令権者は、既に発した出張命令等を変更（取消しを含む。以下同じ。）する必要があると

認める場合で、前項の規定に該当する場合には、自ら又は次条第 1項若しくは第2項の規定による

旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

（出張命令等に従わない旅行）

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により出張命令等に従って旅行す

ることができない場合には、あらかじめ出張命令権者に出張命令等の変更の申請をしなければなら

ない。

2 旅行者は、前項の規定による出張命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、出張命令等

に従わないで旅行した後、速やかに出張命令権者に出張命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が前2項の規定による出張命令等の変更を申請せず、又は申請をしたが認められなかった

場合において、出張命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、出張命令等に従った限度

の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

（旅費の種類）

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空貨、車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当及

ぴ扶養親族移転料とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空貨は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。

5 車貨は、陸路（鉄道を除く。以下同じ。）旅行について、路程に応じ実費額文は 1キロメートル

当たりの定額を支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ 1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ 1夜当たりの定額により支給する。

8 食卓料は、水路旅行中の夜数に応じ 1夜当たりの定額により支給する。

9 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程に応じ定額により支給する。

10 着後手当は、規則で定める赴任に伴う住所又は居所の移転について、定額により支給する。

11 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について支給する。

12 市内出張については、第 1項に掲げる旅費に代え、市内出張の旅費を支給する。

13 本条各項の規定にかかわらず、予算その他の都合により、打切旅費を支給することができる。

（旅費の計算）

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただ

し、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路文は方法によっ

て旅行しがたい場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

第8条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のために現に要し

た日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した回数を除くほ

主



か、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル 陸路旅行にあっ

ては50キロメートルについて 1日の割合をもって通算した日数を超えることがで、ミない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に 1日未満の端数を生じたときは、これを 1日とする0

3項訟禁；百；~~！~~；r~場合には、旅費計算上の旅行日数は、第 1 項ただし書及び前
第9条 旅行者が同一地域に滞在する場合における日当及び宿泊料は、その地域に到着した日の翌日

から起算して滞在日数30日を超える場合はその超える日数について定額の 1割、滞在日数60日を超

える場合にはその超える日数について定額の 2割に相当する額をそれぞれ定額から減じた額による0

2 同一地域に滞在中一時他の地に出張した日数は、前項の滞在日数から除算する。

第10条 勤務地文は出張地以外の地に居住又は滞在する者が、その居住地又は滞在地から直ちに旅行

する場合において、居住地又は滞在地から目的地に至る旅費額が勤務地又は出張地から目的地に至

る旅費額より多いときは、勤務地文は出張地から目的地に至る旅費を支給し、居住地又は滞在地か

ら目的地に至る旅費額が勤務地又は出張地から目的地に至る旅費額より少ないときは、居住地文は
滞在地から目的地に至る旅費を支給する。

第ll条 1日の旅行において、宿泊料について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の
定額による宿泊料を支給する。

第12条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過等のため鉄道貨、船賃、

航空賃又は車貨を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそ
れ以後の分に区分して計算する。

（旅費の請求手続）

第13条 旅費（概算払に係る旅費を含む。）の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の

支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えて、これ

を市長に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類を提出しなかったため、そ

の旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額については、支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後14日以内に、当該旅行につい

て前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 市長は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、 14日以内に当該過払金を返納さ

せなければならない。

4 市長は、その支出し、又は支払った概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者が、第2項に規定す

る期間内に旅費の精算をしなかった場合文は前項に規定する期間内に過払金を返納しなかった場合

には、市長がその後において、その者に対し支出し、文は支払う給与文は旅費の額から当該概算払

に係る旅費額文は当該過払金に相当する金額を差し引かなければならない。

（鉄道賃）

第14条 鉄道賃の額は、別表第 1に定める旅客運賃、急行料金及び座席指定料金による。

2 急行料金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り支給する。

( 1 ) 特別急行料金は、特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの

(2) 普通急行料金は、普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの

(3) 前2号のほか市長が公務上の必要により特に認めた場合

3 座席指定料金は、急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当す

る場合に限り支給する。

（船賃）

第15条 船貨の額は、次の各号に規定する旅客運賃（はしけ貨及びさん橋貨を含む。以下この条にお

いて「運賃Jという。）及び寝台料金による。

(1) 運賃の等級が区分されている船舶による旅行の場合には、 1等相当額

(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(3) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、現に支払った寝台料金

（航空貨）

第16条航空賃の額は、旅客運賃による。

（車賃）

第！？条 車貨の額は、パス料金又は別表第 1の定額による。ただし、公務上の必要文は天災その他や



むを得ない事情により、パス料金及び定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には

2実話；~：闘を通算して計算するo ただし、第 l胸規定により区分計算する場合には、その
区分された路程ごとに通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に 1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

（日当）
第18条 日当の額は、別表第 1の定額による。
2 鉄道100キロメートル未満、水路50キロメートル未満又は陸路25キロメートル未満の旅行及び市長

が定める地域の県内日帰り旅行の場合における日当の額は、公務上の必要又は天災その他やむを得

ない事情により宿泊した場合を除くほか、前項の規定にかかわらず、同項の定額の 2分の lに相当

する額による。
3 鉄道、水路又は陸路にわたる旅行については、鉄道4キロメートル、水路2キロメートルをもっ

てそれぞれ陸路 1キロメートルとみなして前項の規定を適用する。

（宿泊料）
第19条 宿泊料の額は、宿泊先の区分に応じた別表第 1の定額による。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情に

より上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。

（食卓料）

第20条 食卓料の額は、別表第 1の定額による。

2 食卓料は、船賃のほかに別に食費を要する場合文は船貨を要しないが食費を要する場合に限り、

支給する。

（移転料）

第21条 移転料の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧勤務地から新勤務地までの路程に応じた別表第2

の定額による額

(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の 2分の lに相当する額

(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが、赴任を命ぜられた日の翌日から 1年以内に扶養親族を移

転する場合には、前号に規定する額に相当する額

2 出張命令権者は、公務上の必要文は天災その他やむを得ない事情がある場合には、前項第3号に

規定する期間を延長することができる。

（着後手当）

第21条の 2 着後手当の額は、別表第 1に定める日当定額の 5日分及び赴任に伴い住所又は居所を移

転した地の存する地域の区分に応じた宿泊料定額の 5夜分に相当する額とする。

（扶養親族移転料）

第22条 扶養親族移転料の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を旧勤務地から新勤務地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日にお

ける扶養親族 1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次に規定する額の合計額

ア 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空貨及び車賃

の全額並びに日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の 3分の 2に相当する額

イ 12歳未満6歳以上の者については、アに規定する額の 2分の lに相当する額

ウ 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料、食卓料及び着後

手当の 3分の lに相当する額。ただし、 6歳未満の者を 3人以上随伴するときは、 2人を超え

る者 1人ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の 2分の lに相当する金額を

加算する。

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、第21条第 1項第 1号文は第3号の規定に該当する場

合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。

ただし、前号の規定により支給することができる額に相当する額を超えることができない。

2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子をその赴任の後移転する場合においては、扶

養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、

前項の規定を適用する。

． 
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（市内出張の旅費）

第23条 第6条第12項の規定により支給する市内出張の旅費の額は、公共交通機関の運賃の実費額又
は第！？条に規定する車貨の定額を基準として規則で定める。

2 市内出張の宿泊料は、公務上の必要文は天災その他やむを得ない事情Vより宿泊する場合に限り

支給し、その額は、別表第 1の宿泊料の定額の範囲内で市長の定める額iするo

（同一地域内の旅行の旅費）

第24条 勤務地以外の同一地域内における旅行については、鉄道賃、船賃及び車賃は、支給しない。
（退職者等の旅費）

第25条 第3条第2項第 1号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に退職等となった場合には、次に規定する旅費

ア 退職等となった日にいた地から退職等の命令の通達を受け、又はその原因となった事実の発

生を知った日にいた地までの前職務相当の旅費

イ 退職等を知った日文は事実の発生を知った日の翌日から 3月以内に出発して当該退職等に伴

う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧勤務地
までの前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、かっ、新勤務地を旧勤務地とみ

なして前号の規定に準じて計算した旅費

（遺族の旅費）

第26条 第3条第2項第2号及び第3号の規定により支給する遺族の旅費は、次の各号に規定する旅
費とする。

(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧勤務地までの往復に要する前職務相当の旅

費

(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新勤務地までの前

職務相当の旅費

(3) 職員が死亡し、その遺族が帰住する場合には、第22条第 1項第 1号の規定に準じて計算した

居住地から帰住地までの鉄道賃、船賃及び食卓料。この場合において、同号中「赴任を命ぜられ

た日j とあるのは、 「職員が死亡した日Jと読み替えるものとする。

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第4号に掲げる順序により、同順位者

．がある場合には、年長者を先にする。

3 遺族が死亡した日において胎児であった子で、帰住の日までに出生した場合については、その子

を死亡の日における遺族とみなし、第 1項第3号の規定を適用する。

（外国旅行の旅費）

第27条 外国旅行の旅費については、国家公務員等の旅費に関する法律（昭和25年法律第114号）中外

国旅行の旅費の例により市長が定める。

（旅費の調整）

第28条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行

における特別の事情により文は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には不

当に旅行の実費を超えた旅費文は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、そ

の実質を超えることとなる部分の旅費文はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の

事情により文は当該旅行の性質上困難である場合には、市長と協議して定める旅費を支給すること

ができる。

（費用弁償）

第29条 非常勤の特別職の職員が公務のために旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅

貨を支給する。

2 議会の議員、非常勤の監査委員、教育委員会の委員、選挙管理委員会の委員、農業委員会の委員、

公平委員会の委員及び固定資産評価審査委員会の委員については、常勤特別職の職員と同一の額の

旅費を、その他の非常勤の特別職の職員については、一般職の職員と同一の額の旅費を支給する。

3 前項に定めるもののほか、議会の議員が本会議文は常任委員会、議会運営委員会若しくは特別委

員会若しくは地方自治法第100条第12項の規定による議案の審査若しくは議会の運営に関し協議若



しくは調整を行うための場に出席したときは、費用弁償として日額3,000円を支給する。

4 第2項に定めるもののほか非常勤の特別職の職員の旅費の支給については、職員の旅費支給の例

による。

（委任）
第30条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

（施行期日）

1 この条例は、公布の日から施行する。

（経過措置）
2 改正後の第23条第 1項の規定により規則で定める日額旅費の額は、昭和59年9月1日以後の市内

出張から適用する。

（北方町及び北浦町の編入に伴う経過措置）

3 北方町及び北浦町の編入の目前に、北方町旅費条例（昭和28年北方町条例第7号）、北方町議会

議員の報酬及び費用弁償等に関する条例（昭和31年北方町条例第14号）若しくは北方町特別職の職

員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和31年北方町条例第13号）又は北浦町旅費条

例（平成11年北浦町条例第2号）、議会議員の報酬等に関する条例（平成12年北浦町条例第3号）、

執行機関としての委員会の委員又は委員の報酬及び費用弁償に関する条例（平成12年北浦町条例第

4号）、附属機関の委員その他の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例（平成12年北浦町条例第

5号）若しくは専門委員等の報酬及び費用弁償に関する条例（平成12年北浦町条例第6号）の規定

により出発した旅行については、なお従前の例による。

4 北方町及び北浦町の編入の日（以下「編入日Jという。）の前日において、北方町文は北浦町の

議会の議員であった者であって、市町村の合併の特例に関する法律（昭和40年法律第6号）第7条

第 1項の規定に基づき引き続き延岡市の議会の議員として在任するもの（以下「在任議員Jという。）

に係る第29条第3項の規定の適用については、同項中「3,000円jとあるのは、 「5,000円Jとする。

5 編入日の前日において、北方町文は北浦町の農業委員会の選挙による委員であった者であって、

市町村の合併の特例に関する法律第8条第 1項の規定に基づき引き続き延岡市の農業委員会の選挙

による委員として在任するものが農業委員会の総会に出席したときは、費用弁償として日額2,000

円を支給する。

（北川町の編入に伴う経過措置）

6 北川町の編入の日前に、職員の旅費に関する条例（昭和37年北川町条例第13号）、圏外旅行の旅

費に関する条例（昭和40年北川町条例第20号）、議会の議員の報酬・費用弁償及び期末手当に関す

る条例（昭和41年北川町条例第6号）、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する

条例（昭和41年北川町条例第7号）、特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例（昭

和41年北川町条例第8号）文は専門委員等の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和50年北川町条例

第11号）の規定により出発した旅行については、なお従前の例による。

7 北川町の編入の日の前日において、北川町の農業委員会の選挙による委員であった者であって、

市町村の合併の特例等に関する法律（平成16年法律第59号）第11条第 1項第2号の規定に基づき引

き続き延岡市の農業委員会の選挙による委員として在任するものが農業委員会の総会に出席したと

きは、費用弁償として日額2,000円を支給する。

附則（平成2年6月25日条例第24号）

（施行期日）

1 この条例は、平成2年7月 1日から施行する。

（経過措置）

2 この条例による改正後の延岡市職員等の旅費及び費用弁償に関する条例（以下「新条例Jという。）

の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日（以下「施行日Jという。）以後に完了

する旅行について適用し、施行目前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 新条例別表第 1の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行目前に出発し、かっ、施行日以後

に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行目前の

期間に対応する分及び施行目前に完了した旅行については、なお従前の例による。

附則（平成3年10月31日条例第49号）

_, 



‘ 

この条例は、平成3年11月 1日から施行する。

附則（平成4年3月27日条例第6号）

この条例は、平成4年4月 1日から施行する。

附則（平成6年6月28日条例第ll号抄）
（施行期日）

1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

附則（平成17年12月19日条例第73号）

この条例は、平成18年2月20日から施行する。

附則（平成18年2月20日条例第7号）

この条例は、公布の日から施行する。

附則（平成18年6月28日条例第87号）

この条例は、公布の日から施行する。

附則（平成19年3月27日条例第28号）

この条例は、平成19年3月31日から施行する。

附則（平成20年9月30日条例第31号）

この条例は、公布の日から施行する。

附則（平成21年3月30日条例第18号）

この条例は、平成21年4月 1日から施行する。

附則（平成22年6月25日条例第29号）

（施行期日）

1 この条例は、公布の日から施行する。

（経過措置）

2 改正後の第14条第 1項及び別表第 lの規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用

し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

別表第 1（第14条、第！？条、第18条、第19条、第20条、第21条の 2、第23条関係）

職員の旅費

種類 車賃 宿泊料 (1夜当たり）

鉄道貨 ( 1キロメー 日当
甲地方 乙地方

職 トル当たり）

常勤特別 乗車に要する 37円 3,000円 14,800円 13,300円

職の職員 旅客運賃、急

行料金及び座

席指定料金

一般職の 乗車に要する 37円 2,600円 13, 100円 1 I. 800円

職員 旅客運賃、急

行料金及び座

席指定料金

備考

食卓料

( 1夜当た

り）

3,000円

2,600円

甲地方とは、国家公務員等の旅費に関する法律別表第 1に規定する甲地方をいい、乙地方とは、

その他の地域をいう。

別表第2 （第21条関係）

移転料

区分 金額

20キロメートル未満 44.000円

20キロメートル以上 58,000円

50キロメートル未満

50キロメートル以上 国家公務員の例による



附記

水路運送料は、実費を加算する。
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件名：平成 23年度 長期派遣研修生の旅費について（伺い） ; 

国土交通省、経済産業省、宮崎県、民間企業（旭化成）への長期派遣研修（ 1年間）

の旅費を下記及び別紙のとおり支給します。

記

＜次頁へ＞



．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ． 

~： 旅費支給額（別紙計算書）

~！）＿ 国土交通省派遣（東京都） 甲斐章悟 支給塑一一－－~Q~~ －~－~Q_ ~－－ ----
＿＼？！. 経済産業省派遣（東京都） 杉本賢治郎 支給額 ？~~~ ！~~円
(3）宮崎県派遣（東京事務所） 伊住真教 支給額 934, 160円

．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

(4) 民間企業派遣（大阪府） 矢野健太郎 支給額 820, 190円
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

計 3,345,420円
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

・－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

~－予算
総務費・総務管理費・一般管理費・旅費・特別旅費

．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

予算額 10.168,000円．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

※添付資料
① 派遣職員旅費等一覧

② 定期券領収書（甲斐章悟・矢野健太郎分）

③ 旭化成せんい研修に係る算定資料

④ 延岡市職員等の旅費及び費用弁償に関する条例



平成23年度派遣職員旅費等一覧
Jマ..，イ叫ウシ＃ff!~：ィq

派遣先｜
国土交通省
国土計画局総合計画課

氏名 甲斐章悟（30歳） 2十

期間 平成23年4月1日～24年3月31日

延岡市官舎

宿舎

勤務先TEL03 -5253-8357 
FAX 03 -5253-1570 
携帯電話

勤務地｜千代田区霞ヶ関2丁目l番3号

日当 E士 7841680 円
／ 

① 4/1～4/30 

経済産業省商務情報政策局
医療・福祉機器 産業室

杉本賢治郎（34歳） 引け十

平成23年4月1日～24年3月31日

延岡市宿舎

勤務先'fu.03-3501-1562 
携帯電話

千代田区霞ヶ関l丁目3番l号

目当 言十 784.160円
／ 

① 4/1～4/29 

日．② 5/1～5/30

2,600×30日＝ 78,oop円I 2,600×29日＝ 75,400円

※H23.3/31出発。 3/31は支給済｜ ※H23.3/30出発。 3/30～31は支給済

② 4/30～5/29 

2,600円×0.9×30日＝70,200円 2,600円×0.9×30日＝70,200円

費 l山｜③ 5/31～2011/3/31

－・ 2,600×0.8×306日＝ 636,480円
／ 

①～③計 784,680円
用

③ 5/30～2011/3/31 

2,600×0.8×307日＝ 638,560円

①～③計 784,160円

官舎利用につき支給なし 官舎利用につき支給なレ
の

家

内

賃

訳｜ ｜【定期券】平成23年4月3日～7月2日分

定｜東京地下鉄南北線 王子～四谷 ｜現在、徒歩による通勤のため支給なし

期｜東京地下鉄 丸ノ内線 四谷～霞ヶ関 ｜今後については未定とのこと

. 22.230円／ ｜購入した場合は、別途支給する
券｜

等｜ 以降は購入後

転居費用は実費支給

（通信運搬費）

806,910 円

転居費用は実費支給

（通信運搬費）

784' 160 円

そ
の
他
＝
計合
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平成23年度派遣職員旅費等

陸自一

派遣先｜ 宮崎県東京事務所 旭化成せんい株式会社

氏名 伊住真教（30歳） 矢野健太郎（31歳）

j切fllJ 平成23年4月1日～24年3月31日 平成23年4月1日～24年3月31日

宮崎県東京職員宿舎 旭化成せんい株式会社摂津寮

宿舎

勤務先Ta03 -5212-9007 
勤務先T且

FAX 03 -5215-5180 
携帯電話

携帯電話

勤務地｜千代田区平河町2-6-3（都道府県会館15階）大阪市北区中ノ島3丁目3番23号

目当 言十 784.160円 日当 計 708.240~
／ 

① 4/1～4/29 ①大阪 5/8～6/7（出発日も含む）

2,600×29日＝ 75,400円I 2,600×（1日＋30日） = 80,600円

※H23.3/30出発。 3/30～31は支給済｜※延岡支社での研修終了後 5/81こ大阪へ移動
日 l I 

② 4/30～5/29 I② 6/8～7/7 

2,600円×0.9×30日＝70,200円 2600×0.9×30日＝ 70,200円
／ 

費 I... I③ 5/30～2011;3;31 I③ 7/8～2011/3/31 

ヨ I 2,600×0.8×307日＝ 638,560円I 2,600×0.8×268日＝ 557,440円

用

の

家

内

訳

定

期

券

等

そ
の

」生
合 計

①～③計 784,160円

家賃 計 150.000円

①～③計 708,240円

※5/8延岡～大阪の移動に関する旅費は
旭化成が負担（日当除く）

家賃 計 59.400円

月額12,500円× 12ヶ月＝150,000円｜ 月額5,400円x11ヶ月＝59,40,0円

【定期券】平成23年5月10日～11月9日分

通勤距離2km未満につき支給なし ｜阪急電鉄 京都線茨木市～阪急梅田

転居費用は実費支給

（通信運搬費）

934' 160 円

52.550円ノ

以降は購入後

転居費用は実費支給

（通信運搬費）

820' 190 円
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下記金額正に領収致しました。

I I l I --r：」：.2I 5 I s' I r・ I円
但し 領収内容は下記のとおりです

扱者印

勢

~～勃
，，－ー ． 

定 j明 券 枚 通学 3 6 ・，か月

回 数 券 冊 円 区間

ラガールカード 枚 1,000円× 2,000円× 3,000円× 5,000円×

虫［_J色 通 券 枚 円 区間

そ の 他

E梅図

23. 1 ] . 
庇急電鉄通勤6か月
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2）全社新入社員研修最終日

4月14日（木）は8:30までにセミナープラザζて、新入社員の赴任を見送り、

その後の研修に関するオリエンテーションをせんいの大卒新入社員と一緒に聞いて

頂いた後に解散（休日）となります。

3）大阪への移動

大阪へは新入社員は4/28にまとまって移動し、大阪で解散になりますが、矢野

さんに関しては、 GW(4/2 8～5/8）の聞にご自分で大阪にご移動下さい。

ご面倒ですが、切符・ホテルはご自身でお手配の程よろしくお願い致します。 GW

最終日に移動して頂くのが望ましいのですが、切符が手配できない場合は、若干早

めに移動して頂いても結構です。旅費とホテル代は立て替えて頂き、後日精算致し

ます。

注） GWはカレンダー上は、 4/28、5/2、5/6は出社日ですが、全社研

修・三交代実習中期間中の出動目、の振替休日として休みとします。

4、大阪本社への出社

1) 5月9日（月） 9時までに大阪本社（中之島ダイビル： 32階受付）に出社し、

人事担当中島（ 0 6ー 7636-3080）をお尋ね下さい。

2) 5月9日中に大阪の住居である「摂津寮Jにご案内致します。

”＂＂ 
通，a・

以上
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旭化成せんい研修「導入編Jの概要と当面の動き方

1、スケジュール

4月 1日（金）～4月14日（木）

4月 15日（金）～4月27日（水）

旭化成グループ新入社員研修（延岡）

旭化成せんい大卒新入社員研修（工場編）

（延岡工場・三交代実習（延岡））

4月28日（木）～ 5月 8日（日）

5月 9日（月）～ 5月中旬

GW  （お休み）

旭化成せんい大卒新入社員研修（本社編）

（せんい事業概要研修（大阪））．

5月中旬 ～5月下旬 人事・企画管理・物流等スタッフ実習

2、三交代実習の詳細

i) ベンベルグ工場の「べンリーゼ製造部Jにて実習を行なって頂きます。

2）スケジュール

4月 15日（金） 工場見学、実習部場へ案内、部場長との懇親会

4月 16日（土） 三交代実習 (1勤： 7: 3 cj～ 15:30) 

4月 17日（日） ＝交代実習 (1勤： 7:30～ 15:30)

4月 18日（月） 三交代実習，...－－す~！ごも 3: 3・ 0～翌日 7: 3 0) 

4月伊ちら（入） 一支［：元首 : 2 3 : 3 0～翌日 7: 3 0) 

4月20日（7.f<) ニ交代実習（ 3勤： 23:30～翌日 7: 3 0) 

4月21日（木） （休み）

4月22日（金） 三交代実習（2勤： 15 : 3 0～23:30) 

4月23日（土） ニ交代実施（2勤： 15 : 3 0～23:30) 

4月24日（日） ニ交代実習（2勤： 15 : 3 0～23:30) 

4月25日（月） （休み）

4月26日（火） 実習先で発表準備（日勤） 8=00弘キエ
4月27日（7.J<) 実習合同発表会（ベンベルグ工場恒富大会議室）

::i..~· ~ ""-・ （ミw
2、集合・移動について

1 ）集合

4月 1日（金）は、 is: 4 o／までに旭化成の支社受付でせんい人喝惨お尋ね

下さい。研修所にご案内致します。（入社式のオブザーブから合流頂きます。）．



旭化成福利サービス
212ページ

社有（一様借上）社宅の社宅料

施設名 有扶・独身・単赴 実家賃 社宅料

i'.i：ロメゾン 有扶社宅 88.000 26.400 

茨木メゾン 有扶社宅 125.000 50,800 

武庫之荘AP 有扶社宅 85,000 25.500 

摂津寮（独身） 独身社宅 48 000 14400 

摂津寮（単身赴任） 単身赴任社宅 54,000 (5.400ア
福岡

室見寮A様（独身） 独身社宅 50,000 15 000 

室見寮A棟（単身赴任） 単身赴任社宅 50,000 5,000 

室見寮B棟（単身赴任） 単身赴任社宅 65,000 7,400 

社宅定年後社宅料について

社宅定年後社宅料のご案内は「こちらJ

地区選択ページへ

http://nasca.asahi-kasei.cojp/grcom/fk/akgretc/07_1 O_syatakuryo/oosaka.html 2011/05/11 



旭化成福利サービス

（近畿圏・事務所1・2・3）社宅料算定基準と標準家賃

一一一一一一 一ー 一一一一一’‘ このページでは「近畿圏・事務所1・2・3J地区の社宅料算定基準と標準家賃を
℃3向ご案内します。転居をご検討の方は、下記をご参考のうえ、物件を選定してくだ

／防1:-'Yさい。
／＼  

社宅料算定基準

施設区分
実家賃が標準家賃 実家賃が標準家賃を超える場合

以下の場合

有扶社宅および 実家賃× 30% 標準家賃× 30%＋（実家賃ー標準家賃）
独身社宅

単身赴任社宅 実家賃× 10% 標準家賃× 10%＋（実家賃一標準家賃）

。標準家賃と実家賃の内容

標準家賃
各地区ごとに定める平均的・標準的家賃。
（有扶者／独身者／単身赴任者ごとに定めています。）

地区＼区分 有扶社宅 独身社宅
単身赴任

勤務先
社宅

首都圏 122,000円 76,000円 86,000円
東京都・神奈川県・崎玉県・千
葉県

近畿圏 106,000円 68,000円 77,000円
京都府・大阪府・兵庫県・奈良
県

事務所1 95,000円 63,000円 71,000円
宮城県・茨城県・栃木県・静岡
県・愛知県

北海道・青森県・岩手県・秋田
県・山形県・福島県・群馬県・新

事務所2 85,000円 56,000円 64,000円 潟県・石川県・山梨県・長野県・
滋賀県・島根県・広島県・福岡
県・長崎県・鹿児島県

富山県・福井県・岐車県・＝童
県・和歌山県・鳥取県・岡山県・

事務所3 75,000円 50,000円 56,000円 山口県・徳島県・香川県・愛媛
県・高知県・佐賀県・熊本県・大
分県・宮崎県・沖縄県

実家賃
各社宅（含・借上施設（民間賃貸物件））毎に定める家賃を
いい、具体的には施設ごとに以下の通りとなっています。

施設区分 社有施設
RJ社宅・法人契約社

毛F晶司

各社宅毎に地場の専門不動
有扶者 産会社が個別査定等をした金

額
家主への支払家賃額

独身者 ※具体的な金額は、下記を参
単身赴任者 照ください。

http:/ /nasca.asahi-kasei.cojp/ grcom/fk/ akgretc/07_1 O_syatakuryo/ oosaka.html 
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O延岡市職員等の旅費及び費用弁償に関する条例

延岡市職員等の旅費及び費用弁償に関する条例

日付：平成23年4月25日

昭和59年12月26日

条例第23号

延岡市職員旅費支給並びに費用弁償条例（昭和26年6月 1日施行）の全部を改正する。

（目的）

第 1条 この条例は、公務のため旅行する延岡市の常勤の特別職及び一般職の職員（以下「職員Jと

いう。）に対し支給する旅費並びに非常勤の特別職の職員に対する費用弁償に関し、必要な事項を

定めることを目的とする。

（用語の意義）

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

( 1 ) 出張 職員が公務のため一時その勤務する場所（常時勤務する場所のない職員についてはそ

の住所又は居所）を離れて旅行し、文は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れ

て旅行することをいう。

(2) 帰住 職員が死亡した場合において、その遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをい

。、
っ

( 3) 扶養親族 職員の配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以

下同じ。）、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持して

いる者をいう。

(4) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計

をーにしていた他の親族をいう。

(5) 同一地域 市町村の存する地域（都については特別区の存する全地域）をいう。

(6) 費用弁償 地方自治法（昭和22年法律第67号）第203条第2項及び第203条の 2第3項に規定

するものをいう。

(7) 赴任 転任を命ぜられた職員が、その転任に伴う移転のため旧勤務地から新勤務地に旅行す

ることをいう。

（旅費の支給）

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

2 職員文はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費

を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のための旅行中に退職、免職、失職又は休職（以下「退職等Jという。）

となった場合（当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。）には、当該職員

(2) 職員が出張文は赴任のための旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

(3) 職員が死亡した場合において、当該職員の遺族がその死亡の日の翌日から 3月以内にその居

住地を出発して帰住した場合には、当該遺族

3 職員が前項第 1号に該当する場合において、地方公務員法（昭和25年法律第261号）第16条第2号

から第5号まで又は第29条第 1項各号に掲げる事由により退職等となった場合には、同項の規定に

かかわらず、同項の規定による旅費は、支給しない。

4 職員以外の者が市の機関の依頼文は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、市費を支弁して旅

行させる必要がある場合には、その者に対し、旅費を支給する。

5 第 1項、第2項及ぴ前項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関等

の事故文は天災その他の事情により、概算払を受けた旅費額（概算払を受けなかった場合には、概



算払を受けることができた旅費額に相当する金額）の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失

した旅費額の範囲内で市長が定める金額を旅費として支給することができる

6 第 1項、第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、その出発前に次

条第3項の規定により出張命令等を変更され、文は死亡した場合において、当該旅行のため既に支

出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額を旅費として支給することが

できる。

（出張命令等）
第4条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により、任命権者又はその委任を受けた者

（以下「出張命令権者Jという。）の出張命令文は出張依頼（以下「出張命令等Jという。）によ

って行わなければならない。

(1) 前条第 1項の規定に該当する旅行 出張命令

(2) 前条第4項の規定に該当する旅行 出張依頼

2 出張命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図る

ことができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、出張命令等を発するも

のとする。

3 出張命令権者は、既に発した出張命令等を変更（取消しを含む。以下同じ。）する必要があると

認める場合で、前項の規定に該当する場合には、自ら文は次条第 1項若しくは第2項の規定による

旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

（出張命令等に従わない旅行）

第5条 旅行者は、公務上の必要文は天災その他やむを得ない事情により出張命令等に従って旅行す

ることができない場合には、あらかじめ出張命令権者に出張命令等の変更の申請をしなければなら

ない。

2 旅行者は、前項の規定による出張命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、出張命令等

に従わないで旅行した後、速やかに出張命令権者に出張命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が前2項の規定による出張命令等の変更を申請せず、又は申請をしたが認められなかった

場合において、出張命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、出張命令等に従った限度

の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

（旅費の種類）

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空貨、車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当及

び扶養親族移転料とする。

2 鉄道貨は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空貨は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。

5 車賃は、陸路（鉄道を除く。以下同じ。）旅行について、路程に応じ実費額文は 1キロメートル

当たりの定額を支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ 1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ 1夜当たりの定額により支給する。

8 食卓料は、水路旅行中の夜数に応じ 1夜当たりの定額により支給する。

9 移転料は、赴任に伴う住所文は居所の移転について、路程に応じ定額により支給する。

10 着後手当は、規則で定める赴任に伴う住所文は居所の移転について、定額により支給する。

11 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について支給する。

12 市内出張については、第 1項に掲げる旅費に代え、市内出張の旅費を支給する。

13 本条各項の規定にかかわらず、予算その他の都合により、打切旅費を支給することができる。

（旅費の計算）

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただ

し、公務上の必要文は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路文は方法によっ

て旅行しがたい場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

第8条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のために現に要し

た日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほ

か、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっ



て~50キロメートルについて 1 日の割合をもって通算した日数を超えることがで、きないn
2 前項ただし書の規定により通算した日数に 1 日未満の端数を生じたときは、これを I~ とする。
3 第3条第2項各号の規定に該当する場合には、旅費計算上の旅行日数は、第 1項ただし書及び前
項の規定により計算した日数による。

第9条 旅行者が同一地域に滞在する場合における日当及び宿泊料は、その地域に到着した日の翌日

から起算して滞在日数30日を超える場合はその超える日数について定額の 1割、滞在日数60日を超

える場合にはその超える回数について定額の2割に相当する額をそれぞれ定額から減じた額による。

2 同一地域に滞在中一時他の地に出張した日数は、前項の滞在日数から除算する。

第10条 勤務地文は出張地以外の地に居住又は滞在する者が、その居住地文は滞在地から直ちに旅行

する場合において、居住地文は滞在地から目的地に至る旅費額が勤務地文は出張地から目的地に至

る旅費額より多いときは、勤務地文は出張地から目的地に至る旅費を支給し、居住地又は滞在地か

ら目的地に至る旅費額が勤務地文は出張地から目的地に至る旅費額より少ないときは、居住地又は
滞在地から目的地に至る旅費を支給する。

第11条 1日の旅行において、宿泊料について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の
定額による宿泊料を支給する。

第12条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行文は陸路旅行中における年度の経過等のため鉄道賃、船賃、

航空賃文は車貨を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそ

れ以後の分に区分して計算する。

（旅費の請求手続）

第13条旅費（概算払に係る旅費を含む。）の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の

支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えて、これ

を市長に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類を提出しなかったため、そ

の旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額については、支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後14日以内に、当該旅行につい

て前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 市長は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、 14日以内に当該過払金を返納さ

せなければならない。

4 市長は、その支出し、又は支払った概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者が、第2項に規定す

る期間内に旅費の精算をしなかった場合又は前項に規定する期間内に過払金を返納しなかった場合

には、市長がその後において、その者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から当該概算払

に係る旅費額又は当該過払金に相当する金額を差し引かなければならない。

（鉄道賃）

第14条 鉄道貨の額は、別表第 1に定める旅客運賃、急行料金及び座席指定料金による。

2 急行料金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り支給する。

(1) 特別急行料金は、特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの

(2) 普通急行料金は、普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの

(3) 前2号のほか市長が公務上の必要により特に認めた場合

3 座席指定料金は、急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当す

る場合に限り支給する。

（船賃）

第15条 船貨の額は、次の各号に規定する旅客運賃（はしけ賃及びさん橋貨を含む。以下この条にお

いて「運賃」という。）及び寝台料金による。

(1) 運賃の等級が区分されている船舶による旅行の場合には、 1等相当額

(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(3) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、現に支払った寝台料金

（航空賃）

第16条航空貨の額は、旅客運賃による。

（車賃）

第17条 車貨の額は、パス料金又は別表第 1の定額による。ただし、公務上の必要又は天災その他や

むを得ない事情により、パス料金及び定額の車賃で旅行の実質を支弁することができない場合には



実費額による。
2 車貨は、全路程を通算して計算する。ただし、第12条の規定により区分計算する場合には、その

区分された路程ごとに通算して計算する。
3 前項の規定により通算した路程に 1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

（日当）

第18条 日当の額は、別表第 1の定額による。
2 鉄道100キロメートル未満、水路50キロメートル未満又は陸路25キロメートル未満の旅行及び市長

が定める地域の県内日帰り旅行の場合における日当の額は、公務上の必要文は天災その他やむを得

ない事情により宿泊した場合を除くほか、前項の規定にかかわらず、同項の定額の 2分の lに相当

する額による。
3 鉄道、水路文は陸路にわたる旅行については、鉄道4キロメートル、水路2キロメートルをもっ

てそれぞれ陸路 1キロメートルとみなして前項の規定を適用する。

（宿泊料）

第19条 宿泊料の額は、宿泊先の区分に応じた別表第 1の定額による。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要文は天災その他やむを得ない事情に

より上陸文は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。

（食卓料）

第20条 食卓料の額は、別表第 1の定額による。

2 食卓料は、船貨のほかに別に食費を要する場合文は船貨を要しないが食費を要する場合に限り、

支給する。

（移転料）

第21条 移転料の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧勤務地から新勤務地までの路程に応じた別表第2

の定額による額

(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の 2分の lに相当する額

(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが、赴任を命ぜられた日の翌日から 1年以内に扶養親族を移

転する場合には、前号に規定する額に相当する額

2 出張命令権者は、公務上の必要文は天災その他やむを得ない事情がある場合には、前項第3号に

規定する期間を延長することができる。

（着後手当）

第21条の2 着後手当の額は、別表第 1に定める日当定額の 5日分及び赴任に伴い住所文は居所を移

転した地の存する地減の区分に応じた宿泊料定額の 5夜分に相当する額とする。

（扶養親族移転料）

第22条 扶養親族移転料の額は、次の各号に規定する額による。

( 1 ) 赴任の際扶養親族を旧勤務地から新勤務地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日にお

ける扶養親族 1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次に規定する額の合計額

ア 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空貨及び車賃

の全額並びに日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の 3分の 2に相当する額

イ 12歳未満6歳以上の者については、アに規定する額の 2分の 1に相当する額

ウ 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料、食卓料及び着後

手当の 3分の lに相当する額。ただし、 6歳未満の者を 3人以上随伴するときは、 2人を超え

る者 1人ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船貨の 2分の 1に相当する金額を

加算する。

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、第21条第 1項第 1号又は第3号の規定に該当する場

合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。

ただし、前号の規定により支給することができる額に相当する額を超えることができない。

2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子をその赴任の後移転する場合においては、扶

養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、

前項の規定を適用する。

（市内出張の旅費）



． 
‘ 

第23条 第6条第12項の規定により支給する市内出張の旅費の額は、公共交通機関の運賃の実費額又
は第！？条に規定する車賃の定額を基準として規則で定める。

2 市内出張の宿泊料は、公務上の必要文は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合に限り

支給し、その額は、別表第 1の宿泊料の定額の範囲内で市長の定める額とする。
（同一地域内の旅行の旅費）

第24条 勤務地以外の同一地域内における旅行については、鉄道賃、船賃及び車貨は、支給しない。
（退職者等の旅費）

第25条 第3条第2項第 1号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

( 1 ) 職員が出張中に退職等となった場合には、次に規定する旅費

ア 退職等となった日にいた地から退職等の命令の通達を受け、又はその原因となった事実の発

生を知った日にいた地までの前職務相当の旅費

イ 退職等を知った日文は事実の発生を知った日の翌日から 3月以内に出発して当該退職等に伴

う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧勤務地
までの前職務相当の旅費

( 2) 職員が赴任中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、かっ、新勤務地を旧勤務地とみ

なして前号の規定に準じて計算した旅費

（遺族の旅費）

第26条 第3条第2項第2号及び第3号の規定により支給する遺族の旅費は、次の各号に規定する旅

費とする。

( 1 ) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧勤務地までの往復に要する前職務相当の旅

費

(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新勤務地までの前

職務相当の旅費

(3) 職員が死亡し、その遺族が帰住する場合には、第22条第 1項第 1号の規定に準じて計算した

居住地から帰住地までの鉄道貨、船賃及び食卓料。この場合において、同号中「赴任を命ぜられ

た日Jとあるのは、 「職員が死亡した日Jと読み替えるものとする。

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第4号に掲げる順序により、同順位者

がある場合には、年長者を先にする。

3 遺族が死亡した日において胎児であった子で、帰住の日までに出生した場合については、その子

を死亡の日における遺族とみなし、第 1項第3号の規定を適用する。

（外国旅行の旅費）

第27条 外国旅行の旅費については、国家公務員等の旅費に関する法律（昭和25年法律第114号）中外

国旅行の旅費の例により市長が定める。

（旅費の調整）

第28条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行

における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には不

当に旅行の実質を超えた旅費文は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、そ

の実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の

事情により文は当該旅行の性質上困難である場合には、市長と協議して定める旅費を支給すること

ができる。

（費用弁償）

第29条 非常勤の特別職の職員が公務のために旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅

費を支給する。

2 議会の議員、非常勤の監査委員、教育委員会の委員、選挙管理委員会の委員、農業委員会の委員、

公平委員会の委員及び固定資産評価審査委員会の委員については、常勤特別職の職員と同一の額の

旅費を、その他の非常勤の特別職の職員については、一般職の職員と同一の額の旅費を支給する。

3 前項に定めるもののほか、議会の議員が本会議又は常任委員会、議会運営委員会若しくは特別委

員会若しくは地方自治法第100条第12項の規定による議案の審査若しくは議会の運営に関し協議若

しくは調整を行うための場に出席したときは、費用弁償として日額3,000円を支給する。



4 第2項に定めるもののほか非常勤の特別職の職員の旅費の支給については、職員の旅費支給の例

による。

（委任）
第30条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

（施行期日）

1 この条例は、公布の日から施行する。

（経過措置）
2 改正後の第23条第 1項の規定により規則で定める日額旅費の額は、昭和59年9月 1日以後の市内

出張から適用する。

（北方町及び北浦町の編入に伴う経過措置）

3 北方町及び北浦町の編入の目前に、北方町旅費条例（昭和28年北方町条例第7号）、北方町議会

議員の報酬及び費用弁償等に関する条例（昭和31年北方町条例第14号）若しくは北方町特別職の職

員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和31年北方町条例第13号）文は北浦町旅費条

例（平成11年北浦町条例第2号）、議会議員の報酬等に関する条例（平成12年北浦町条例第3号）、

執行機関としての委員会の委員又は委員の報酬及び費用弁償に関する条例（平成12年北浦町条例第

4号）、附属機関の委員その他の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例（平成12年北浦町条例第

5号）若しくは専門委員等の報酬及び費用弁償に関する条例（平成12年北浦町条例第6号）の規定

により出発した旅行については、なお従前の例による。

4 北方町及び北浦町の編入の日（以下「編入日j という。）の前日において、北方町又は北浦町の

議会の議員であった者であって、市町村の合併の特例に関する法律（昭和40年法律第6号）第7条

第 1項の規定に基づき引き続き延岡市の議会の議員として在任するもの（以下「在任議員Jという。）

に係る第29条第3項の規定の適用については、同項中「3,000円Jとあるのは、 「5,000円Jとする。

5 編入日の前日において、北方町文は北浦町の農業委員会の選挙による委員であった者であって、

市町村の合併の特例に関する法律第8条第 l項の規定に基づき引き続き延岡市の農業委員会の選挙

による委員として在任するものが農業委員会の総会に出席したときは、費用弁償として日額2,000

円を支給する。

（北川町の編入に伴う経過措置）

6 北川町の編入の目前に、職員の旅費に関する条例（昭和37年北川町条例第13号）、圏外旅行の旅

費に関する条例（昭和40年北川町条例第20号）、議会の議員の報酬・費用弁償及び期末手当に関す

る条例（昭和41年北川町条例第6号）、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する

条例（昭和41年北川町条例第7号）、特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例（昭

和41年北川町条例第8号）文は専門委員等の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和50年北川町条例

第11号）の規定により出発した旅行については、なお従前の例による。

7 北川町の編入の日の前日において、北川町の農業委員会の選挙による委員であった者であって、

市町村の合併の特例等に関する法律（平成16年法律第59号）第11条第 1項第2号の規定に基づき引

き続き延岡市の農業委員会の選挙による委員として在任するものが農業委員会の総会に出席したと

きは、費用弁償として日額2,000円を支給する。

附則（平成2年6月25日条例第24号）

（施行期日）

1 この条例は、平成2年7月 1日から施行する。

（経過措置）

2 この条例による改正後の延岡市職員等の旅費及び費用弁償に関する条例（以下「新条例Jという。）

の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日（以下「施行日Jという。）以後に完了

する旅行について適用し、施行目前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 新条例別表第 1の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行目前に出発し、かっ、施行日以後

に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行目前の

期間に対応する分及び施行目前に完了した旅行については、なお従前の例による。

附則（平成3年10月31日条例第49号）

この条例は、平成3年11月1日から施行する。



附則（平成4年3月27日条例第6号）

この条例は、平成4年4月 1日から施行する。

附則（平 成6年6月28日条例第11号抄）

（施行期日）

1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月 1日から適用する。

附則（平成17年12月19日条例第73号）

この条例は、平成18年2月20日から施行する。

附則（平成18年 2月20日条例第7号）

この条例は、公布の日から施行する。

附則（平成18年 6月28日条例第87号）

この条例は、公布の日から施行する。

附則（平成19年 3月27日条例第28号）

この条例は、平成19年3月31日から施行する。

附則（平成20年 9月30日条例第31号）

この条例は、公布の日から施行する。

附則（平成21年 3月30日条例第18号）

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

附則（平成22年6月25日条例第29号）

（施行期日）

1 この条例は、公布の日から施行する。

（経過措置）

2 改正後の第14条第 1項及び別表第 1の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用

し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

別表第 1（第14条、第17条、第18条、第19条、第20条、第21条の 2、第23条関係）

職員の旅費

種類 車賃 宿泊料（ 1夜当たり）

鉄道賃 ( 1キロメー 日当
甲地方 乙地方

験 トル当たり）

常勤特別 乗車に要する 37円 3,000円 14,800円 13,300円

職の職員 旅客運賃、急

行料金及び座

席指定料金

一般職の 乗車に要する 37円 2,600円 13, 100円 11. 800円

峨員 旅客運賃、急

行料金及び座

席指定料金

備考

問主卓料

( 1夜当た

り）

3,000円

2,600円

甲地方とは、国家公務員等の旅費に関する法律別表第 1に規定する甲地方をいい、乙地方とは、

その他の地域をいう。

別表第2 （第21条関係）

移転料

区分 金額

20キロメートル未満 44,000円

20キロメートル以上 58,000円

50キロメートル未満

50キロメートル以上 国家公務員の例による

附記
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｜課室名 職員課

起 案 日 22年 5月 10日 決 裁 日 」之年 s-月／.Y日

課 内 検 討 者 決 裁者

担当者
起案 総務部長
責任 者

G言＠ @/,i 
Tel 2321 

副主幹兼 主幹兼課長補 意見
人事係長 佐・給与係長

戸F：よ事泌~ ⑬ 
予算担当 専門員 辺ロ、 議 者

<:) CJ:) 
財政課長

f、空号豆室77イリング
公 印

マネーγャー

意見

（寄
官診

広報のべおかへの掲載 要 ． ＠ ホームページへの掲載 要 ． ⑧ 

件名：平成 22年度 長期派遣研修生の旅費について（伺い）

国土交通省、宮崎県、民間企業への長期派遣研修（ 1年間）の旅費を別紙のとおり

支給します。

＜次頁ヘ＞
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1. 旅費支給額（別紙計算書）
・・・・・・・・・・・・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

…・…一一－－－~！）…－堕主7管理省派遣（東京都） 甲斐 昇太 支給額 －~~~－~ ？~~円
_¥?). 宮崎県派遣（東京事務所） 吉田 哲也支給額 ~~9.~ ？~~ 円
(3）旭化成派遣（東京都） 吉田誠 支給額 1.025,010円

・・・・・・・・・・・・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

計 2,831. 370円－・・・・・・・・・・・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・． －・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

~：予算
総務費・総務管理費・一般管理費・旅費・特別旅費

予算額 ~·！~~.~~~ 円

－ 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．



平成22年度派遣職員旅費等 酢
見

甲斐昇太（30歳）

平成22年4月1日～23年3月31日

延岡市官舎

吉田哲也（38歳）

平成22年4月1日～23年3月31日

宮崎県東京職員宿舎

旭化成ホームプロダクツ株式会社
（マーケティング部第lグループ）

吉田誠（29歳）

平成22年4月1日～23年3月31日

旭化成株式会社荻窪寮（独身社宅）

派遣先｜国土交通省国土計画局総合計画剥 宮崎県東京事務所

宿 舎

勤務先Tu.03 -5253-8357 
FAX 
携帯手電話

勤務地｜千代田区霞ヶ関2丁目l番3号

目当 言十 782.600 円

勤務先Tn03 -5212-9007 
FAX 03 -5215-5180 
携帯電話

｜千代田区神田神保町1丁目 105番地
千代田区平河町2-6-3（都道府県会館15階＞ I 

｜（神保町三井ビルディング）

日当 計 759.200円 ｜ 目当 計 766480円

勤務先Ta 03-32.96了~tlOO

携帯電話 4・・・・・・E

－‘ ① 4/1～4/30 派遣2年目 ①東京 4/9～5/9（出発日も含む）

日
仰 OX30日＝ 78,000円I20101411～201凶 131 I 乙600×(1日＋30日） = 8附 O円

※H22.3/31出発｜ 2,600 x 0.8 x 365日＝ 759,200円

② 5/1～s130 I ｜②東京 5/10～6/8 

2,600円X0.9X30日＝70,200円 2600 x 0.9 x 30日＝ 70,200円

費

当 l .).O 1/ 

③ 5/31～£糊／3/31

2,600×0.8X305日＝ 634,400円

①～③計 782,600円

③東京 6/9～2011/3/31 

2,600 x 0.8 x 296日＝ 615,680円

用
延岡支社での研修終了後 4/9に東京へ移動

官舎利用につき支給なし
家賃 言十 221.520円 家賃 計 190.800円

家
月額 18,460円×12ヶ月＝221,520円 ．宿泊費／月 15.900円の

賃

月額内訳使用料
修繕管理費
清掃管理費
共益費

15, 860円
1, 000円

100円
1, 500円

15.900×12ヶ月＝ 190.800円

内

【定期券】平成22年4月1日～9月30日分

東京地下鉄南北線 王子～四谷

【定期券】 平成22年4月15日～ IO月14日分

通勤距離2km未満につき支給なし ｜東京地下鉄 丸の内線荻窪～新宿3丁目

都営地下鉄 新宿線新宿線3丁目～神保町

67. 730円

）訳定｜東京地下鉄丸ノ内線四谷～霞ヶ関

43.040円
期

券

等

以降は購入後 以降は購入後

※4/9延岡～東京の移動に関する旅費は
旭化成が負担（日当除く）

そ
の
他

転居費用は実費支給

（通信運搬費）

825,640 円

転居費用は実費支給

（通信運搬費）

980,720 円

転居費用は実費支給

（通信運搬費）

1'025' 010 円合計
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領収書

力丘一二互j_il＿一一－－~－
ご利用年月日 平成22年03月31日

時刻 12時29分

カード番号

PB301-F081-2010-7019 

取扱内容 ：定期発売

領収金額 43, 540円

うちSF O円

うち定期 4 3, 0 4 0円 ~ 

うち手数料 0円 ’ 
うちデポジット 50 0円

「一一一一 I 

｜印紙税申告納｜

｜付につき東京」団｜

｜税務署承認済｜

上記金額を領収いたしました。

この争毘収書は大切に保存してください．

ご利用ありがとうございます。

王刊R2発行・定発

NO. 0183 東京地下鉄株式会社
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日付：平成22年5月11日

ダウンロード

O延岡市職員等の旅費及び費用弁償に関する条例

延岡市職員等の旅費及び費用弁償に関する条例

昭和59年12月26日

条例第23号

改正 平成2年6月25日条例第24号 平成3年10月31日条例第49号

平成4年3月27日条例第6号 平成6年6月28日条例第11号

平成！？年12月19日条例第73号 平成18年2月20日条例第7号

平成18年6月28日条例第87号 平成19年3月27日条例第28号

平成20年9月30日条例第31号 平成21年3月30日条例第18号

延岡市職員旅費支給並びに費用弁償条例（昭和26年6月 1日施行）の全部を改正する。

（目的）

第 1条 この条例は、公務のため旅行する延岡市の常勤の特別職及び一般職の職員（以下「職員Jと

」 いう。）に対し支給する旅費並びに非常勤の特別職の職員に対する費用弁償に関し、必要な事項を

定めることを目的とする。

（用語の意義）

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 出張 職員が公務のため一時その勤務する場所（常時勤務する場所のない職員についてはそ

の住所又は居所）を離れて旅行し、文は職員以外の者が公務のため一時その住所文は居所を離れ

て旅行することをいう。

(2) 帰住 職員が死亡した場合におドて、その遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをい

。
ャつ

(3) 扶養親族 職員の配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以

下同じ。）、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持して

いる者をいう。

(4) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計

をーにしていた他の親族をいう。

(5) 同一地域 市町村の存する地域（都については特別区の存する全地域）をいう。

(6) 費用弁償 地方自治法（昭和22年法律第67号）第203条第2項及び第203条の 2第3項に規定

するものをいう。

(7) 赴任 転任を命ぜられた職員が、その転任に伴う移転のため旧勤務地から新勤務地に旅行す

ることをいう。

（旅費の支給）

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費

を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のための旅行中に退職、免職、失職又は休職（以下「退職等」という。）

となった場合（当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。）には、当該職員

(2) 職員が出張文は赴任のための旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

(3) 職員が死亡した場合において、当該職員の遺族がその死亡の日の翌日から 3月以内にその居

住地を出発して帰住した場合には、当該遺族

3 職員が前項第 1号に該当する場合において、地方公務員法（昭和？5年法律第261号）第16条第2号

から第5号まで又は第29条第 1項各号に掲げる事由により退職等となった場合には、同項の規定に

かかわらず、同項の規定による旅費は、支給しない。

4 職員以外の者が市の機関の依頼文は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、市貨を支弁して旅

行させる必要がある場合には、その者に対し、旅費を支給する。

5 第 1項、第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関等

の事故又は天災その他の事情により、概算払を受けた旅費額（概算払を受けなかった場合には、概



算払を受けることができた旅費額に相当する金額）の全部文は一部を喪失した場合には、その喪失

した旅費額の範囲内で市長が定める金額を旅費として支給することができる

6 第 1項、第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、その出発前に次

条第3項の規定により出張命令等を変更され、文は死亡した場合において、当該旅行のため既に支

出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額を旅費として支給することが

できる。

（出張命令等）

第4条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により、任命権者文はその委任を受けた者

（以下「出張命令権者Jという。）の出張命令文は出張依額（以下「出張命令等j という。）によ

って行わなければならない。

( 1 ) 前条第 1項の規定に該当する旅行 出張命令

(2) 前条第4項の規定に該当する旅行 出張依頼

2 出張命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図る

ことができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、出張命令等を発するも

のとする。

3 出張命令権者は、既に発した出張命令等を変更（取消しを含む。以下同じ。）する必要があると

認める場合で、前項の規定に該当する場合には、自ら文は次条第 1項若しくは第2項の規定による

旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

（出張命令等に従わない旅行）

第5条 旅行者は、公務上の必要文は天災その他やむを得ない事情により出張命令等に従って旅行す

ることができない場合には、あらかじめ出張命令権者に出張命令等の変更の申請をしなければなら

ない。

2 旅行者は、前項の規定による出張命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、出張命令等

に従わないで旅行した後、速やかに出張命令権者に出張命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が前2項の規定による出張命令等の変更を申請せず、文は申請をしたが認められなかった

場合において、出張命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、出張命令等に従った限度

の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

（旅費の種類）

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空貨、車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当及

ぴ扶養親族移転料とする。

2 鉄道貨は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空貨は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。

5 車貨は、陸路（鉄道を除く。以下同じ。）旅行について、路程に応じ実質額又は 1キロメートル

当たりの定額を支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ 1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ 1夜当たりの定額により支給する。

8 食卓料は、水路旅行中の夜数に応じ 1夜当たりの定額により支給する。

9 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程に応じ定額により支給する。

10 着後手当は、規則で定める赴任に伴う住所文は居所の移転について、定額により支給する。

11 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について支給する。

12 市内出張については、第 1項に掲げる旅費に代え、市内出張の旅費を支給する。

13 本条各項の規定にかかわらず、予算その他の都合により、打切旅費を支給することができる。

（旅費の計算）

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただ

し、公務上の必要文は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によっ

て旅行しがたい場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

第8条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のために現に要し

た日数による。ただし、公務上の必要文は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほ

か、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっ



ては50キロメートルについて 1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に 1日未満の端数を生じたときは、これを 1日とする0

3 第3条第2項各号の規定に該当する場合には、旅費計算上の旅行日数は、第 1項ただし書及び前

項の規定により計算した日数による。

第9条 旅行者が同一地域に滞在する場合における日当及び宿泊料は、その地域に到着した日の翌日

から起算して滞在日数30日を超える場合はその超える日数について定額の l割、滞在日数60日を超

える場合にはその超える日数について定額の 2割に相当する額をそれぞれ定額から減じた額による。

2 同一地域に滞在中一時他の地に出張した日数は、前項の滞在日数から除算する。

第10条 勤務地文は出張地以外の地に居住又は滞在する者が、その居住地文は滞在地から直ちに旅行

する場合において、居住地文は滞在地から目的地に至る旅費額が勤務地文は出張地から目的地に至

る旅費額より多いときは、勤務地又は出張地から目的地に至る旅費を支給し、居住地文は滞在地か

ら目的地に至る旅費額が勤務地文は出張地から目的地に至る旅費額より少ないときは、居住地文は

滞在地から目的地に至る旅費を支給する。

第11条 1日の旅行において、宿泊料について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の

定額による宿泊料を支給する。

"' 第12条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過等のため鉄道賃、船賃、

航空賃文は車貨を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそ

れ以後の分に区分して計算する。

（旅費の請求手続）

第13条 旅費（概算払に係る旅費を含む。）の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の

支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えて、これ

を市長に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類を提出しなかったため、そ

の旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額については、支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後14日以内に、当該旅行につい

て前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 市長は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、 14日以内に当該過払金を返納さ

せなければならない。

4 市長は、その支出し、又は支払った概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者が、第2項に規定す

る期間内に旅費の精算をしなかった場合文は前項に規定する期間内に過払金を返納しなかっ、た場合

には、市長がその後において、その者に対し支出し、又は支払う給与文は旅費の額から当該概算払

に係る旅費額又は当該過払金に相当する金額を差し引かなければならない。

（鉄道賃）

第14条 鉄道賃の額は、別表第 1に定める旅客運賃、急行料金、特別車両料金及び座席指定料金によ

る。

2 急行料金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り支給する。

(1) 特別急行料金は、特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの

(2) 普通急行料金は、普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの

(3) 前2号のほか市長が公務上の必要により特に認めた場合

3 座席指定料金は、急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当す

る場合に限り支給する。

（船賃）

第15条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃（はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下この条にお

いて「運賃」という。）及び寝台料金による。

(1) 運賃の等級が区分されている船舶による旅行の場合には、 1等相当額

(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(3) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、現に支払った寝台料金

（航空貨）

第16条航空貨の額は、旅客運賃による。

（車賃）

第！？条 車賃の額は、パス料金又は別表第 1の定額による。ただし、公務上の必要文は天災その他や



むを得ない事情により、パス料金及び定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には

実質額による。

2 車貨は、全路程を通算して計算する。ただし、第12条の規定により区分計算する場合には、その

区分された路程ごとに通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に 1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

（日当）

第18条 日当の額は、別表第 1の定額による。

2 鉄道100キロメートル未満、水路50キロメートル未満文は陸路25キロメートル未満の旅行及び市長

が定める地域の県内日帰り旅行の場合における日当の額は、公務上の必要又は天災その他やむを得

ない事情により宿泊した場合を除くほか、前項の規定にかかわらず、同項の定額の 2分の lに相当

する額による。

3 鉄道、水路又は陸路にわたる旅行については、鉄道4キロメートル、水路2キロメートルをもっ

てそれぞれ陸路 1キロメートルとみなして前項の規定を適用する。

（宿泊料）

第19条 宿泊料の額は、宿泊先の区分に応じた別表第 1の定額による。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要文は天災その他やむを得ない事情に

より上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。

（食卓料）

第20条 食卓料の額は、別表第 1の定額による。

2 食卓料は、船賃のほかに別に食費を要する場合文は船貨を要しないが食費を要する場合に限り、

支給する。

（移転料）

第21条 移転料の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧勤務地から新勤務地までの路程に応じた別表第2
の定額による額

(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の 2分の lに相当する額

(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが、赴任を命ぜられた日の翌日から 1年以内に扶養親族を移

転する場合には、前号に規定する額に相当する額

2 出張命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、前項第3号に

規定する期間を延長することができる。

（着後手当）

第21条の2 着後手当の額は、別表第 1に定める日当定額の 5日分及び赴任に伴い住所文は居所を移

転した地の存する地域の区分に応じた宿泊料定額の5夜分に相当する額とする。

（扶養親族移転料）

第22条 扶養親族移転料の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を旧勤務地から新勤務地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日にお

ける扶養親族 1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次に規定する額の合計額

ア 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空貨及び車賃

の全額並びに日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の 3分の 2に相当する額

イ 12歳未満6歳以上の者については、アに規定する額の 2分の lに相当する額

ウ 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料、食卓料及び着後

手当の 3分の lに相当する額。ただし、 6歳未満の者を 3人以上随伴するときは、 2人を超え

る者 1人ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の 2分の lに相当する金額を

加算する。

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、第21条第 1項第 1号又は第3号の規定に該当する場

合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。

ただし、前号の規定により支給することができる額に相当する額を超えることができない。

2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子をその赴任の後移転する場合においては、扶

養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、

前項の規定を適用する。



｜課室名 職員課

起 案 日 21年 4月 28 日 決 裁 日 .d-｝年去月 ／日

課 内 検 百サ 者 決裁者

担当者
起案

総務部長
責任者

もf’＂.＂＼~0:ソ ，守－~J安－：：.ーv・・一 》
Tel 

国j主幹兼 主幹兼 意見
人事係長 給与係長。⑧ 
予算担当 係 員 三口』 議 者

財政課長

、三二＿） ~ 動心 ．一．・、一ー
，．ご．ーへ

. .: -
ファイリング

公印 ~bj 
マネーγャー

意見

；~ ⑧ 
広報のべおかへの掲載 要 ． ⑧ ホームページへの掲載 要 ． ＠ 

件名：平成 21年度 長期派遣研修生の旅費について（伺い）

宮崎県、国土交通省、民間企業への長期派遣研修（ 1年間）の旅費を別紙のとおり

支給します。

＜次頁へ＞



平成21年度派遣職員旅費等 世
見

区分間土交通省国土計画局総合計画調 宮崎県東京事務所

氏名｜ 鈴木悦司（32政） ｜ 吉田哲也（37歳）

期 1111 平成21年4月1日～22年3月31日

延：岡市官舎

平成21年4月l日～22年3月31日

宮崎県東京職員宿舎

j巴化成エレクトロニクス株式会社

吉III 昌史（32歳）

平成21年4月l日～22年3月31日

旭化成株式会社荻窪寮（独身社宅）

宿舎

勤務先Tu. 03 -5253-8357 
FAX 03--5253-157 
携帯電話

回当 計 782.080 円

勤務先TEL03 -5212-9007 
FAX Q3 -5215-5180 
携帯電話

日当 計＂ 782.600円

① 4/1～4/29 2009/4/1～30 

勤務先Ta 03-3296-4760 

携帯電話a・・・・・・・・・・E

日当 計 754.000円

①東京 "4/15～5/15（出発日も含む）

2,600X(l日＋30日）ニ＇ 80,600円
日

2,600X29日＝、 75,400円

※3/30～31は支給済

② 5/1～5/30 

2,600×30日＝ "78,000円

※3/31分は支給済

②東京 5/16～6/14 ② 4/30～5/29 

2,600円×0.9x 30日::::370,200円 2,600円X0.9×30日正70,200円

費

当

③ 5/30～2010/3/31 

2,600 x 0.8 x 306日＝、636,480円

①～③計 782,080円

③ 5/31～2010/3/31 ｜③東京 6/15～2010/3/31 

2,600 x 0.8 x 305日＝＇634,400円｜ 2,600 x 0.8 x 290日ゴ 603,200円

①～③計、 782,600円

官舎利用につき支給なし
家賃 計＂ 221.520円

月額 18,460円×12ヶ月＝221,520円
周目家

。〉 ．賃 費

費
理
理

料
管
管
費

用
繕
掃
益

使
修
清
共

訳内額月 15, 860円
1, 000円

100円
1, 500円

2600X0.9X30日＝、70,200円

延岡支社での研修終了後 4/15に東京へ移動

家賃 計 190.800円

宿泊費／月 15.900円

15.900×12ヶ月＝－190,800円

内｜ ｜【定期券】平成21年4月1日～9月30日分 【定期券】 平成21年4月16日～ 10月15日分

東京地下鉄南北線王子～飯田橋 通勤距隣2km未満につき支給なし 東京地下鉄 丸の内線荻窪～新宿3丁目

東京地下鉄有楽町線飯田橋～桜田門 都営地下鉄 新宿線新宿線3丁目～神保町

訳｜
、42.120円 ' 67. 730円

~ 

l~I 

券

等 l 以降は購入後 以降は購入後

※1/15延岡～東京の移動に関する旅費は
旭化成エレクトロニクスが負担

そ 転居1~..用は実費支給 転居費用は実費支給 転居11i＇用は実費支給
。〉

他 （通信連：燃費） （通信運｜般貸） （通信運j般費）

-fr IJ量L’ 、824.200 円 I 1,004,120 円 、1.012.530 円
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2009年度

10 11 12 

GR3新入社員研修スケジコール表

13 14 15 16 

人財・労務部人財戦略・開発室
アミダス教育・コンサルティング事業グループ

17 18 19 20 21 
日曜日

8 9 

リーダー 新入社員着任 入寮式 チーム
3／ 火 ミーティング 事務手続き ミーティング
31 

d目；・；体育館eー :iHHiiiiiiiiiiiiii；惇；宵創出iii!HiiiiiiiiHniiHiHnii!HiiiHd挙．宥：曾；；：iHHH1iHHi
オ 盗塁上

経誼営皇戦且略
〈チーム研究1)

朝食 リハーザル 入社式
歓迎昼食 •J グループ理念 20分 手ーム 夕食

4/1 水 移動 －§』:;;: 移動・着信え ヱ
人財理念 休!a 守ニフェスト，． ， 

u~－~~it掌。：； ・：；～：・・；：ホデル：；：引i）•宍ロミ；：：：：．・ ＞＞手~食食；－己主：

朝食 体
企温業藍倫且理

20分 説明
昼食

くリーダーとの懇談〉
くチーム研究2> 夕食

2 木 操 休惣 （弁当） 理念体現の第一歩

1＞~；主桶企業ju: 屋外国 ・：山！日：主主主HH碍育指／l(H11n111n11111111：；：；；；：：：雄両頑張宿滞：都民n1HiHH1HHlH:HW体有－髭；；；；；：：：；！日 !}1ヰ：場食堂：；；；：：

朝食 体 誼安製皇造全l'l 20分 手ーム 昼食 移動 工場見学 移動
くチーム研究3> 夕食

3 金 操 休惣 ディλカフション （弁当） (4 5分l 製造現場を知る

:u；；；ギ湖重金：；：＜屋外： ，・．・：／＼／：＼：各；~境；：；；；／：1HU):>: iHH足跡宵按：iHHH>1：再掲司註詮＜1:

体
くチーム研究3> 昼食｛弁当）

集 準 くチーム研究3>
投朝食 製造現場を知る ＆ プ製レ造ゼ現ン場を知る 全体懇親会

4 土 操
（作成・掲示） 投票

E十 備 （ テーション） 票 移動・準備

iY：工場食堂；：；iH 屋外j :1111111111111111H11111;111H1i1H111111主体育慎1i1ii11HH1111i1H1i11111Hi史認：：：HHHHH :H ：＊崇M：ぷ！1.S~.i;>

朝食 ホームズ移動日 出生」5 日
休日

＞出fPプラ妖；；

6 月
朝食

休 日
｜ 欠食 ｜ 
※翌日が健康齢断のため、 21時以降

：）~ミt奈マラjザ；：： 飲食を控えること！

健康診断・延岡展示センター見学
昼食

社会人基礎力と仕事の基本パート1 夕食
7 火 （弁当）

<:U:H健診ゼニィヲ：＋：－：＇.延個展示官以空許；：：：：：三＞＜ <1i・工場金．量EU> 

体
社会人基礎力と仕事の基本パート2

朝食 昼食 夕食
8 水 操 ｛弁当）

n~・1食~＞ －屋付； －－：；：．：：：：・；：：；：；：；1iH11ij11HHHHWH1H1HH1HHH：；依育館山主主主主主主11HHH; ii／主場建輩出：：

重量.Y 20分 i轟
労働ta約 温昼盟 昼食朝食 符係会 紙業銀員IJ 情” 配属式 ガイダンス 夕食

9 木 知財戦略 休懇 羽
処遇制度 シス予ム （弁当） 準備

U＃~設会u HiHWlHHWHHl顕彰眠：；：H11W1Hli1ililinu羊－措食堂・uu

体
グローバルスタンス

10 金
朝食

操 昼食 夕食
｛弁当） ｛工II食堂l

u：与業~~） ：堅企｝.

体
11 土

朝食
操

グローバルスタンス 昼食
｛工i夕S食食堂｝l弁当）

ii ）：；~＊ iii i屋外 :HH1H1渋1i11111i1iiiiiiiii1i1i1；；；体報館－~碗修量illlllli1ili1iiiilililiiililililii1l1illiiiiiil：；；：：・・：・：

体
12 日

朝食
操

グローバルスタンス 夕食
｛弁当）

l;it寝食掌：ij庭付？ Hlil：：治HHl11:111111111n11m111111l~ilHi非賓館慎慣修~11n1111nn1：・・ ＝＝＜足場食堂HU

13 月
朝食

休日 ｜ 欠食 ｜ 

主主長ー÷：プラグ：

赴任説明

14 火
朝食 マナー研修 アンケート記入 赴任準備

｛弁当｝ 決意表明文犯人 L~食｜
：；；エ沼会主：： 民主主主主主主主主主主主体爾館1iii1iiiiiili!iiii1i主主主主主主主；ii11i!i!W!i!ii!iWiili!!ii1

15 水
朝食

赴任

：セミす？トポプラザ．



社有・一棟借上社宅のご案内

東京荻窪寮（独身社宅）

1/1ページ

外観写真

建物概要
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設備備品
共通設備

アクセス ~ 
社宅料

駐車場

食事施設

寮務主任メッセージ

寮の基本ルールについて

干167-0051東主主陸並区翠窒3-31 -14 
TEL 03 -3391 -0740 
FAX 03 -3392 -5980 

鉄筋コンクリート 4階建て 2棟（I日新館廊下で連結）全58室

旧館 1954年（1996年リフォーム） (2000年耐震補強）
新館 1962年（1996年リフォーム） (2000年耐震補強）

洋間文は和室の6畳
間取りは異なる場合がありますので下見でご確認ください。

エアコン、押入

風呂、トイレ（和式・洋式）、洗面所、食堂（テレビ、電子レンジ、
トースター、冷蔵庫、
製氷機）、洗j霊場（洗濯機、乾燥機）下足場、倉庫、自転車置

き場、ゲストルーム

地下鉄丸の内線又は、 JR中央線の荻窪駅駅から徒歩約10

分

最寄駅から寮までの案内図はこちら

寮から神保町三井ビルディング迄約45分

社宅料算定式はこちらからご覧いただけます

利用申請は寮主任に行なってください。

「車庫証明書箆旦皇童書Jr駐車場利用許司里読書」

18,000円／月

食事提供の内容（平日の朝食、夕食のみ）
食事提供の時間（朝食；7:00～8:30、夕食； 19:00～22:00)
食事提供の金額（朝食300円、夕食600円税込み表示）

寮務主任の孫城重明です。

荻窪寮は敷地面積が約1000坪あり建物は旧館3階建と、新館

4階建が有り部屋は30室と28室の計58室、平成7年にリフオー

ム実施。
寮の廻りは閑静な住宅街で、隣には杉並区太田黒公園があ

り、寮の庭には桜の大木をはじめ多数の樹木と竹薮に固ま
れ、野鳥のさえずりが聞こえる環境の良い所です。

私共管理人一同は食事の賄いから、身の回りのお世話をさせ
ていただいており、寮生のみなさんからは、日常の激務をいや

す生活の場として、最適な寮と好感を持たれています。
荻窪寮への入寮をお待ちしております。

寮生活の基本ルールを守り快適な寮生活をお過ごしください

寮生活の基本ルールはζ皇皇

http:/ /nasca.asahi-kasei.cojp/ grcom/fk/ akgretc/tiku/tokyo/ ogikubo.htm 

' ,J 川／高

2009/03/25 


